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はじめに

20世紀を代表する政治哲学者の一人である、アイザイア・パーリンの著作の一つに『ハ

リねずみと狐 :W戦争と平和』の歴史哲学問eHedgehog and the FoxjJと題するトルストイに

関する小著がある。この論文は、「狐はたくさんことを知っているが、ハリねずみはでかい

ことを一つだけ知っているj という、古代ギリシャ詩人アルキロコスの断片を起点に、古

今の作家を区分するところから始まっている。ハリねずみには、ダンテ、プラトン、パス

カル、へーゲル、 ドストエスフスキー、ニーチェ、ブルーストなどが類されv 狐には、へ

ロドトス、アリストテレス、エラスムス、モリエール、ゲーテ、パルザ、ツクなどが類され

ている l。さて、当のパーリンはどちらであったのであろうか。彼の著作の量とそれが関わ

る領域の広さを鑑みれば、狐に分類するのが妥当かと思われる。パーリンの業績は、大き

く分けて三つの分野に区分できる。一つ目は、初期に見られる論理実証主義批判などの分

析哲学的なもの、第二に『二つの自由概念 TwoConcepts 0/ LibertyjJに代表される政治哲学

的諸論、最後にハーマンやヘルダーなどのロマン主義研究に代表される様々な思想家につ

いての思想史研究である。彼の業績への評価はこの三分野それぞれになされており、それ

ぞれが一定の評価を得ている。

ノ〈ーリンの思想、を理解する上で、大きな難点となっているのが、この異なる三領域の諸

論文相互の関係性をどのように見るかである。一般的な解釈では パーリンは論理実証主

義批判を通じて、合理的理性中心的な哲学のあり方に限界を感じ、歴史家として思想史の

研究に向かったと理解されており、少なくとも哲学的な著作と思想史的な著作は異なる仕

事とされている。一方で、パーリンの思想を引き受け、積極的に議論を展開しているジョ

ージ・クラウダーのように、パーリンは哲学と歴史学とを融和させようと試みたと理解す

る立場もある2。けれども、個々の議論を関連させることなく、個別に議論がなされている

のが現状であり、クラウダーもパーリンの思想史的な議論と政治理論的な議論を一体的に

議論しえているとは言い難い。とりわけ、多くの論者が関心を持っている、いわゆる「価

値多元論 (valuepluralism) Jと称されるパーリンの哲学的立場と、自由主義の政治哲学的正

当化との関係性についての議論に、一貫した説明が依然として確立され得てないのも、諸

著作の関連づけが十分になされていないことに起因しているように思われる。パーリンの

1 PS， pp. 436-7./ハリねずみ、 7・9頁。

2 George Crowder， Isaiah Berlin: Liberty and Plurαlism， Polity， pp. 191・5.
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200近い諸著作において、「価値多元論」は主としてロマン主義に関する思想史的研究のな

かで語られることが多く、一方で自由概念や自由主義に関する論文は歴史的ではなく政治

哲学的議論として理論的に論証がなされている。パーリンの思想全体として、この二者が

何かしらの関連を成し、統一性を持ちうることは彼の議論から読むことができるが、では

それらの橋渡しはどのようになされているのであろうか。

こうした、諸著作の関連付けの議論が遅れているのには、大きく二つの原因がある。第

ーには、パーリン自身がその諸著作をまとめて刊行してこなかったことにある。現在読ま

れている、多くの著作集は彼の弟子であるへンリー・ハーディの手によるものである。も

し彼がいなければ、パーリンの思想、の多くは、散逸したまま忘れ去られていたかもしれな

い。けれども現在では、かなりの著作を読むことができるようになっているので、この問

題は大きな障害ではない。もう一つは、読み手の側に起因するもので、『二つの自由概念』

によってバーリンの学問的評価が高まったためか、どうしても自由主義にかかわる諸問題

が議論の軸になって読まれがちである。それゆえ、関連性が明証的でない思想史的著作は

周辺的議論として扱われざるを得ず、積極的に読み込まれてはこなかった。けれども、パ

ーリンは哲学をするということに関して、次のように述べている。

哲学には特別な課題はないと、私は思います。哲学者の課題は哲学することです。哲

学者の課題は自分に興味ある課題について考え、それを明確にしようと努力し、可能

ならばそれに答えることです。哲学には今日の特別な課題がありません。その聞いそ

のものが、哲学の目的は何かについての誤解にもとづいています。今日の芸術の課題

は何か、今日の愛の課題は何かを問うているようなものですと

自由主義的諸理念、が政治的原理として、また政治的目的として妥当なものかどうか哲学的

に基礎付けられるものなのかどうかという課題は、現代政治哲学特有の課題である。例え

ば、ジョン・ローノレズが『正議論ATheorァザJusticdを著したのも、 1960年代のベトナム

戦争への反戦運動と、公民権運動を通じてアメリカの社会制度基盤が揺らいでいることへ

の認識が大きな動機のひとつにあり、その再定義を目指したとされるのはよく言われるこ

とである。現代の自由主義的政治哲学者らが、自由主義の哲学的な基礎付けに関心を持つ

のも、冷戦構造が終わり、グローパル化が進む現代において、無条件的に自由主義的理念

3 CON， pp. 140・1./回想、 206・7頁。
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が他の諸文化の価値観に勝るとはいえなくなり、また社会的紐帯としての役割を果たしき

れなくなっていることにある。では、そもそもパーリンの思想はこうした自由主義を取り

巻く現代的課題への哲学的アプローチとして提出されたものであるのであろうか。またパ

ーリンはそういったことを意図していたので、あろうか。特に「価値多元論J という構想や

その源流としてのジャンパティスタ・ヴ、ィーコやヨーハン・ゲ、オルグ・ハーマン、ゴット

フリート・へルダーといったロマン主義的思想家らへの思想史的言及は、自由主義を擁護

するためにだけに探究されたものであろうか。確かにバーリンの思想形成の一因に、ナチ

スドイツやスターリンの拙裁といった、 20世紀の全体主義の出現という経験が重要な意味

を持っていることは否定し得ない。けれども、上記のようにパーリンの諸議論は、今日的

問題への応答としてだけ見るのではなく、まさに哲学一般それ自体の問題への議論として

も見られるべきであると思う。ノ〈ーリンの「価値多元論」対「一元論j の議論構造は、政

治哲学的には自由主義的理念対全体主義的諸理念として理解されるが、議論がそう理解さ

れることで、元来の議論が持っていた重要な含蓄のいくつかを取りこぼしているように思わ

れる。諸著作の関連性が不明瞭なままなのは、パーリンの思想それ自体が、自由主義的政

治哲学者らが関心あること以上の議論を展開しているからであり、その点が無自覚的に脇

に追いやられているためである。それゆえ、我々がパーリンの思想に何かしら一貫性を見

出したいのであるならば、自由主義的関心を括弧に入れて、まず彼の思想の行く先をみて

し、かなければならない。

よって本稿の目的は、一般的に議論されているように、パーリンの思想、から自由主義的

な諸理念を正当化し、擁護する言説を引き出すことを目的としない。そうではなく、「価値

多元論j と呼ばれる彼の思想を系譜的に見ていき、その可能性と広がりを考察していくこ

とにある。「価値多元論j は一般的に相対主義の疑し、をかけられているが、パーリンは価値

の客観性と普遍性を認める点で異なるものであると特徴付けている。けれども合理主義的

啓蒙主義的である「一元論J的想定を否定するパーリンにおいては、客観的で普遍的価値

の存在というものは本来的には否定されるはずのものである。ここにおいて、価値の客観

性・普遍性ということに関してパーリンの両義的な語用が見て取れる。しかし、残念なが

らこの両義性がどの用に説明されきれるかの論証はされて来なかった。第一章では、命題

の有意味性に関する論理実証主義批判と、ジャンパティスタ・ヴィーコの知識論を連続的に

見ていくことで、両義性の意味を読み解いていきたい。第二章では、前章で明らかにした

ノくーリンにとっての価値の客観性や普遍性の理解をもって、相対主義の問題をどのように

3 



回避しえているのかを、情緒主義的相対主義、文化相対主義、概念相対主義への応答とい

う形で考察していきたいと思う。こうした両義性の問題が永らく放置されてきたことの要

因のーっとして、パーリンの諸著作がジョン・ロールズ、の議論や語葉を通じて理解されて

きたことにある。ジョン・ロールズもその論の前提として、多元性を念頭に議論されてい

るが、パーリンがロールズ、と同じ問題関心を抱いていたのかどうかは注視されてこなかっ

た。むしろ無条件的に同じ政治哲学的問題を共有するものとして議論されてきた感が強い。

第三章ではパーリンとロールズとの政治哲学的理論態度の異同を論じたい。ロールズ、のよ

うな合意形成的な問題として政治哲学的問題を捉えておらず、むしろ政治哲宅それ自体を

成り立たせる言説を明らかにするものである彼のロマン主義研究と政治哲学的議論とを関

連させて示す。最後に、ロールズ.とは異なるパーリンの政治哲学観を持って、「価値多元論j

という彼の思想が実際的な民主主義や自由主義にまつわる諸議論に対して、どのような役

割を果たすのであろうか。第四章では、昨今の多元論にまつわる議論から、ベルギ一人の

政治哲学者シャンタル・ムフの「闘技的民主主義 (agonisticdemocracy) Jを一つの指標に、

「価値多元論」の実践的役割とその思想、の可能性に迫っていきたい。

4 



第一章 価値の「客観性j と「普遍性J- r歴史的知識Jとしての価値一

1. r価値多元論Jにおける「客観性j と「普遍性j の両義性

現代の政治哲学諸理論において、我々が日常的に多様な存在であるということは、それ

をどのように解するかは異なれども、議論の前提としうる経験的事実である。しかし、そ

うした人間存在が多様であることを重視する諸々の立場の中で、アイザイア・パーリンの

「異なった文化や社会のそれぞれが価値ありとするところは、単に多種多様であるのみな

らず、一つの物指しでは測れない、加えて、それぞれに等しく妥当な理想がお互いに両立

し得ぬことがあるJ1と要約される「価値多元論 (valuepluralism) Jが特異なのは、それの

主張を通じて古代ギリシャ時代から通底してきた西洋哲学における「一元論 (monism)Jの

原理的実践的問題性を明らかにし批判したことにある。パーリンの定義によれば「一元論」

とは次のように要約できる。第一に、「全ての真の問いには一つの、一つだけの真の答えが

あり、他の全ての答えは誤りである。」第二に「全ての真の問いに対する正しい解答を可能

にする方法は合理的性格をもち、あらゆる領域において本質的に一ーその具体的適用にお

いてでなく一一一同一である。」第三に、「こうした回答は、それが発見されているかに否か

にかかわらず、普遍的妥当性をもっ、永遠真理である。Jそしてこの真理は、あらゆる時代、

あらゆる場所、あらゆる人間にとって真理であり、「それらは常に、あらゆる場所に、全て

の人々に対して存在するもの(quodsempter， quod ubique，quo dab omnibus)である20J彼の代表

的著作である『二つの自由概念 TwoConcepts 01 Liberty~ は、一面では自由概念について論

じたものであり、一面では「一元論」に基づくことにより自由が強制へと転化してしまい、

ナチスドイツのような全体主義の到来を許してしまったことへの批判となっている。同時

代のジョン・ロールズ、や F"A・ハイエクのように、パーリンと同様に、多様性を考慮、した

政治哲学者はいたが、パーリンのように西洋の思想的伝統への批判へといたるものではな

かった。彼の著作は大著よりも小著が多いいにもかかわらず、その主張が未だに影響力を

持ち続けるのは、西洋思想、の無条件的前提で、あった「一元論j への徹底した問題意識にあ

るといえる。

しかし、何かしらの合理的・理性的・普遍的・客観的な価値や基準といったものに懐疑

1 TH， pp.176・7./試論、 295頁。

2 AG， pp.80・81.1選集 l、99・100頁。
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を示すために、「価値多元論」はどうしても相対主義に陥っていなし、かどうかが問題となる。

ノ〈ーリンは少なくとも二つのタイプの相対主義があると理解していた。一つは事実判断に

関わる相対主義で、「あらゆる信念は社会体系の中での位置によって、それ故、理論家、あ

るいは彼の属する集団ないし階級の持つ意識的または無意識的な利害関心によって条件づ

けられているとみられJ3、事実の客観的認識の可能性を否定するものである。もう一つは

価値判断に関わるもので、「ある人間や集団の判断は、趣味や感情的態度や見解の表現であ

り、陳述であるからして、単にそうあるがままのものであって、その真偽を決定するどん

な客観的対応物ももたなしリ 4とするものである。「価値多元論」の着想を得たヨーハン・ゲ

オルグ・ハーマンやゴットフリート・へルダーらは、認識論的な相対主義者として非難さ

れてこなかったことから、パーリンは価値判断に関する相対主義を問題にする5。

ノミーリンは『ヴィーコとへルダー:理念の歴史一一二つの試論巧coand Herder jや『北方

の博士 J. G.ハーマン一一ー近代合理主義批判の先駆 TheMagus 01 the Nortldなどにおい

て、ハーマンやヘルダーを相対主義者として論じたことを後に自らの大きな過ちと認め、

「価値多元論」と価値相対主義との違いを以後幾度となく注視して論じている。その大き

な差は、客観的価値を認めるかである。価値相対主義はわれわれがある物事を価値あると

判じても、それは個人の主観に基づき怒意的で、歴史的状況や文化的背景に制約され偶然

的であるために、大多数の人々によって認めうる客観的な価値など無いと考えるのが常で

ある。一方パーリンは、それに反して客観的・普遍的価値の存在を認める点で、「価値多元

論j は相対主義ではないと主張する。『理想、の追求 ThePursuit 01 the Idealjにおいて、彼は

次のように述べている。

いわば客観的価値の世界がある。客観的価値とは、人々がそれ自体のために追求する

目的であり、他のものはそのための手段となるような目的である。私はギリシャ人が

価値としているものを理解してない訳ではない。彼らの価値が私の価値でないとして

も、それによって生きるのはどんなことか私は理解できる。私はギリシャ人の価値に

感心し、それを尊敬することができるし、さらには私自身その価値を追及していると

想像することもできるであろう一一実際にはギリシャ人の価値を追及しているのでは

3 CT， p. 74./選集 4、63・64頁。

4 CT， pp. 80・1.1選集 4、72真。

5 CT， pp. 74・5./選集 4、64頁。
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なく、そうしたいと願っている訳でもなく、また願ったとしてもおそらくできないこ

とではあろうが6

またラミン・ジャハンベグローとの対話において、普遍性の原則と文化相対主義との間の

矛盾の有無を問われて、矛盾は無いと答えなおかつ普遍的な価値の存在を認めている。

さまざまな国民や社会の聞の差異は誇張されがちです。われわれの知っている社会の

中で、善と悪、真と偽の概念を持つてないものはありません。われわれの知っている

限り、例えば勇気はわれわれの知っているすべての社会で尊敬されてきました。つま

り普遍的価値があるのです。これは人類についての経験的事実で、ライプニッツが事

実による真実 (veritesdu fait)一一理性の真実 (veritesde la raison) ではなく一ーと呼

んだものです。大多数の場所と状況で大多数の人聞がほとんどいつも現実に共有して

いるような価値があります。意識的、明示的にか、あるいは態度、ジェスチュア、行

動の中に示されているのかの違いがあってもに(原文ママ)

こうした主張に基づいて、ジョン・グレイやジョージ・クラウダーなどは、パーリンは普

遍的客観的価値の存在を認めていたとして特徴付け、その客観性・普遍性を日常的にわれ

われが事実的に経験可能であることに基礎付ける80

しかし、「一元論」を強固に批判するパーリンの立場において、普遍的・客観的価値が存

在するという主張は自己矛盾的なものとして捉えられる。もし外的に価値が実在するとい

うのであるならば、パーリンにはプラトニズム的側面がありうるといえてしまう。また、

価値の客観性や普遍性が諸個人なり諸集団の経験可能性に依存するのであるならば、結局

のところバーリンが自身の立場と区別したい、価値相対主義との違いを明確にできていな

い。結局のところ価値の客観性が個人の経験の仕方に還元されうる可能性があり、主観主

義的な立場と同一視されうる。さらに、パーリンは異なる文化における様々な価値に対し

6 CT， p. 11./選集 4、16頁。

7 CON， p. 37./回想、 62頁。

sジョージ・クラウダーは Liberalismand陥luePluralism (Polity，2002)や IsaiahBerlin: Liberty and 

Pluralism CPolity，2004) において、「価値多元論」の特質に「一元論」的ではないものの、普遍

的・客観的価値の実在の是認を挙げている。またジョン・グレイは IsaiahBerlin 

(Ha中erCollins，1995)や Twofaces of Liberalism(polity， 2000)などで「価値多元論Jを倫理的実在

論と評してし、る。
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て、そこに「入り込む(enter)J ことで、我々は彼らがし、かにしてその価値を求めていたのか

を理解できるとしているが、いかなる理由でそれは可能で、あるのだろうか。まったく歴史

的に文化的に関係性のない人々の価値観を我々は何を縁にして理解できるのだろうか。こ

こにパーリンの価値の普遍性・客観性に関して両義的な態度が見て取れる。

こうした問題に対して、パーリンの言説からどこまで答えうるものなのかは、残念なが

らあまり詳しくは議論されてこなかった。少なくともグレイのような解釈者らは、パーリ

ンが客観的価値に関して言及しているという点を強調するだけで終わりがちである9。だが、

ノ〈ーリンにおいて、ある価値が客観的に普遍的にあるということは、それは一体全体どの

ような意味においてあるのだろうか。「一元論j を排し、西洋の伝統的な合理主義的啓蒙主

義的な思想、の流れの内には「価値多元論jの思想はその身をおいてない以上、バーリンは、

例えばプラトン的な意味合いで価値の普遍性を語ることはできない。すでに指摘されてい

るように、パーリンの多元的要素とこの普遍的要素の阻師が、その思想を一貫して読むこ

とに矛盾を生み出しており、多くの論者がその和解に失敗している。その失敗の一因は、 A.

J・エイヤーに代表される論理実証主義への批判を通じて醸成されたパーリンの哲学的基礎

を把握し損ねているからである 100

本章ではパーリンの論理実証主義批判と、「価値多元論」の構想、の基礎となったロマン主

義研究がどのように関連するのかに迫っていくことで、彼の価値の客観性や普遍性への了

解に仕方に底在する両義性の原因を探っていきたい。

2. 基点としての「検証原理J批判

パーリンが「価値多元論Jを相対主義と区別するとき、少なくとも彼が念頭に置いてい

るのは、同僚で、あったA • J ・エイヤーなどが主張した情緒主義 (Emotivism)的な倫理学

的立場である。上述したパーリンの「ある人間や集団の判断は、趣味や感情的態度や見解

の表現であり、陳述であるからして、単にそうあるがままのものであって、その真偽を決

定するどんな客観的対応物ももたなしリという、価値判断の相対主義に関する説明はその

9 クラウダーよれば、パーリンの客観的価値とは「諸価値が歴史の長い間を越えて普遍的に望ま

れてきたとき、諸価値は普遍的である」ことと説明される CIsaiahBerlin:・Libertyand Pluralism， 

p.134)。しかし、この説明においてそもそも「普遍的に望まれてj ということがどのようなこと

か、説明することなく用いており、説明としては不十分さが残らざるを得ない。
10森達也、「パーリン政治思想における哲学的構想一一「オックスフォード哲学」期を中心に」、

『早稲田政治公法研究』第 66号、 2001、155-6頁。
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まま情緒主義の説明でもある 11。彼は 1939年に Proceedings01 the Aristotelian Societyに掲

載された、‘Verification'という論文で、「検証原理 (theprinciple ofveri白cation)Jに基づいて

命題の有意味性を判別することへの批判を行っている。その諸議論がパーリンが自身の立

場を相対主義から区別するさいの基礎的着想となっているように思われる。

ノ〈ーリンは、「検証原理j が哲学における混乱や誤謬を明らかにするという、重要な治療

的役割を果たしてきたことを認めつつも、経験的有意味性の終局的基準として「検証原理J

を受容することは、新たな擬似・問題を生み出してしまい、擁護できない帰結を引き起こし

てしまうため、それは破棄されるか相当の修正がされるべきであるとして、批判を加えて

し、く。パーリンの論法は「検証原理Jに対する個々の論点と、それを受けての応答とを論

じ、その限界性に迫っていく。

まずノミーリンが検証するのが[単称定言的命題 (singularcategorical propositions) Jに関し

ての問題についてである。もっとも初期の「検証原理Jは「命題の意味は、その検証方法

に依存している」と定式化される。つまり「言明 pの意味は何か ?J と「言明 pが真であ

るかどうかを判別するために、何をすべきか?J は論理的に等値な問いとされ、一方への

答えがもう一方への答えになる 12。しかし、これは「不当仮定の虚偽 (hysteronproteron) J 

を犯している。なぜなら、所与の言明を検証する可能的な方法を考察するまえに、私はそ

の言明が何を意味しているのかを知らなければならない。例えば、「金は王水のみに溶ける」

としづ命題は、それが科学的なものと我々が知っているために、科学的実験によって検証

できると考え得るのである。

これを受けて、「検証原理」は「言明 pの検証の方法を知っているということは、何らか

の状況下においである人が言明 pの諸記号の一群が事実ゃそうでないことを知らしめると

判断しうることを知っていることである」と修正される。これによって命題が何であるか

特定できなくても、われわれは検証の方法を知っているといえることになる。しかし r30

分前に雨が降ったJといった過去の事実に関する命題に対して、この原理に基づけば、「私

はいま雨が降ったありありとした記憶を持っている」や「私の靴が確かにぬれている」と

し、った現在の事実に関する言明と同値なものとして論じられる。けれどもわれわれは r30

分前に雨が降ったJということで、過去の事象に関して述べているのであって、現在の事

実を意図しながら述べているのではない。それゆえ、この原則に基づけば現在に関する以

11 A. J・エイヤーの Language.truth and logic(Dover Publications， 1952)の第 6章を参照。
12 CC， p14 
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外の言明は無意味となってしまう。

こうした問題を回避するために、「検証可能性ということで意味されていることは、実質

的 (inpractical) にではなく原理的(jnprinciple) に検証可能ということである」と修正さ

れる。つまり「命題 pは検証可能であるJは「命題 pは私によって検証可能であるJを意

味しておらず、過去の言明に関しても、たとえ私が検証できないとしても誰かによって検

証可能であるならばそれは検証可能となる。例えば「カエサルは禿げで、あったJは今の私

には確実的に検証不可能であるが、カエサルの時代にそれを観察しえた人にとっては検証

可能であると類推でき、有意味である。ここから「命題 pは有意味である」は「命題 pに

よって適切に記述されていることを何者かが観察しうる、またはしうるはずであると考え

られるj ことと修正される。

こうした修正は「単称定言的な命題」に限定されているために、そのような言明に関し

ては一定の妥当性があるが、「単称でない命題」や「定言的でない命題」に適用されたとき

更なる困難を引き起こすこととなる。まず「全ての Sはp (AII s isp)Jであるような全称

命題や、「何らかの (any)J fあらゆる (every)Jといった量的表現を含む命題においては、

否定的な一例を提示されるだけで、命題それ自体は否定される。それに対してA • J ・エ

イヤーは上述のような「強し、検証原理(theprinciple of strong verification) Jに対して「弱し、

検証原理 (theprinciple ofweak verification) Jを提示する。それはまず「何かしらの諸観察が

所与の命題の真偽に関係するか。もし関連するのであるならば、その命題は有意味であるJ

と提示される。しかし、このとき「関係する (relevant)Jかどうかは論理的な関係性を示す

ものではなく、暖昧な意味で用いられている。それゆえ、恋、意的に関係性を主張する可能

性が排除しきれていないために、エイヤーは「ほんものの事実命題のしるしは、それが一

個ないし任意の有限個数の経験的命題に等値であることではなく、単にそれと他のある諸

前提との連言からいくつかの経験的命題が演鐸され、しかもこの他の諸前提のみからは演

緯されないこと」と再定式化する 13。これをパーリンは次のように理解する。「ある三つの

命題p、 q、 rが与えられ、 rが決定的に原理的に検証可能な場合、もし rが命題pとq

から導き出され、 qのみから導き出されていないなら、 pは弱く検証され、それゆえ有意

味である 14
0 J しかし、この「弱し、検証原理」では以下のようなナンセンスな三段論法を、

ナンセンスとは言えない。

13 A.J.Ayer， Lαnguage， Truthh and Logic， Dover Publications， 1952， pp. 38・9.
14 CC， p.19 
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この論理学問題は明るい緑色である

私はあらゆる種類の緑色が嫌いである

それゆえ私はこの問題が嫌いである。

この論証の大前提は、エイヤーが定式化した「弱し、検証原理j にはかなっているが、明

らかに無意味な命題である。それゆえ、パーリンは有意味性の基準として、「弱し、検証原理J

は疑わしいものであると判断する。

次に、定言的でない命題、つまり「もし Sならばpである(Jf s then p) Jといった仮言的

命題に関する「検証原理Jの問題をパーリンは検討していく 150 問題は「もし私が検証され

ていない諸仮言的命題を検証する好ましい状況にあったとしても、私が実際検証できるい

くらかの諸仮言的命題を事実それ自体として Upsofacto)検証しうることができなしリ事態

が存在し、「強し、検証原理」はそういった諸命題を適切に取り扱うことができないことにあ

る。例えば、「もしいま私が北極にいたら、いま感じているよりも寒いと感じたはずであるj

としづ命題は、事実的にも原理的にも検証不可能である。私は二つの場所に同時には存在

できないので、私が二つの場所の気温を比較観察することはできないため、無意味な命題

となる。またそれ単体は検証可能で、あっても、他の命題と連言されるとき、その両方を同

時に検証することはできなくなる場合が存在する。例えば、「もし私がそこにいれば、私は

頭痛を感じていたはずであるJと「もし私がそこにいなければ、私は退屈であったはずで

ある」は、それぞれ自身は原理的に検証可能である。しかし、同時には検証不可能である、

少なくとも一方が真なら、もう一方は偽になる。そうであるからといって、この二つの命

題を無意味と理解することはできないであろう。

最後にパーリンは、「単称で定言的な命題」で、あっても、物的対象と他人の自我に関する

命題は検証できないとしてその問題を論じる。パーリンは物的対象に関する命題を次のよ

うに理解する。

もしわれわれの所与の物的所対象の概念を、一様な共変的諸特性 nのより広い集合か

15 なおパーリンは「全ての sはp (AJI s isp) Jと「もし Sならばpである(Jfs then p) Jを同値

な命題として捉えており、そのため「弱し、検証原理 (theprinciple ofwealくverification)Jは仮言的

命題に関しても妥当ではなくなる。 (CC，p.20J 
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ら多かれ少なかれ窓意的に無意識的に選択された感覚的諸特性の有限な複合体(以下 111

と称す)と理解するのであるならば、そのとき所与の観察者の対象を構成しているm

は異なる諸個人・諸時代・諸文化にとって異なりうる。たとえ現在におけるコミュニ

ケーションと過去の記録の理解の可能性のために、ある一定の最小限の重なる共通の

言及が必要であるとはいえ160

もし、集合mが検証のための実例として断定されたならば、それによって有限数の定言的

な諸命題と潜在的に無限の仮言的諸命題それぞれが真であるとされうるであろう。しかし、

集合mがどれだけ正確に記述されたとしても、その構成要素の幾っかが仮言的でありうる

ため、同時に検証できないと言う問題性を依然として引き受けなければならない。もし集

合mが検証不可能で、偽とされたとしても、その基となった関連する諸命題もが偽となるわ

けではない。また前述の「もしいま私が北極にいたら、いま感じているよりも寒いと感じ

たはずである」が検証不可能としてその誤りが立証されたとしても、その命題を構成して

いる「北極が」や「私が今ここにいる」といった物理的に存在しているものへの諸命題そ

れ自体も誤りとされるわけではないだろう。しかし、「検証原理Jを厳密に適用するのであ

るならば、関連する物的対象に関する諸命題も同時に偽とされてしまう問題が存在する。

次に他人の自己に関して、「検証原理j に厳密に基づくならば行動主義的な分析以上のこと

はできない。しかし、それを否定して自身の自我とのアナロジーから独我論的でなく他人

の自我の存在を認知できたとしても、それぞれの自我がそれ自身の経験をいずれにしても

検証しているために、「私の恐怖はあなたのよりもひどしリや「彼は私よりやさししリとい

ったことが無意味でないことを、「検証原理Jは説明しきれない。他者の感情と思考とを自

身のと同様に認知できる間ー主観的観察者は自己矛盾的存在である。「私はあなたと同じテー

プルを見ている」と物的対象の認識に関しては主張することはできるが、「私とあなたは同

じ痛みを実際に感じているJということは、厳密には不合理である。

こうした批判を通じてパーリンは「検証原理Jはわれわれの経験的諸命題の有意味性を

判別する唯一の基準でないと結論づける。少なくとも「検証原理Jは有意味性の必要条件

であって、十分条件ではない。そもそも、ある言明が検証不可能であるのは、その言明が

検討されたとき無意味だからであり、その逆は成立しない。

16 CC， p.27.またパーリンはこの見解をJohnWisdomの‘Metaphysicsand Verification(l)， 011 Mind 47， 

1938， pp.452・98) を基にし得ている。
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有意味性の概念はそのような機械的テストによって決定することはできない。文に

関してそれは何かを意味しているや、私や他の人々がそれを理解している、言い換

えれば文が命題を含み持っと述べることは、もしその命題が真であるならば、何が

事実でありうるかをわれわれは把握することができると述べていること以上でも以

下でもなし、l70

こうした経験主義的立場をもって、パーリンはエイヤーが無意味とした形而上学的な言明

に関して、その無意味性は言明が検証不可能に基づくのではなく、われわれの経験を超え

出ているために、自身の経験的言明の類比からではコミュニケーション不可能な言明にな

っているからであるとする。

以上のようなパーリンの「検証原理」批判が言語哲学や論理実証主義に関する諸議論に

おいてどの程度まで妥当で有効なものかは分からない。また本稿の目的もその妥当性の検

証には無し、180 しかし、「検証原理」の限界性を見て取るパーリンにおいて、少なくとも「検

証原理j を基にして論じられたエイヤーの情緒主義帰結は、素直に受け入れることができ

ない。

エイヤーは倫理学や道徳における諸議論の問題点を、倫理的な価値の陳述が経験的事実の

陳述に翻訳できるかどうかに限って議論している。彼にとって、「規範的な倫理記号を含む

文章は、心理学的な命題を表現する文章あるいは如何なる種類の経験的な命題を表現する

文章にも等値ではなし、190Jそれゆえ、主観主義者や功利主義者や直感主義者の過ちは、経

験的でなく検証不可能な規範的言明を、真偽の問える命題として捉え議論していることに

ある。たとえば「君が私のものを盗むのは悪しリという言明は、一般的には経験的に真偽

を問われているものではあるが、エイヤーによれば、それは相手が私のものを盗んだとい

う事実を述べているに過ぎず、「悪し、j とし、う表現は情緒的な付け足しに過ぎない。彼にと

って倫理的な議論は、それが含む検証可能な経験的命題の真偽を論じているに過ぎず、倫

理的言明それ自体の真偽を論じているのではない。価値的規範的言明がそれ自体で真偽を

17 CC， p. 30. 

18 このパーリンの「検証原理j 批判の評価に関しては、デイヴィッド・ベアーズ、の‘TheLogical 

Status ofSupposition' (in Proceedings ofthe Aristotelian Socieσsupplementary vol. 25 ，1951， pp. 
83-98)やミ、ンェノレ・ダメットの Truthand other enigmas (Harvard University Press， 1978) を参照

してもらいたい。
19 A.J.Ayer， Language， Truthh and Logic， p. 105. 
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問える命題ではない以上、たとえそれを我々が日常的に経験していたとしても、それは見

せかけにすぎず、「価値の問題について論じることは不可能Jであり、「人は実際決して価

値の問題に関して争うことはなしリと結論付ける200

しかし、パーリンが検討したように、エイヤーがあらゆる経験的言明の有意味性の判断基

準とした「検証原理」が基準として不十分である以上、検証不可能性だけに基づいて規範

的言明が経験的でない、つまり真偽を問うことのできない命題ではないとすることはでき

ない。またそう論じられる以上、パーリンにおいてあることが経験的であるというとき、

それはただ、検証されうるということ以上の意味合いを含み持っている。たとえば前掲にあ

るように、価値の普遍性を経験的事実というとき、それは単純に過去の歴史等を紐解いて

事実そうであったということ以上の何かを含み持っている。たとえば、常識的に考えるの

ならば、パーリンが言うように、あらゆる文化や時代で勇気ある人というのは賞賛されて

きたであろうし、ある人の行為が勇気ある行為か否かは議論されてきた。しかし、こうし

た歴史的事実が観察しうる経験しうることだけによって、つまり実証的に証明可能である

ことのみに基づいて価値の普遍性が基礎づけられるのであるならば、それは結局のところ

歴史主義的な相対主義でしかないであろう。また価値が何者かによって価値あると経験さ

れてきたと言う事実だけに基づくのであるならば、パーリンが「価値多元論Jを通じて、

もはや我々の価値でないものをわれわれが理解できるというとも矛盾する。価値の有意味

性が経験可能性だけに基づくのであるならば、われわれがもはや価値あることとして日常

的には経験できない過去の多様な価値のあり方を、我々は価値あることとして理解できな

いであろう。けれどもバーリンはそれを否定する。

では、「検証原理j 批判を通じて、情緒主義的に価値的言明は経験的命題ではなく真偽を

問えないものではないとするパーリンにおいて、価値が経験的であるということは一体ど

のようなことを意味しているのか。検証可能性に有意味性を先行させ、また無意味性、つ

まり経験の超越性をコミュニケーションの不可能性に見るとき、我々の価値的言明に関し

てどのような理解をなしているのか。依然としてその点が不明瞭なままである。それを明

らかにするためには、パーリンの後のロマン主義研究へと目を向けなければならない。

20 Language， Truthh and Logic， p. 11 O. 
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3. r価値多元論Jの基礎付けとしてのロマン主義研究

一般的な解釈として、 1950年代以降の著作の大半を、哲学的な諸議論を扱うというより

も、思想史研究的著作が占め、また「一元論」批判を通じて反啓蒙主義とも取れる態度を

とり続けたために、パーリンは合理主義的な哲学的行為に見切りをつけ、歴史主義的な政

治思想史家の道を歩み始めたとされる。それゆえ、前節で見たような論理実証主義への批

判といった極めて哲学的な議論は、パーリンが「価値多元論」をとるに至った前段をなし

ているだけであり、後のパーリンの思想にとってもはや強い関心事項ではなく、「一元論」

の棄却と同時に後においてきたものとして理解されている。そのためか、ロマン主義研究

と論理実証主義批判の聞に明確な連続性を見て取って論じられることはほとんど無い。パ

ーリンの「価値多元論j についての論述は、主としてロマン主義研究への言及もってなさ

れることがほとんどであり、初期の論文との関連性は重視されてこなかった。

確かに‘Verification'に続く、 1950年に Mindに掲載された‘EmpiricalPropositions and 

Hypothetical Statements'で、は論理実証主義のような現象主義が基づいている「物的対象を記

述している諸表現は原則的に過去・現在・未来において実在的または可能的な観察者によ

る、実際的にまた可能的に直接的感覚可能な知識のデータに関するもろもろの文の諸集合

へと余すことなく翻訳しうるはずであるJ21という見解の限界と、それに基づいたときあま

りにも我々の日常的な言語使用経験からかけ離れていることを指摘し、われわれがこの世

界を理解し表現するということは、自然科学者のごとく観察者として理解すること以上の

ものが含まれていると結論付けている。また同年発表された‘LogicalTranslation'で1土、「言語

の対応説 (thecorrespondence theory of language) J 、つまり「言語は「論理的に完壁」である

だろう。言語はもっぱら事物と直接的に対応している、諸々の語から成り立っており、そ

うでなければ、ただ論理的語のみから成り立っている」としづ論理的な想定22 何か「究極

的な構成要素 (ultimateconstituents) Jによって、万物は構成されており、あらゆるものはそ

れに還元され、言語はこの要素をもっともよく反映していると想定する「イオニア派の誤

謬 (thelonian fallacy) J 、「不変の命題に対する不可謬の知識 (theinfallible knowledge of 

incorrigible propositions) Jの存在を前提とし探求しようとする「安全性の追求 (thesearch of 

security) Jという 3つの誤謬を現象主義的な哲学者たちが総じて前提としていると指摘する。

21 CC， p.33. 
22 Cc. p.75. 
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その結果は好ましい命題の形式に当てはまらないものを、無意味な命題として切り捨てる

「収数的(detlationary)J方法と、好ましくない命題に独自の有意味性を与える「膨張的

(intlationary)J方法に行き着き、前者は切り捨てに夢中になるあまりに、日常の言語の豊か

さを看過しがちになり、最終的にはなにも意味のない言明だけが残ることになり、後者は

意味あるものを取り込みすぎるために、最終的にはあらゆる命題が意味を持つことになり、

当初の命題の基準を作るということが破綻することになる230 こうした論証から、現象主義

者の議論それ自体の前提への疑問へとパーリンが至ったのも理解できることである。けれ

ども、命題の有意味性に関して論理実証主義者をはじめとして多くの哲学者が「一元論」

を無批判的に前提にしてきたことを指摘しただけでは、確かに「価値多元論Jを主張はで

きるだろうが、結局のところ命題の有意味性は何に基づいているのかの説明にはなってい

ない。

ノ《ーリンの著作の多くの論点が「一元論」批判にあるために、ロナルド・マッキニーが

ポストモダン的倫理と評したように、あらゆる基準・基礎を求めること探求することを彼

は問題視し放棄したとされる24。また「価値多元論」と論理実証主義批判の関係性に着目し、

本論と同じくパーリンの多元的要素と普遍的要素の和解を目指した、森達也氏の論文「パ

ーリン政治思想、における哲学的構想一一「オックスフォード哲学J期を中心にJ (W早稲

田政治公法研究』第 66号、 2001) においても、パーリンはリチヤード・ローティのような

「反ー基礎付主義 anti-fundamental ismJの立場に立っと結論付けられている。両者ともに、["<<真

理の対応説に基づく確実性の探究》という考え方を批判Jしており、 「哲学による普遍的

基礎付けを否定する歴史主義の立場」の立つため、その哲学的態度は類似していると解釈

されるお。けれども、 「真理の対応説j を放棄することと、基礎付けを放棄することは同義

ではないであろう。ローティは近代哲学への思想史探究をもって、哲学が永らく論じてき

た真理の基礎付けということの不毛さを論じたかもしれないが、命題における「真理の対

応説」の放棄だけで、はパーリンもそうであることの説明にはならない。実際に認識論の諸

論においては「真理の対応説jが問題視された後も、様々な論が展開されている26。前述し

23 CC， pp.62・8.
24 Ronald H McKinney，‘Towards a Postmodern Ethics: Sir Isaiah 8erlin and John Caputo'， Journal 01 
均lueInqui，η26，1992，pp.395・407.

25森達也、「パーリン政治思想における哲学的構想一一「オックスフォード哲学」期を中心にJ、

157頁、 177・8頁。私のパーリンの「価値多元論j と論理実証主義批判の関連についての理解は

氏に負うところが多い。けれども、パーリンとローティを同列に論じる点には、いささか疑問を

感じる。この点に関しては次章で触れたいと思う。
26 Louis P. Pojman， What can we know?: An Introduction to the Theory of Knowledge， 
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たバーリンの現象主義批判は、あくまでも「検証原理j の原理を持ってあらゆる命題の有

意味性を判別することの限界を指摘したにすぎない。「命題はそれを完全に証明する手段を

知っているかどうかにかかわりなく意味を持っている、不完全な証明は意味が何らかの意

味で不完全であることを意味しなしリとするパーリンにおいて、われわれが日常的に有意

味と感じるものは、たとえその有意味性を証明する方法を知りえないとしても有意味性を

持つので、ある27 つまり倫理的な命題に関しても、それが有意味であると理解される以上、

われわれは何かに基づいてそれが真か偽かを判断するのであり、基づいたもの自体に基づ

くだけの妥当性があるからこそ、われわれはそれに基づいているのである。私は少なくと

も、「一元論」を排したからといって、パーリンが純然たる「反ー基礎付け主義」の立場にあ

るようには思えない。彼は「一元論」的な基礎付け主義者ではないだけで、あって、あらゆ

るわれわれの基礎付けをなそうとする行為や、また基礎付けてきたものを否定するわけで

はないように思える。もしそうであるならば、われわれは一体全体どうやって、物事の真

偽を判別しているのかをまったく説明できなくなってしまうであろう o またパーリンが情

緒主義から擁護したい倫理的な命題の有意味性も失われてしまう。バーリンが客観的・普

遍的価値の存在の可能性に言及するとき、その基礎にあるのはまず倫理的命題の有意味性

への確信である。つまり、真偽を問える以上、我々は何かしらの基礎に立っているのであ

って、それを客観的、普遍的と呼ぶことも適わなければ、そもそも真偽を問うという行為

そのものが無意味になってしまうであろう。客観性や普遍性へのパーリンの発言が、両義

的なものに見えるのは、この点を理解しえてなし、からである。

196 2年に機関誌l刀sightに掲載された「哲学の目的 ThePurpose of Philosophy Jで、パ

ーリンは哲学を他の学問と比較して以下のように述べている。あらゆる学問は一定の聞に

対して答えるために作られたのであり、その対象領域は問いの性質によって規定されてお

り、その問への答えをどこに求めるかによって、「経験的・帰納的」、「形式的・演緯的」、「哲

学的Jの三つに分類される。「経験的・帰納的」な学問とは、間への答えが、経験的手段や

秩序立った観察ないし実験によって、発見可能だと我々が知っている聞いを主題とする学

問である。次ぎに、「形式的・演鐸的」な学問とは、聞いへの答えが、ある一定の公理や規

則に従うことで導き出されることを、我々が知っている問いに関する学問である。最後に

「哲学的Jな学問とは、問いへの答えを一見いったいどこに求めたらいいのか、我々が知

Wadsworth/Thomson Leaming， 2001.戸田山和久、『知識の哲学』、産業図書、 20020

27 CON， pp. 154・5./回想、 226頁。
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らないような問いに関する学問である。例えば、「ケネデ‘ィはなぜ大統領に選出されたのか」、

「日本の法制度はどのように運用されているのかj、「フェルマーの定理はどのように証明

されるのかJという問題に関しては、我々はそれらの答えを自身が知らないとしても、歴

史学や法学、数学がそういった問題に答えうる領域であり、専門家が何を論拠にして一一

歴史資料や数学的推論などを用いて一一答えるのかを知っている。しかし、「時間とは何かJ、

「正義とはなにかJ、「なぜ善い行為は善いのかJ、「なぜ私はあなたではないのかJといっ

た一一倫理的、価値的、形市上学的な一一一間いに対して、我々ははっきりと確信して、い

かなる領域で、し、かなる方法で誰が答えうるかを知っていると言えるだろうか。実験など

によって何かを観察することによって答えられるだろうか、それとも何か規則を用いるこ

とによって答えることが出来るだろうか。おそらく、他の学問の問いに対する答え方ほど、

異論のないものを挙げることは困難であろう。数学的問いが実験や観察によって解かれる

ものであるとか、歴史学的問題がある公理を適用することで解かれるとある人が言えば、

我々はその人は冗談を言っているか愚かであると見なすであろう。しかし「哲学的J間い

に関してはその限りではない。哲学が取り扱う問題とは、自身の解答方法について明確な

指針をその内に持たないような問題である280

もしあらゆる学問的問題の有意味性が何かひとつの基準によって一一経験的か形式的な

基準によって一一一判別されるものであるならば、パーリンにとって「哲学的Jとされる領

域はその一切の有意味性を失い、真っ当に論議される問題ではなくなってくる。しかしな

がら、「哲学的J問題は依然として意味ある問題として存在しているのであるし、たとえ自

然科学においても、光は波なのか粒子なのかといった問題そうであるように、依然として

「哲学的」な問題が存在しヨる。これらの問題を原理的に検証したり証明したりする方法

が不明というだけで、無意味な問題とすることはあまりにもばかげているだろう。

こうした哲学観や価値的命題の有意味性への確信を基礎付けるのは、ロマン主義研究に

基づく数々の知見、特にヴィーコによるものが大きいと思われる。パーリンがヴィーコの

思想に触れたのは 1931年のロビン・ G・コリングウッドの講義を通じてである290 ノ〈ー

リンはヴィーコを「普通の人々が自分たちの住んでいる環境の中での自分自身をどう見て

いるのか、あるいは長い間生きてきた被造物としての自分たちとの関係で、また自分たち

28 CC， pp.1・5.選集 2、235一241頁。

29マイケル・イグナティエフ、 『アイザイア・パーリンJ石壕雅彦・藤田雄二訳、みすず書房、

2004年、 64-5頁。
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相互との関係で自然についてどう考えているか(あるいは感じているか)を再現してみよ

うという考え」を初めて抱いた人物であり、それと知らずに「文化j という理念を確立し

た人物と評する30。そしてヴィーコは文化の進展に興味をもち、ある文化と他の文化を実証

主義的ではなく目的論的に区別したために、その論点の基礎を類似点にではなく差異に置

くこととなる。それこそが多元主義のルーツであるとパーリンは理解する。それゆえ、パ

ーリンのヴィーコ研究は単なる思想史研究としてではなく、そこに仮託する形で表現され

たパーリン自身の「価値多元論」の基礎付けの営みとしても読まなければならなし、31。パー

リンは哲学史思想史と哲学の区別を否定する。彼にとって哲学をすることと、哲学史を叙

述することはそのどちらも同じ行為なのであって、彼に限っていえばその思想史研究を単

なる歴史記述として見なすことは、はなはだ誤解を生むこととなる320 初期の論理実証主義

批判と、後の思想、史研究が異なる行為として見られがちなのは、パーリンのこの独特な哲

学観が真に受け止められてこなかったためと思われる。

4.ヴィーコの知識論

ジャンパティスタ・ヴPィーコは 1668年に本屋の息子としてナポリに生まれ、 174 

4年に同地で死んだ、イタリアの修辞学者・法学者・思想家である。彼の人生をパーリン

は以下のように評する。

ヴィーコの生涯とその後の運命は、三文小説と片づけられてしまいそうな筋書きが現

実に起った場合のおそらく最上の実例であろう。独創的な天才を具えた男が、然るベ

30 CON， pp. 76・7./回想、 117頁。

31 なお、パーリンのヴィーコ論には『ヴ、イーコ~ (上村忠男著、岩波書庖、 2009年)や『ヴ‘ィー

コ入門~ (ピーター・パーク著、岩倉具忠/邦子訳、名古屋大学出版会、 1992年)で指摘されて

いるように、異議の無いものではない。しかし彼の思想を理解する上では、解釈上の不備は別の

問題であるので、本稿では取り扱わない。

32 パーリンは哲学史に関して次のように述べている。「筆者自らが哲学の研究者でなければ、彼

が哲学の問題そのものについて考えたのでなければ、何故、誰かがこのようなことを考え、この

ような問題で苦しんだのか、さっぱりわからないでしょう。哲学者たちがどんな問題に答え、あ

るいはどんな問題を分析し、あるいはどんな問題を論じようとしていたのかを、真に把握できな

いでしょう。単純に書き直すだ、けで、す一一デ、カノレトはこう言い、スピノザはああ言い、しかしヒ

ュームはどちらでも違っていると考えたという風に書くでしょう。それはみんな死せる言葉です。

あなた自身が哲学の問題を考えつめて眠れぬ夜をいく夜も過ごさなければ、哲学というものが存

在していることさえも、理解できないでしょう。哲学とは何であるのか、それ自身が一つの哲学

の問題です。J(CON， pp. 23-4./回想、 42・3頁。)
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き時代より早く生まれすぎ、貧と病の内に苦悩を迫られ、生前は誤り解されて概ね無

視され、死後も(僅かにナポリの法学者数名の外には)全く忘れ去られてしまった。

そして遂に多年ののち、発掘され陽の目をみ、博然たるイタリア国民に、その国の生

んだ最大の思想家の一人として喝采を浴びた時も、大幅に誤伝、誤解されるに止まり、

そして今日でさえ当然受けるべき敬意を受けていなし川。

しかし、前述のようにヴィーコの最大の功績は、「文化j という概念を作り出し語った人物

として、パーリンは彼の思想、を高く評価する。彼の思想、の基点は、デカルト的知識論への

反抗にある。デカルトは、方法的懐疑によって得られた明断判明で単純な真理を出発点と

し、数学と同様に、そこから演鐸を行うことで真の知へと到達できると考えた。こうした

モデルは、確かに数学や自然諸科学には適用できるとしても、人文諸科学には適用できず

一一それゆえ、デカルトは、歴史などの人文諸科学をつまらないものとして切り捨てた一

一、真の知識へのモデ‘ルとしては不十分であるとヴィーコは考えたのである。

ヴィーコが生きた当時主流で、あったデ、カルトの認識論の核心は、われわれは反論の余地

のない誰にとっても自明で単純な明噺判明な観念や概念から出発して、数学公理のように

演緯的に観念を用いることで真の知へといたれるというもので、あった。ヴィーコはデカノレ

ト学派らの数学や自然科学における数々の功績を認めながらも、彼らがあらゆる物事を数

学的手法で知りうると考え、また歴史や法学といった人文諸科学を軽視するのに反感を覚

え、また哲学はなぜ人間は現在のように考え、感じ、行動し、生きるようになったのかを

明らかにしなければならないとヴィーコ自身が確信を抱くにつれ、批判へと向かつてし、く。

ヴィーコはデカルトの第一真理である「われ思う、ゆえにわれ在り (egocogito， ergo sum) J 

は、われわれが思考することに関する知識 (scientia) ではなく意識(conscient均)を述べてい

るに過ぎないと見なす34。ヴ、ィーコはスコラ哲学に再三見られる「原因を閲した (percausas) J 

知識を他の知識よりも優れたものと考える。それは、われわれがある事物を完全に知って

いといえるのは、今ある形とその属性を知っているだけでなく、なぜそのような形である

のか、どのようにそのようになったのか、もしくはならされたのかを知ってはじめてそう

いえることになる。デカルトの第一真理は、なぜわれわが思考しうるかの原因を、つまり

33 TH， p.21./試論、 35頁。

34 ジャンパティスタ・ヴィーコ、『イタリア人の太古の知恵』、上村忠男訳、法政大学出版局、

1988年、 46頁。
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し、かにして思考が作り出されたかについて何もわれわれに知らせるところがないゆえ、知

識ではない。デカルトが賞賛した数学的知識がわれわれにとって確実なのは、われわれが

その原因を知っている、つまり数学それ自体われわれが作り上げたものであるために、確

実なのである。ヴィーコはデ、カルトの明日析判明という基準に代わって、「真理の基準ないし

尺度は当の真理自体を作ったということであるJ35、つまり「真 (verum)Jは「作られたも

の (factum)Jであると定義付ける。それゆえ、われわれは外的世界に関して数学のような

真なる知識に至ることはできない。なぜならわれわれは世界を作り上げたのではなく、「ま

まならぬ事実 (brutefact) Jとして与えられているに過ぎない。外的世界に関して人聞が知

りうるのは明証的にではなく、せいぜい「確実性 (certum)Jに至れるだけであり、真に知

るのはそれを生み出した神のみである36。数学的命題は、なぜ真理性を保持しうるのか。そ

れは数学が「作られたもの」であるからに他ならない。ゲームのノレールのように、我々が

知り得ぬ「ままならぬ事実Jによることなく作られた、人工の構築物であるからである。

それゆえ数学は何一つ我々に事実についての知識を与えることはない、我々が作り上げた

その他のルールや小説といったものが、それ自体実世界を叙述していないのと同じように。

もし、数学を力学などに応用したならば、それは不確実さを増すことになる。なぜなら、

我々にとって不十分にしか知り得ない、けして「真なるもの」を知り得ない、外的世界が

要素として入り込んでしまうからである。そうだとはいえ、数学的真理は「作られたもの」

であるために「真Jであり、先験的な真理であり、反論の余地なく証明されるものである。

こうした真理観に基づいてヴィーコは新たな知識のタイプを構想することとなる。旧来

の知識、演鐸的知識一一論理学や文法、数学のような「真Jの知識、先験的知識を生み出

す知識一ーと、経験的知識一一観察に基づき仮説・実験・帰納的推理によって精錬・拡張

される、人間が持てる外的世界への蓋然的知識一一、神学的知識一一信仰や啓示、理性的

直観に基づく知識、ヴィーコにおいてはプラトンが保持していた知識一ーの三つにヴィー

コは「歴史的知識」とでも呼べるものを付け加えるべこの知は、「経験的である点で先験

的知識と異なり、新しい事実の知識を与えるという点で演緯と異なり、存在し生起するも

のの空間的・時間的位置を知らせるのみならず、なぜその存在物がそのような形になった

のかまでを、すなわちある意味で「原因を閲して」知らせるという点で外的世界の知覚的

35 向上、 44頁。

36 TH， pp. 30・41./試論、 49・67頁。

37TH，p.4l，pp.lM・30.1試論、 67-8頁、 213-4頁。

21 



知識とも異なるものj である380

ヴィーコ自身はデカルトの明噺判明な知というものの存在自体を否定することを意図し

たのではない。もしある命題の真偽がたった一つの基準で図られ、単純なものに分析され

ることにのみ存するのならば、われわれの数学のように数量的に扱うことのできない日常

的経験の大半は個人的意見の領分に追いやられてしまう。確かに日常的な知識は「真」に

関わる知識ではないかもしれないが、それでも「確実性Jに関わる知識であり、暫時的な

訂正や修正が必要なものではあるが、人々が必然的にしたがって生きざるを得ないもので

あり、到底「真」の知識だけで人間は生きていくことはできないとヴィーコは考えたので

ある。れわれが人間の行動を判断するさいには、動機・希望・願望に照らし召しあわせで

判断するが、こういった仕方は人間以外には適用できない。自然科学は一個のテープ、ル、

一本の樹、一匹の蟻を見て記述し情報を集め、それぞれに対し物理学、植物学、昆虫学を

打ち立てる。しかしそれらは、あるものがテーフ、ルや樹に見えるということはどういうこ

となのか、それらが行動し、今ある形をしていることはどのようなことであるがはわれわ

れに告げるが、テーブルがテーブルとしてあるということがどのようなことであるかは説

明できない。一方われわれは人間に関して、その人が人間として見え、行動することがど

のようなことなのかに加えて、人間であるということはどういうことなのかも知っている。

もしデカルトのように「真Jの知識が自然科学によるものしかないのであるとしたら、人

間と自然は同ーのものと見なされ、われわれの日常的な経験や知識といったものが不自然

なこととなってしまうであろう 39。このような知識はギノレパート・ライルの「あることを知

る (knowingthat) Jや「やり方を知る (knowinghow) Jとし、った二つの知識のいずれの意味

とも違う知識であるとパーリンは評する 40。またこの知識への気付きは後の自然科学

(Naturwissenschaft) と人文科学(Geisteswiseenscha食)の区別、事物を「知る (Wissen)Jこと

と事物を「理解 (Yerstehen)Jすることの区別の走りとする。

ヴ、イーコがこのような知識の存在に気づいたのには、 16世紀のローマ法学に関する論

争に起因する。当時の多くの法学者は、「世界中の人聞が行為するに当って、測るべからざ

る価値のある、永遠で普遍的な真理の数々は、偉大なギリシア・ローマの思想家には既に

38 TH， p.4I./試論、 68頁。

39 TH， pp. 42・3./試論、 69-71頁。

40 TH， p. 131./試論、 218]tまたライルの知識論に関しては TheConcept ofMind(The University of 

Chicago Press， 2002 )の第2章を参照してもらいたい。
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知られており、従って十分努力すれば、再び発見できるものだ」と信じられていた41。完全

なローマ法を再現するために数多くの労がとられたが、それは本来望んでいたのとは異な

る結果を導き出すことになった。一つ目は、研究対象であるローマ法一ーまた宗教・政策・

個人や民族の行為一ーを正確に理解するためには、それが用いられた文脈としての社会状

況や起源を理解する必要性がある。つまり歴史に目を向ける必要がある。しかし、へロド

トスのような叙述的歴史記述は、当事者のものでは偏見が入札そうでなければ確実性に

かける。その代わり信頼したものは、古の記念物や制度一一古文書・言語・風習・法・貨

幣・芸術・俗信一ーを基にした、言語学であり、それを通じてのみ我々は真の古代の姿に

到達できるのである42 こうした、言語学通じて、古代ローマの状況を正確に忠実に措こう

とするにつれ、それは当時の人々が想像していたよりも、異質で親しみのない社会が現れ

ることとなった。彼らが感じていた、ローマへの親しみやすさは 中世の時代によってそ

うなるように歪められたからに過ぎなかったのである。この事実から、古代社会とは、我々

の社会にある程度似てはいるため、まったく分からないこともないが、権威を振るうには

かなり違い、不十分な社会である。その内には、独自の独立した構造と発展パターンを有

している。我々がそれに見せられるのは、その社会が異なっており今とは両立不可能な価

値を有しているためである。こうしたことから、文化という概念、つまり「文化とは、あ

る社会の芸術とか技術とか思想とか、別々に切り離して攻究し得るものというよりは、む

しろ、法・詩歌・神話や、家庭生活・経済構造・精神活動の形態、つまり一つの社会、一

つの伝統、一つの時代の多種多様な行動分野全てに、等しく発露している中心的スタイノレ

として、研究すべきもの」としづ概念が生まれる430 そして、このローマ法研究の事実から

次のように結論付けることできる。

もし全盛期のローマやギリシアが、現代 ノレネサンス後の一一西欧とまったく似て

いないとしたら、同じく本物で、同じく発達した文化が、二つ以上あり得る、そして

それらの文化が甚だ異質で、両立もしなければ公約数も持たないことがあり得ること

になってしまう。これは真正の多元論を意味し、人間はどこでもいつでも同一不変の

本性を有し、それは自らの充実を求めて同一の目的を追求する、これこそ人間の本質

41 TH， p.205.成論、 248θ 頁。

42 TH， pp.151-8成論、 251・262頁。

43 TH， pp.162-3./試論、 260-270頁。
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を成すものに他ならない、と言う説を、公然と反駁することになる440

さらに、ヴ、イーコは自身の「真なるものは作られたものである」という基準から、文化

に対する研究、つまり人文学を「人間活動の全分野の内容と形式との双方一一技芸と学術、

慣習と法、いやあらゆる生の形式と人間関係、それらが、時に記号で時に文字で、原始的

にまた文明的に、感情的にまた内省的に、具体的に抽象的に、集団的に個人的に、古碑、

古記録や祭儀のうちに表現されている一一に関わるものであるから、この偉大な領域は、

その作者である人間には、他のし、かなる領域でもあり得ない具合に、解るJと確信し、自

然科学に勝るとも劣らない知識であると評する450 こうした知は、「純粋に人工的産物の演

鐸的・形式的「学Jと、所与の、動かし得ぬ、完全には解しかねる「ままならぬ」自然に

対する科学的・帰納的乃至実験的・知覚的な「意識Jとの中間に位置する」知識である460

ここで前述した、パーリンの「経験的・帰納的J、「形式的・演緯的J、「哲学的j という

学問分類を思い起こしていただきたい。少なくとも彼が学問領域をこのように区分したの

には、ヴィーコの知識論が基礎になっているといえるであろう。なれば、彼が客観的・普

遍的価値の存在についてわれわれが知っているというとき、その知り様はヴィーコにおけ

る歴史的知識的な仕方で知っていると理解していたといえる。少なくとも、ある価値があ

るということをわれわれが知っているとき、それは自然科学のように観察によってのみ知

っているのでもない、何らかの原理や規則にしたがって導き出されたものとしてのみ知っ

ているのでもない。次節では、ヴィーコの思想からどのような知識論をパーリンがくみ出

したかのかを詳しく見ていきたいと思う。

5. r歴史的知識」

ノくーリンはヴィーコの「歴史的知識」を以下のようにまとめる。

この種の知識は、他の文化の精神生活に、さまざまな物の見方や生き方に、「参入するj

ことによって生まれる。それは想像力 fantasiaの活動によってのみ可能なのである。

44 TH， p.164./試論、 271・2頁。

45 TH， pp. 46./試論、 75頁。
46 TH， p.48./試論、 80頁。
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ヴィーコの云う想像力とは、社会変化成長の過程と、人々がその過程を表現しようと

する象徴活動の中にも平行しておこる変化発展と、この両者を相関させて、むしろ前

者は後者によって伝えられると考えることによって、変化過程を看取する方法なので

ある。というのは、象徴体系は、それ自体が象徴する現実の本質的部分であり、現実

と共に変化するものなのだから。表現の手段を理解することに始まり、それら手段が

前提しかっ表現する現実像に達せんことを求めるという発見法は、歴史的真実につい

ての一種の超越論的演緯法(カント流の意味で)である。これは従前のごとき、変化

する外観を通じて不変の現実に到達する方法ではない。体系的に変化する表現様式を

通じて変化する現実一一人間の歴史一一に至らんとする方法である470

まず、ヴィーコにおいてわれわれが生きる世界は二重的世界である。一方で「確実性j

が支配する、われわれが知覚し自然科学の対象とする物の世界が存在し、もう一方には人

間にとっての「真j が支配する人聞が作ったものの世界が存在する。このとき「作るj と

は「意識的な努力、すなわち、自分にとっての世界の意味を説明し、世界のうちに自分を

見出し、自分が必要とし、欲求するものを世界から獲得し、目的に対し手段を適用し、自

分の構想、を表現し、また、個人的であれ集団的であれ、自分が見、感じ、考えたことを叙

述するための熟慮、を伴ったさまざまな試み」である48。この試みによって作られてきた様々

なもの一一古文書、言語、風習、法、貨幣、芸術、俗信、神話、諸制度一ーを通じて、わ

れわれは各時代の諸個人や諸集団の内に「創造的構想力 (fantasia)Jを行使することで「参

入する (enter)Jことができ、外側から「知る (Wissen)Jのではなく内側から「理解 (Yerstehen)J 

することが出来る。パーリンはへーゲルの言葉を借りて、ヴィーコは「われわれはすべて

の「即自 j 一一行為者が外側から観察したもの(自分自身の精神状態や肉体状態でも)を

一一「対自J一一自らの目的を持った「霊的j 行動の同化しうるー要一ーに転換しうる」

と想定していたと捉える41端的に言えば「理解とは、だれかを理解することである。事物

や事件や事実は、そのものとしては理解不可能であり、ただ記録や記述することだけが可

能である。これらのものは、わたしたちに語りかけてこないし、目的を追求しているわけ

ではないし、行為や努力をしているわけでもなし、からである。それらはただ起こり、あり、

47 TH， pp. 11・2.1試論、 17-8頁。
48 AG， p.115./選集 3、90頁。

49 TH， p. 135./試論、 224頁。
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存在するだけで消えてし、く。理解とは、語る声を理解することであるべ」

ではなぜ人々が作り上げてきた様々なものを読み解くことが、それを作りそのうちで生

きていた人々の精神へと入り込むことになりえるのか。第一にヴ、ィーコは人間の「精神の

声 yocimentaliJがどこでも等しい、つまり「基本的シンボルや概念は、どの国民にも共通

であり、人間の本性に適った恋意的でない、組織としての規則性を体現している一一一人間

の集団が、時間・空間のうえでどれほど距っていようと、類似の条件には、類似の必要か

ら発するものである限り、類似の対応をしめすj と考えていたために、今のわれわれのあ

りょうから類推的に理解できると捉えていた51。そして、ヴィーコにとってもそしてパーリ

ンにとっても核心的なのが、「思考と記号は一つであるJと い う テ ー ゼ で あ る 才 能

(ingeneum)は言語によって形成されたので、あって、言語が才能によって形成されるわけで

はなしリというヴィーコの確信から、パーリンは次のように捉えるべ

人間はその感情、態度、思想を、記号で具体的に表現する。これらの記号は、自己表

現の自然な手段であり、後世の人々を誤らせたり楽しませたりするためにこしらえ上

げたものではない。従って記号は、その担い手となっている精神や観点の信頼すべき

証拠でもある、もしそれを解読するすべを知ってさえしたら。言語は、ものを考え、

さてそれからそれを表現する手段を捜し求めた人がわざわざ案出したものではない。

思想と、それを表す記号とは、頭の中でも、分離不可能である。われわれはただ話し

たり書し、たりする時に記号一一言語であれ形象であれーーを用いるのみではない、考

えるときにも、いや、記号を持つてのみ考えるのだ。思考と言語は一つである。言葉

と言葉の使い方から、使っている人の頭の働き方、態度、見解を推測できる。……つ

まり、人間は話し書く伝統の中に生まれつくので、その伝統は人間の精神によって作

られもするが、同じくらい精神も作る、というのであるべ

つまり、われわれはある一定の言語を持った社会なりに生まれ落ちてくる以上、その思考

50 TH， p.298./~ヒ方、 73頁0

51 TH， p.133./試論、 220頁。例えば、ヴィーコは「神々J、「家族J、「英雄」、「前兆」、「父権J、「犠

牲」、「権利J、「命令J、「権威j、「征服」、「勇気J、「名声j などをすべての民族に共通する観念、

すべての人聞が生きる上のよりどころとした基本的語集であると捉えていた。

52 ジャンパティスタ・ヴィーコ、『学問の方法』、上村忠男・佐々木力訳、岩波書居、 1987年、

71頁。

53 TH， p.62./試論、 103-4頁。
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や行動は言語によって規定され、しかし一方でわれわれにとって「ままならぬ事実j とし

てある自然世界や他の人々との関係とを、言語によって表現し、言葉を作り出してし、く。

それは一種の循環をなしており、言語が無ければわれわれはそもそも思考それ自体が不可

能であるが、現実との関係からわれわれは思考を規定する言語作り出し、または修正して

いくこととなる。言語は単に言葉以外の何かを描写したり指示したり表したりするだけの

ものではなく、言葉自身も行為であり行動の本質的要素である540 ノ〈ーリンは次のように説

明している。

どの言語も、生の様式である。生の様式は、経験のパターンにもとづいており、この

パターンそのものは批判の対象となりえない。そうした批判的吟味を行うためのアル

キメデスの点、すなわち経験のパターンにとっての外部は、誰にも見出せなし、からで

ある。せいぜい、なしうることといえば、経験のパターンを表現している象徴的なも

のの吟味である。なぜなら思惟とは象徴を使用することであり、思惟は象徴に応じて

働くのだから。とりわけ内容と形式を分離することはできない。すなわちコミュニケ

ーションの媒体をなす要素のすべてが、互いに「有機的j に連関し合っている。そし

て意味とは、究極的に分析不可能な個々の全体のうちにこそ存しているのであるお。

それゆえ、過去のものであれ、ある文化の言語、話し言葉や書き言葉だけでなく、制度や

法といったあらゆる象徴的なものを調べ理解することは、その言語のうちで生きた人々の

思考、内面を理解していくことと同義である。そのようなものとして言語を捉えるヴィー

コとパーリンにおいて、たとえそれが太古の明確な言語体系を持たないような人々に対し

てでも一一困難を伴う作業にはなるものの一一、それがなにかしらの形で知られうる限り

は、われわれは「参入するj ことが可能であり、「理解Jすることが出来るのである。

この「思考と言語の一致」というテーゼは、パーリンのロマン主義研究において共通し

て論じられる論点の一つである。少なくとも、ヴィーコにその始まりを、そしてヨーハン・

ゲ、オルグ・ハーマン、ゴットフリート・ヘルダ一、アレクサンドル・ゲルツェンといったロ

マン主義的思想家らに共通して見られた見解としてパーリンは読み取り論じている。

例えばハーマンにおいては次のように論じられる。あらゆる一般命題は信念に基づいて

54 TH， p.71.1試論、 118頁。

55 TH， pp. 359・60バヒ方、 184頁。
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おり、抽象は~意的である。自然にはア・プリオリな形式など存在せず、我々は習慣や意

図に従って経験世界を判別する。物事はあるがままにあるのであり、それを受け入れるこ

と一一つまり直接経験一一ーなくしては、知識は存在しえない。物事は理性によって証明さ

れるようなものではなく、それ自体として経験されねばならぬもので、理性に先立つて存

在するものである。そういった信念に基づいて初めて、理性は意味を持ち、それ以前に存

在する現実と言うものに基づくことによって、合理的な体系などを築くことができる。だ

が、こうした体系を構築している数々の抽象概念は、「思惟されたもの (entiarationis) Jに

過ぎず、何一つ実在の事ー物を指し示すことのない完全、意的な虚構である。哲学者達は、「言葉

(Wo目)を概念、 (Begriff) と、概念を事物そのもの (Dingselbst) とみなす」ことによって

抽象概念、を物象化し、それを基に体系を築くという愚を冒しているのである。こうした過

ちは結局、個々人や世代によって異なるために多様で華やかな現実世界を画一的なものに

押し込もうとしている56。論理的関係や存在論的紐帯で、永遠の本性が内在的に結び付き合

っている世界などは存在せず、当然それを映し出す理想的な言語など存在しない。世界は

ただ諸事物と人々、それらの事実上の関係からのみ成り立っている。それは我々の日常経

験によってのみ明証に示され、経験の外部には何もないのである。「実際に存在するのは感

覚の流れのみである570 Jデカルト的二元論は、そうした経験の統一性を無視し、自分にと

って都合のいいラベルを現実の一側面に貼り付けているに過ぎないのである。また、啓蒙

主義者の永遠なるものを作ろうとする試みは、敬度なルタ一派キリスト教徒で、あったハー

マンにとって、無限の創造力で神が作られたこの偶然的な世界を、有限な人間の創造力が

f乍った虚構的な必然的世界に閉じ込めることであり、それは漬神的行為であった580 思惟と

は象徴の使用、つまり言語である。使用される象徴が、視覚的であれ聴覚的であれ、いか

なる感覚器官によるものであれ、それは思惟に不可欠なものであり、象徴を欠いた思惟な

どと言うものは存在しない。啓蒙主義者達は、思惟と言う独立の活動過程があると誤った

想定を抱いているのである。我々は言語で思惟するのであり、純粋な思惟を言語に翻訳す

るのではない。また象徴的なものは不変的なものではなく、個人的・社会的・歴史的要因

によって変化しうるものである。思惟は言語と同時に、外部のもろもろのもの一一神や自

然や他者一一ーへの応答によって変化し発展する。それゆえ外部のものとの応対、コミュニ

56 TH， pp. 283・8./北方、 47・55頁0

57 TH， p. 321バヒ方、 113頁。

58 TH， pp. 290・2./北方、 60・3頁。
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ケーションという観点に立たない限り、その人が何を考えているのか理解し得ない。過去

から今までどのような応答を経てきたのかを理解しなければ、その人がどのような人なの

か理解できなし伊。換言するなら、「人間は、ある意味で自己自身を構築しているもろもろ

の関係の文脈においてのみ、自己が何であるかを自覚するようになる。 Jrそして関係とは

第一に、神、他の人格および自然との関係であり、次いで、これらの関係から人間自身が

構成したもの、たとえば制度、学問、技芸、生活様式、希望そして理想との関係であるべ」

客観的構造が存在し、論理的に完全な言語がそれを反映していることはありえない。それ

ゆえ、普遍的に妥当な命題を希求することは無意味である。規則は不変的ではなく一時的

で、役に立たなければ破棄されるものである。理論上の問題は、普遍的で恒久的な妥当性

なものの存在を狂信することに起因する。こうした観点にたてば、哲学は現実を認識し判

断する方法ではなく、言葉についての言葉一一一二階の判断一ーであり、言語使用や象徴使

用に関する批判である610

このような思考の基底となるもの、われわれの経験を河能とするものとしての言語とい

う言語観を持つゆえに、パーリンは事実に関する問題と事実をわれわれが知るにいたる方

法に関する問題とに区別をしいたカントを高く評価し、またそれをもってヴ、イーコの「歴

史的知識j への方法論を超越論的演躍の一種として理解するのである。それは、カントの

いわゆる理性批判の言論的転回を目指すものであるともいえる62。ただし、かなるものにも色

づけされたことのない 事実以外の何ものでもないような事実のみで構成された世界にわ

れわれは生きていないし、また同時にそういった諸事実にまったく影響されたことの無い

ような純粋な思考の世界にも生きていなし伊。常にその相互的連関のうちにわれわれはあり、

その一方からのみ見ることは世界のありょうを歪めてみてしまうことになるのである。わ

れわれは規則や原則なしで、はやっていけないが、我々は絶えずそれを現実の様々な変化に

応じて修正し続けてし、かなければならない。そうでなければ、規則や原則にたぶらかされ、

一見独特で複雑で不揃いではあっても、具体的な経験が示してくれるものを踏みにじって

しまう。それを感知する能力をパーリンは車越した歴史家の能力、そして才覚ある政治家

59 TH， pp.315-6バヒ方、 105-6頁。

60 TH， pp.320・l./北方、 114・5頁。

61 TH， p.320バヒ方、 113頁。

62森達也、「パーリン政治思想における哲学的構想一一「オックスフォード哲学J期を中心にJ、

169・74頁。
63 L， pp. 55・6.1自由、 99・101頁。
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の持つ能力として賞賛する64 このような意味において、ロパート・コスチがパーリンの哲

学的試みを、ロマン主義的経験主義とカント的普遍主義を統合しようとしたものであると

評したのも理解できるの。

「歴史的知識」とはこうしたわれわれの思考を可能とするその基点としての言語を、そ

の発生の歴史研究を通じて理解し知ることである。その試みこそが、パーリンにとっての

哲学的試みである。彼は次のように言う。

哲学は経験的研究ではないことになる。それは現在存在するもの、これまでに存在し

たことのあるもの、今後存在するであろうもの、についての批判的考察ではない。こ

うした事柄は常識的知識や信念により、また自然科学の方法によって処理される。哲

学は数学や論理学のような形式的演緯の一種でもない。哲学の主題は大部分は経験的

事項ではなくて、経験的事項を観察する仕方、経験を考察し分類するとき用いられる

永続的ないし半永続的諸範曙である。目的対機械的因果関係、有機体対単なる混合物、

体系対単純な共存関係、空間的.時間的秩序対超時間的存在、義務対欲求、価値対事実

一一これらは範曙であり眼鏡である。その中には人間の経験そのものと同じだけ古い

ものもあり、もっと一時的なものもある。より一時的な範晴を対象とする場合には、

哲学者の問題はより動態的歴史的な姿をとる660

6. r歴史的知識Jに基づく価値の「客観性Jと「普遍性」

ノ〈ーリンの価値の客観性や普遍性への確信を裏付けるのは、こうした「歴史的知識Jの

理解である。それは経験的に実証的によってのみ表されるものではなく、また数学の公理

のように演鐸的形式として非経験的に存在するものでもない。まず言語の歴史性という観

点を取り、「言語の対応説Jを放棄しているパーリンにおいては、そもそも「客観」や「普

遍」としづ言葉があるからといって、それはまさしく実在する客観的なものや普遍的なも

のを指示しているからそうなのではない。確かに「客観的j・「普遍的Jとされるものは、

実際的には何かを指し示してはいるものの、それが何かは歴史的に作り上げられてきたも

64 SR， p. 22 
65 Robert Kocis， A Critical Appraisal ofSir lsaiah Berlin S Po/itical Philosophy. Lewiston: Edwin Mellen 
Pressラ 1989，Chapter1. 
66 CC， p. 9.1選集 2、248・9頁。
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のである。われわれは「客観」とか「普遍」 そしてその対である「主観」や「個別J

-ーという語なしには物事を論じることは出来ないが、それらは世界を眺める枠組みとし

て機能するだけであり、その内実は常に多様でありうる。たとえ「普遍」的な価値がある

としても、それは実際的にそういったものがそのものとして実在することを指示している

のではなく、我々にとって「普遍j 的と捉えなければならない、そういうのもとして捉え

られなければ、あらゆる価値に関する判断が無意味となるようなものがあることを意味し

ているのである。

ノ〈ーリンにおいて、「普遍j や「客観Jの問題は、端的に言って質の問題ではなく、程度

の問題である。ハーマンにおいては 11必然的Jなものは相対的に安定しており、「偶然的j

なものは相対的に移ろいやすしリとあるように、あるものの普遍性や客観性を基礎付けて

いるものは、それが他のものよりも長く我々の認識の根拠となり続けてきた、ただその点

だけによっている67。「安定性」に関してパーリンは次のように述べる。

「安定性Jは程度の問題である。われわれのカテゴリーはすべて、理論上は、変化す

るべきものである。物理学のカテゴリ一一一たとえば通常の知覚的空間の三次元・無

限大とか、時間的経過の不可逆性とか、物的対象の多様性・加算性とかーーは、おそ

らくいちばん固定的なものであろうし。しかしこれらのもっとも一般的な諸特性にお

ける変動だ、って、原理的には認められるのである。(中略)価値のカテゴリーはこれら

のものよりはずっと流動的である。そのなかでも、趣味はエチケットの諸規則よりも

変動しやすく、またこのエチケットの諸規則は道徳の基準よりも変わりやすい。それ

ぞれのカテゴリーのなかで、他のものよりもより変化しやすい傾向の概念があるよう

に思われる。そういう程度の差異がはっきりして、いわゆる種類の相異になるまでな

るようにされたら、われわれはより広く安定した特性を「客観的」、より狭くより不安

定な特性を「主観的Jというようになるであろう。それでもやはり、両者の聞に明確

な断絶が、境界線があるわけではない。諸概念は、「永遠j の規準から浮動的・瞬間的

な反応まで、「客観的」な真理や規則から「主観的Jな態度まで、連続的系列をなして

おり、多くの次元で、時として思いもかけないような角度で相互に交文しているので

ある68

67 TH， p. 291./北方、 60・l頁0

68 L， p. 144./自由、 259頁。
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前述したように、パーリンは「一元論」的に永遠普遍の真理や原理を求めようとする「安

全性の追求」という誤謬を、多くの哲学者達が犯していると非難したが、しかしそれはわ

れわれにとって思考の足場となるようなものが全くないということを意味したものではな

い。「人は現に在るように在る、特定の歴史の脈絡の中にいるのだ。その時代や場所で行わ

れており、発展の法則に支配されている、特定の社会的・心理的・知的・感情的カテゴリ

ーからは、何ぴとも逃れられなし、J69と主張するように、たとえそれが原理的には歴史的に

変化する、偶然的なもので、あったとしても、今のわれわれにとって普遍的・客観的価値と

して感じうるものはそういうものとして感じうるのである。もしそのようなものがなけれ

ば、そもそも我々は世界を何か意味あるものとしてみることそれ自体が不可能となってし

まう。客観的で普遍的なこととして理解されるからこそ、それに基づいてわれわれはあら

ゆる他のことをについて判断できるのである。規範は他のものを正当化するからこそ規範

であり、もし他のものによって正当化されるのであるならば、それは規範足り得ない。客

観的・普遍的とされる価値はそういったものであるからこそ、規範として機能しわれわれ

の思考を基底するのである。それゆえ規範は正当化を必要とするものではなく、また「権

利上の (dejure) Jの問題ではなく、「事実上の (defacto) Jの問題である70。もし、本当に

客観的や普遍的というものは無く、なんら意味を持たないものであるならば、その対とな

る語「主観的Jや「個別的Jという語も意味を成さないこととなる710

本稿官頭での引用のように、勇気は大多数の場所と状況で大多数の人聞がほとんどいつ

も現実に共有しているような価値であるため普遍的価値であるとバーリンが述べるとき、

それは勇気としづ言葉が過去の史料に多数見られたとか、今現在のわれわれが勇気を価値

あるものとして実際的に経験し、その価値を共有して認めうるということだけを述べてい

るのではない。勇気というものが長い時代広い地域において、その内実の差異がどのよう

なものであろうとも、賞賛され求められるべき目的として、人々の行動や社会を既定する

基本的ー要素としてあり続けた。つまり、認識の基礎として思考を導き、世界認識の枠組

みとして働いてきたものである。それゆえ、勇気は人間にとって普遍的と呼ぶにふさわし

し、価値を持ちうるのである。例えば現代において、新たな事業を打ちたて、新規市場を開

69 TH，p.125.1試論、 206・7頁。

70 CON， p. 113.1回想、 169頁。

71 L， p. 150.1自由論、 267頁。
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拓し、グローパルな市場で、ベンチャー企業を起こし、多大なる業績を上げるような人は勇

気ある人として称されうるであろう。しかし、江戸時代中期に武士の心構えを記した『葉

隠』においては、「勘定高いものは意気地のないものである。そのわけは、勘定というもの

は損得を考えることであるから、勘定高いものはいつも損得の心があるのである。死は損、

生は得であるから死ぬことを嫌うので意気地がなくなるのである」とあるように、むしろ

経済活動に専念する人は勇気の無い人として評価され、その逆こそが勇気ある人として理

解される72。またプラトンの『国家』では勇気ある人を「その人の<気概の部分>がさまざ

まの苦痛と快楽のただ中にあって、恐れてしかるべきものとそうでないものについて<理

性>が告げた指令を守り通す場合」と定義されている73。このいずれにおいても、「勇気j

が何であるのかの内実は異なるが、だからといって各時代時代の人々が一度も「勇気」と

いったものを求めたことは無かったとか、その定義づけの仕方が我々の理解しているもの

とは違うために過去の人々は「勇気」を求めていることにはならないなどということは出

来ないであろう。ノ〈ーリンは「人間にわかる「実質 (substance)Jは単一だが、その発展の

「様態 (modes)Jは多様であると」捉える74。われわれは勇気という価値それ自体は勇気と

いう一つの価値としてでしか捉えることはできない、一度それが勇気あることとして理解

されたので、あるならば、それはそういうものなのである。違うのは、その「様態j だけで

あるという点である。そうでなければ、もしある歴史家や文化人類学者なりが、異なる文

化の人々の行為を勇敢であるとか勇気あるとか評するとき、それは単に自身の文化的背景

からだけそうと評価しているに過ぎず、時代錯誤を起こしているとすべからく言えるであ

ろうか。また翻訳家が rcourageJや rbraveryJ を「勇気Jと訳すようなとき、それは全く

恋意的に一方の文化から他方の文化を眺め、なんら根拠も無く自身の文化の語葉を相手の

語葉に当てただけなのであろうか。前述のようにパーリンもヴィーコ同様に、人間である

限りたとえ時代や場所、風土が変わろうと何らかの類似性があると捉えている。

多様性は無限ではなりえない。なぜなら人間の本性は、どれだけ多様で、変化に富む

としても、およそ人間的と呼ばれるのであれば、何らかの種としての性格を有してい

るに違いない。これは、それだけ一層全文化の間の差異を認容するものである。ある

72 ~日本の思想、 9 甲陽軍艦・五輪書・葉隠集』相良亨編、筑摩書房、 1969 年、 285 頁。
73 プラトン、『プラトン全集 11 クレイトポン国家』田中美知太郎訳、岩波書肩、 1976年、 321

頁。
74 TH， p. 56.1試論、 92頁。
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被造物が何を目指しているか、その行動においてどんな種類のルールに従っているか、

その身振りは何を意味しているかを、われわれがもはや理解できなくなるような限界

がある。そのような状況の中で、コミュニケーションの可能性が絶たれた時、われわ

れは錯乱とか不完全な人間性とかし、う言葉を使う 750

だからこそ、たとえ言葉の「様態」が異なろうともその「実質j を捉えられる限りにおい

ては、われわれはし、かなる時代であろうとも「勇気Jある人を、「勇気Jある人として理解

でき、賞賛することができるのである。バーリンにとって普遍的・客観的な価値は、こう

した過去や現在のあらゆる人々のコミュニケーションの可能性の基礎をなすものであり、

限界付けるものである。もしその枠から外れれば、もはやわれわれはそのことについて語

ることも理解することもできなくなる。おそらくせいぜい記述することが精一杯であろう 760

それもこれも、言語はすべからく人が作ったものである以上、同じ人であるわれわれには

理解できるのである。言語表現の限界それ自体が人間の種としての限界であり、決してそ

れを超え出ることは無い。しかし、それはただ限界を示すだけでなく、実践的にはわれわ

れの思考の基礎をもなすものである。こうした理解可能性やコミュニケーション可能性を

担保するものなしに、どうして差異性を論じることが意味をもつであろうか。また、単一

の価値においても不可能であるならば、いかにして異なる時代や地域で諸価値聞の対立で

悩む人の葛藤というものを理解することが出来るであろうか。

要約するならば、パーリンにとって普遍的や客観的といった語に付した意味は、それが

示すものが歴史的に長く相対的に安定してわれわれの思考の基礎となってきたこと、また

それなくしてはそもそもわれわれが他者とのコミュニケーションそれ自体が不可能か困難

となるということである。パーリンは「善と悪Jや「真と偽」という価値判断に対しても、

その判断が普遍的・客観的でありうると述べるが、このような理解の下でなければ、一貫

して読むことはできない。言うまでもなく、「善とは何か」や「真とは何か」についてパー

リンが永遠・普遍の何らかの実体や定義を想定していたことを意味するのではない。それ

は人間である以上、われわれは諸々の事象や出来事に対して、「それはよいことである」と

か「間違ったことであるj といった判断を下さない人聞はいないであろうし、もし、その

75 CT， p. 80.1選集 4、71-2頁。

76 このコミュニケーションの限界としての価値の客観性に関しては、森達血氏の「アイザイア・

ノくーリンの倫理的多元論一一多元的状況における理解と判断J (W早稲田政治公法研究』第 69 

号、 2002年)に詳しい。
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ようなことをしない人聞がいたとして、われわれはその人を理解でき会話できるだろうか。

そういった人を非道徳的とか無道徳的とか、誤っているとか正しいとか称することが本当

に意味を持つので、あろうか。たとえ、「善とは何かj などについて意見が一致しなかったと

しても、「善」について語るそのことそれ自体が無意味となることはない。その事実こそが

「善」といった観念の客観性や普遍性を担保しているのである。

このように、パーリンにおいて「普遍j や「客観」という語は、これまで哲学で論じら

れてきたような、超歴史的でわれわれの外部に存在する何ものか、永遠で変わることなく

誰にでもそうと分かる何ものかを指すものとしては使われてはいない。また普遍的・客観

的価値に関しでもそうである。しかし、だからといってそれについて語ること、また用い

ること、論じることが無意味であるとパーリンは考えてはいないのである。それは確かに

偶然的で歴史的な産物としてそこにあるのかもしれないが、それ抜きにして、われわれは

何事も語れないし、外部にある諸物・諸事象を把握することができない。そういったもの

としての客観的・普遍的価値の存在をパーリンは認めるのである。では、このような価値

に対する理解を持って、価値判断における相対主義の非難をパーリンはどのようにして免

れえるのかを次章で見ていきたい。
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第二章 「価値多元論」と「相対主義J-情緒・文化・概念枠を越えて一

前章で論じたような、価値の客観性や普遍性の理解を持って、パーリンは「価値多元論j

が相対主義ではないことの、論拠としている。本章で、はパーリンの価値性への理解に基づ

いて、まず情緒主義のような主観主義的相対主義との違いを明らかにしたい。続いて文化

相対主義と概念相対主義といったタイプの相対主義とも「価値多元論Jは異なることを論

じ、その特異性を明確にしていきたいと思う。

1. r価値多元論Jと情緒主義

前章のように価値の普遍性や客観性を理解しているからこそ、情緒主義のような価値的

道徳的言明を主観的感情的発言として捉える立場をパーリンは受け入れられないことを再

度確認したい。エイヤーのような情緒主義の立場では、「あなたがものを盗むことは悪いJ

とし、う命題は、「あなたがものを盗んだ」という事実を記述したものにすぎず、その真偽は

実際にその人がものを盗んだかどうかで実証的に検証され決まるものでしかない。「悪しリ

とし、う表現それ自体は何ら客観的ななにものも示しておらず、命題の本質的としては付け

足しに過ぎず、その命題を述べている人が情緒的表現を示しているにすぎない。それゆえ、

「ものを盗むことは悪しリということも「ものを盗むことは善しリということも、情緒主

義からすれば、「ものを盗むjとし、う事実に対して個々人が情緒的に表現したものにすぎず、

本質的には同じことを表現していることとなる。違いはその人がその事実を好むか好まな

いかというだけであり、それ自体は事実に何ら影響を与えるものではない。論議すべきは

事実として「ものが盗まれるJことがあったかどうかであって、それが「善しリか「悪し、」

ではない。それゆえ、エイヤーは価値の問題に関して争うことはないと結論づけるのであ

る。

しかし、これまで見て来たようにパーリンにとって言語とは単に我々の外部のなにもの

かを表現するだけのものではなく、その使用それ自体が我々の思考や行為を促し限界づけ

るものである。例えば、ある人が何かを盗むという行為に対して、なにものにも基づくこ

となく純粋な意思や思考によってその事実に善悪の判断を下し、それを悪いとか善いとか

いうのではない。「盗むJということは、我々がそれを実際的に善いと判断するか悪いと判

断する以前に悪い行為なのである。確かにある物事のへの価値観及びその表現は、文化ご
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とに歴史的に作られてきたものであり、人為の結果ではある。けれども、我々はある文化

の内に、自身が作ったのではない文化の内に否が応でも生まれ、その文化や言語を習得し

て生きなければならない。それは不可避の前提で、ある。パーリンは価値の源泉に関して、

次のように述べている。

諸価値の源泉は実際には、あなたがあなた自身を諸価値に参与させている事である。

それは、ある種の実存主義である。人は、諸価値は人々から離れて存在する独立の実

体ではないとしづ意味において、諸価値の源泉である。諸価値は客観的な諸目的であ

るが、しかし人々なしにはし、かなる諸目的もありえない。諸目的は人々(thepeop)e) 

を選び、また人々も諸目的を選ぶ。その両方が起こっている。あなたは自身がすでに

なんらかの諸目的を持っていることに気がつくが、しかしあなたはそれらを変えるこ

とができる。ヘルダーは正しい。文化の流れがあり、あなたはそこに生まれ入るので

ある。一旦成長すると、あなたはすでに何が善で悪か、正しし 1か間違っているかを知

っている。あなたは愛国心と反逆について知っている。あらゆるこれらのことは、あ

なたの両親や、乳母や教師によって引き起こされることである。これらがあなたが生

き甲斐とする諸価値であるが、しかしあなたはそれらを変えることができる。そして、

諸価値はあなたのものではなく、あなたによって創られたものでもない。それらは、

人々によって創られたもので、なんらかの仕方であなたに押しつけられるものであろ

う。あなたはそれらを受け入れるか拒否する。あなたは無意識的に受け入れているの

であろうが、しかし依然としてあなたはそれらを受け入れているのであるl。

確かにある時代時代において新たな価値観というものを創造する個人、時代を作ったとし

か言いようのない個人というものは実際に存在する。疾風怒涛に強し、影響を与えたとされ

るハーマンにおいては「創造的天才」が高く評価されたとパーリンは解する。ハーマンに

とって、創造的な天才が重要なのは、その生が真なる生であるからである。彼にとって、

生とは行為、本能への信頼、他者との意思疎通を可能にする理解力の信頼、事物や他者と

対峠している確信、生の充実への信頼である。これこそ、創作する芸術家の生であり、天

才のみがもっとも完壁な姿を体現する生である。「人間のうちには自由で自発的で創造的な

I UD， p. 203. 
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衝動があり、それは提知らずで、吹く風のごとく創造をこととする」のである2。こうした

天才によって、いままで我々が、気がつかなかったような人間の新たな側面が明らかにさ

れ、新しい価値観が花開くのである。歴史的に偉大とされる人の偉大さというものは、私

的な美徳によるものでも、道徳的な特性によるものではない。偉大な人が別に道徳的に高

潔であったり、感受性が強かったり、芸術的・科学的に才能を有している必要はない。偉

大としづ肩書きに値するのは、それまで個人よっては不可能と思われるほどまで大きく、

社会の感じ方・考え方を変え、人類のかなりの部分のものの見方と価値観を永久にかっ根

本的に変革する人である。その影響はその人が生きていた時代の趨勢や傾向によってはも

たらしえないものであり、前もって想定しておくことの不可能なものであるとパーリンに

おいてはヴィーコ、ハーマン、へルダーの三者がまさにそういった天才的人物で、あり、ま

たカントやへーゲ、ル、マルクスーーその影響は善かれ悪しかれ一一を、時代を転換してい

った人物として高く評価する。けれどもこうした天才と称される人々は、全く何もないと

ころからその偉業を生みだしたわけではない。我々は言語を純化したり改造したりするこ

とはできるが、何もないところから言語を創造できない。言語を創造することは、思考す

ることである以上、それは既存の言語なしには行うことができない。今まで作られてきた

様々なもの、自身と自身が属する集団一一国家、民族、共同体、地域一一の「重心

(Schwerpunkt)Jや「中心点 (Mittelpunkt)Jを発見することによって刺激され、創造が可能

となるのである4。偉大な人と言えども、乗り越えるべき、乗り越えられた潮流や傾向とい

ったものがあるからこそ、その偉大さ初めて際立つのである。

例えば「ものを盗むのは悪し、」ということに対して、「盗む」ということとそれが「悪で

あるj ということの繋がりは個人の主観によってのみ成立することではない。有名なハイ

ンツのジレンマのように、病床の妻のために盗みを行ったからつといって、それを行った

ノ¥インツ自身は窃盗が悪であることそれ自体を否定したというわけではない。むしろ「窃

盗は悪い」ということが動かしえぬ基本的な規範であるために、いまおかれた状況で、それ

を犯すことは正当化できるのかどうかというジレンマが成立するのではなし、かと思う。そ

して、こうしたジレンマ的な状況においてこそパーリンの「価値多元論j という思想が持

つ含蓄が意味を持つ。このジレンマに陥っている人は単に窃盗を行うべきかどうかという

2 TH， pp. 331 ・5./北方、 133・140頁0

， PI， pp. 32・3./選集 2、54-5頁。

4 TH， p. 192， p. 219./試論、 321頁、 366・7頁。
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ことだけで悩んでいるのではない。例えば妻への愛や、薬を高く売りつける薬剤師の不正

義への義憤、もし妻を死なせてしまったとき失うかもしれない周囲の評価等の様々な価値

の間で悩んでいるのであり、何れかの価値を選択したときそれは窃盗という悪行を避ける

ことはできないのかもしれない。このときにおいて、諸価値は選択している当人にとって、

両立不可能なものとして経験されるのである。また、そのいずれかの価値が選択されたか

らといって、その時において当人は優先順位をつけて判断を行っているのであろうが、選

択された価値が当人にとっても常に優先することを意味しないし、当人の判断を離れて

個々の諸価値が何かしらの基準によって比較されうることをも意味しない。諸価値は諸個

人によってどのように取捨選択されようとも、それぞれの価値、少なくともパーリンの意

味での客観的・普遍的価値とされるものが他の価値に対してその価値性を失うことはなく

共約不可能なものとして存在しうるのである九こうした両立不可能で共約不可能な客観

的・普遍的諸価値に固まれているからこそ、道徳的倫理的諸問題に直面したとき、我々は

選択を成さずにはおられず、また選択行為それ自体ができないとき我々は不自由を感じる

のであろう。

もし情緒主義が正しく、「よい」や「悪しリが個人の嫌悪感の発露以上の物事を意味しな

いのであるならば、われわれはそもそも道徳的にジレンマに陥ることも無いであろう。し

かしながら、価値表現のその一切はある個人だけによって作り上げられたものではなく、

個人がそれを望もうと望むまいと諸価値は客観的に存在する。むしろそれらが、好まれる

ものまたそうでないものとして、選好行為以前に存在するために、何を好み、何を好まな

し、かということそれ自体も意味を持ちうるのでなし、かと思う。あることが価値あるという

ことは、その人がそれを好むかどうかによってのみ正当化されるものではなく、歴史的に

構築され、他のものを正当化しうる客観的・普遍的価値としてあるからこそ、それは価値

があるのである。確かにそれは偶然性を免れるものではなく、安定的なものではないかも

5パーリンの「価値多元論」における諸価値の「両立不可能性Jと「共約不可能Jの観念それ自

体は、ヴ、ィーコなどのロマン主義的思想家の文化観に基づいている。我々は異なる文化の内に生

きており、それぞれの文化は独自性を持ち、今現在の我々の文化世界の価値観を持ってその優劣

を競っていいものではない。そしてそれぞれの文化はその時代時代の状況下の中で花開いたもの

であるのだから、異なる状況下にある我々が他の文化世界の内に生き、同じようにその文化を開

花させることはできない。よしんばできたとしても、自身が生まれ育った文化を捨てることなし

には、異なる文化の内では生きていけない。それゆえ、第一に「両立不可能性Jと「共約不可能

性」は諸文化問においてのものであるが、ジョン・グレイが指摘するように、パーリンはそれを

無自覚的に、個人の内部、またある一つの文化の内部と三段階において理解し論じている。 (John

Gray， Jsaiah Berlin. HarperCollins， 1995， pp. 43・4.Wパーリンの政治哲学入門』、河合秀和訳、岩波書

庖、 2009、50・l頁。)
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知れないが、それ抜きにしてはそもそもわれわれが道徳的に語ることそれ自体が不可能と

なってしまうため、それは道徳的生活の基点として存在するのである。パーリンが自身の

「価値多元論Jと情緒主義的な相対主義とを区別する理由である。

2. r価値多元論Jと文化相対主義

価値の根拠をそれぞれの人が生きている文化によって歴史的に育まれた世界観や価値観

に基づけ、われわれはそうした世界観抜きには何ものも把握できないとパーリンが考えて

いるのだとしたら、確かに彼は主観的な相対主義者ではなし、かもしれないが、文化的な相

対主義者ではないのかとの疑問が残る60 ある価値がその文化の内で醸成されてきたもので

あり、それ自体として価値を持つものであるならば、われわれは他の文化を全く持って非

難したり賞賛したりすることができなくなるであろう。また政治的な実践的問題に関して、

どのような立場も文化的な影響を被つてないものもが無い以上、どのような立場も合理的

に擁護することは難しいであろう。夫に先立たれた場合その後を追って妻が殉死するサテ

ィーという習慣に代表されるように、いまだに女性の立場や権利が弱く、フェミニズム問

題のーっとして議論され、また非難されている。しかし、インドにおける女性がどのよう

に生きるべきかの価値観は、その歴史によって醸成され、文化構造の一端をなしているも

のである。それは少なくともパーリンの定義からしても客観的な価値ということができる

だろう。だとしたらそのような風習を持たず、また価値を置かない文化の人々が、たとえ

理解できたとしても、それを非難することは正当化しうるのであろうか。この問題は「共

約不可能性Cincommensurability)Jをどのような問題として捉えているかによっている。パ

ーリンの「価値の共約不可能性j は様々な諸価値は永遠不変で、その優劣を測るような基

準は存在しえないというものである。文化相対主義の問題は共約不可能性を「比較不可能

性Cincomparability)J、「序列化不可能性 (unrankability)Jや「測定不可能性Cimmeasurability)J 

6例えば、ジョージ・クラウダーは IsaiahBerlin: Liberty and Pluralism(Cambridge: Polity、2004)

でパーリンはわれわれがある文化なり共同体なりに帰属 (belonging)していることに価値をおい

ており、多文化主義 (multiculturalism) に近しい立場として捉えられている。また、クラウド・

J・ガリポーの IsaiahBerlin 's Liberalism (Oxford: Clarendon Pres， 1994)の第 7章では、ジョン・

ロールズやロパート・ノージックのようなリベラリストと、マイケル・サンデ、ルやアラスデア・

マッキンタイアの共同体主義の論争から、パーリンは共同体主義的なリベラリストとして評価さ

れている。
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の問題として捉えることから出てくる o

文化相対主義の実践的問題は、自身とは異なる文化や習俗を持つ人々を非難や賞賛する

ことが恋意的で独断的な事にすぎなし、かどうかである。価値の多元性や差異性に重点を置

き、あらゆる人々が価値ありとするような永遠不変の価値や基準が存在しえないと捉える

立場からでは、他の文化を自身の文化の価値体系から判断することは原理的に不可能であ

り、またそれらを測る基準がないのであるから、その優劣や真偽を問うことも無意味とな

る。それゆえ、たとえ異なる文化間である問題に関して価値衝突が起こったとしても、い

ずれの価値がより適切なのか述べることが無意味となる。一般化して言えば、幾つかの選

択肢を選ぶ根拠にあらゆる人が納得しうる合理的理由をつけることが不可能であるために、

問題の合理的解決というものそれ自体が不可能となる。確かにパーリンは多様な価値はア

プリオリに階序制的に構造化されたものではないとしている。それゆえ、個人内・文化内・

文化聞において諸価値を順序づけ階層づけることは原理的にできない。それは諸価値の比

較不能性を示しており、いかなる合理的理性的な基準であろうともそれは窓意的か一時的

なものにすぎなくなる。しかし、パーリンはこうも述べている。

理解するとは受容することではない。ヴィーコは、断固とした言葉でホメロス的社会

の社会的不正義や残忍さを呪う時、どんな知的不快感も味わっていなし、一一ーまた味わ

う必要もない一一ー。へルダーは、地方文化の偉大な征服者や破壊者一一アレクサンド

ロス、カエサル、シヤルルマーニューーを非難したり、東洋の文学や太古の詩歌を讃

美したりする時、一貫性を欠いているわけではない。これは、意識的な(それとも良

心的な、ということにしょうか)価値相対主義とは両立しないであろうが、多元論と

は両立する。それはたんに、一つの、ただ一つの真の道徳、美学、神学があるという

ことを否定し、等しく客観的な代替的価値や価値体系を受け入れるものである。人は

ある文化を、道徳的に、あるいは美学的に不快なものであるという理由で、拒否する

ことができる。しかし、この見地に立つのも、それにもかかわらず、その文化が、人

間的と認知できる社会に、どのように、また、なぜ、受け入れられえたかということ

を人が理解できる場合だけである8

7 r価値多元論Jにおける比較不可能性に関する考察はジョセフ・ラズの Themorality 01 freedom 

(New York : Oxford University Press， 1986.)第 6章を参照。
8 CT， pp. 86・7.1選集 4、81頁。
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この主張を文字通り受け取るのであるならば、パーリンの思想において異なる文化の諸価

値の独自性を理解し認めることと、それを非難や賞賛することの聞にはなんら矛盾がない

と主張しているといえる。つまりたとえ比較不可能な諸価値聞の選択において、他人がな

した選択に対して、それを否定し非難することにはなんら問題がないのである。「諸文化は

対比することはできるが、同一尺度では測れぬものである。それぞれが在るがままに在る、

その社会の中では文字通り計り知れぬ価値を持ち、それゆえ人類全体にとっても値打ちが

あるのだ90J r考えるとは一般化することであり、一般化することは対比することである。

一つの現象または一群の現象を考えるとは、それと他との相似と差異によって考えること

であるJとも述べている 10。このような主張を見る限り、ノ〈ーリンの「共約不可能性Jには、

諸価値の比較行為そのものが不可能であるとしていないと考えるが妥当かと思われる。も

し、パーリンが諸価値を比較することそれ自体が原理的に不可能であると考えていたとし

たら、彼のナチスに対する評価は理解し難い。バーリンはナチス党員たちが「下級人間と

して称してしかるべき人間 (Untennenschen)Jが事実存在すると信じ、まさにユダヤ人がそ

ういった人間で、あり、きわめて合理的に絶滅させんとした事は、全くの誤った信念に基づ

いた悪しきことで、あったものの、それを行った党員たちを狂気に犯された精神病理的事例

とすることは過ちであるとする。文化相対主義的な見地に立てば、ナチスたちが信じた価

値観それ自体も、彼らが選び取ったもので、あったがゆえに、その価値観自体をわれわれの

ものと比較して非難することはできない。そのために狂気であるとか精神病理的な、心理

的現象に還元して非難するしか手立ては無い。けれどもパーリンははっきりとナチス党員

たちは、誤った情報によって導かれたのは確かではあるが、正気で真っ当な思考のできる

人々としている。それゆえに、彼らがなにを信じ、それをどのように理解し、なにを目指

していたかを理解できるのである。パーリンにとって狂人とは、もはやコミュニケートが

一切不可能な人間のことであって、悪をなした人ではなし、110 ここにおいて、パーリンはナ

チス党員らの価値観を理解しつつも、それを拒否し批判しえている。それは、パーリンが

持つ個人的な価値観に基づいてそうであるのでなく、客観的価値に基づいてそうなのであ

る。

9 TH， pp. 206・7./試論、 345頁。

10 CC， p. 158./自由論、 484頁。

日 CON，pp. 37・8./回想、 63-4頁。 UD，pp. 86-7.POI， pp. 12・3.
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ではパーリンの思想において、諸価値を比較するという行為がどのようなこととして考

えられているのであろうか。自身の価値観に基づくのでもなく、また何か永遠普遍の客観

的真理のような尺度にも基づくことなく、ある価値とある価値を比較し、そのいずれかを

選択する、またその一方を拒否するといったことがどのようなことなのか。それを考察す

るにあたって、パーリンのマキャベリ論が手助けになる。「マキアヴェッリの独創性 The

Originality of MachiavellU としづ論文で、パーリンは一般的にマキャベリが、政治と道徳と

を区別し、政治的目的を完遂するためには為政者は非道徳的な行為をとることも認められ

うると理解されていたことに反し、マキャベリは道徳における「二元論的」議論を提示し

たと解釈する。パーリンは『君主論 Theprincdの絶対的支配者としての専制君主への非道

徳的助言と、『論考 Thediscoursedでの共和主義的な見解に関して、多数の解釈が尽きるこ

となくなされて来たことに注目し、その理由を探究してし、く。

ベネディット・クローチェのような解釈者たちは、マキャベリは特殊道徳的価値と特殊

政治的価値とを区別し、宗教や道徳からの政治の解放を成したと評価する。しかし、パー

リンはマキアヴェッリが区別したのは、政治と道徳ではなく、異教徒的道徳とキリスト教

的道徳を区別し、そしてそれらは共に真に追求するにたる価値観であるが、両立不可能で

あると考えたと読み取る。前者は「勇気、精神力、逆境での堅忍不抜、公的業績、秩序、

訓練、幸福、強さ、正義、そして何よりも自らの資格や知識、それらの満足を確保するた

めに必要な力を主張することに価値をおいている。Jそれが最高潮に達していたのが、アテ

ナイや古代ローマの共和制においてである。後者の価値観においては、「理想は、慈悲、あ

われみ、犠牲、神に対する愛、敵の赦し、この世の財に対する軽蔑、彼岸での生活への信

念、比較を絶する価値を持つ個人の魂への救いへの信仰である。Jこれらはいかなる他の目

的や価値よりも優先されるべきものであり、決して同列に論じることのできるものではな

し、120 マキャベリがしたことは、この両者を比較して、政治的生活においては前者がふさわ

しいと述べたまでなのである。

ではこのとき、このマキャベリの比較行為は異教徒的道徳に基づいて、キリスト教的道

徳、を否定や非難したのだろうか、それとも個人的な価値観に基づいてそれを行ったのであ

ろうか。パーリンはまず注視すべきは マキャベリは確かにキリスト教的価値を拒否はし

たが、キリスト教徒が善や悪徳、と呼ぶものは実際に善や悪徳であり、その価値性それ自体

を否定していないという点を上げる。マキャベリが『君主論』や『論考』を著したのは、

12 AG， p. 45.1選集 l、27頁。
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15世紀当時のイタリアの分裂や、フランスやスペインに翻弄されるイタリアの小国家の現

状を打破するという目的があった。もし何ものかがマキャベリの提示した異教徒的道徳を

道徳的に嫌悪し、恐ろしいものであり到底受け入れないものであるとして拒否したとして、

マキャベリはなんらそうした申し立てに対し反論をしないであろう。だが、キリスト教的

道徳に生きる限り、その人は公的に生きることは適わず、強固な国家を作ることは不可能

である。マキャベリは、もし人聞が今とは異なるタイプの人間であったならばキリスト教

的道徳に基づいた社会も創ることができたであろうが、現実はそうではなく、われわれは

歴史の実例が示してくれる感情的、知的、肉体的素質からなる生物としての人間の能力の

範囲にある到達可能な社会を目指して自身を改善していく以上のことはできない。マキャ

ベリにとって、キリスト教的道徳が求めるのは、人間の神聖化・超人間化であって、それ

は一度も地上に現実化されたことの無い理想によってなる世界である13。ここにおいて、マ

キャベリが提示した問題は、どちらかの立場に立って、もう一方を排除することではなく、

二つの価値体系を並列させ、そのいずれかを選ぶかということである。

このマキャベリにおける異教徒的道徳とキリスト教的道徳の比較において、重要なこと

は、異なる価値間で比較を行うということが、一方から一方を判断するということではな

いということである。文化的背景という点で言えば、マキャベリは言うまでもなくキリス

ト教的道徳世界を背負っているだろうし、また彼の使う言語はそういった道徳観によって

彩られているのは明らかであろう。しかし、パーリンの叙述を見る限り、異教徒的道徳が

たとえ自身のものでなくとも、それが客観的なものとして捉えられる限りにおいて、自身

の客観的なものと比較することが可能となる一一パーリンにおいては前述したように程度、

安定性としての客観性ではあるものの、それが客観的である以上、それは私の外部にある

ものである。そして、それぞれが客観的価値として自律的に成り立っているものであるな

らば、それぞれをそれ自体として理解できるために、どちらか一方に基づかなくとも、そ

の価値世界に「参入し」することで、それがどのようなものか捉えることができるのであ

る。だから、異なる文化問で比較をおこなっているからといって、それがすぐさま一方の

文化の視野からもう一方を独断的に見ているとはいえない。当然、独断的に見ている場合

もあろうが、少なくともパーリンにおいては、相手の文化やそこに体現されている諸価値

を客観的なものとして理解して論じている限りにおいては、それは一方的に独断的に見て

いるのではない。

13 AG， p. 57./選集 l、47・8頁。
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次に、そうした諸々の客観的価値から何かを選び出すのがし、かにして、妥当と考えうる

のだろうか。マキャベリの事例を見ても分かるように、彼が異教徒的道徳を選択したのは、

諸外国に翻弄されない強い統一的国家をイタリアに作り出すためである。そこに含まれる

問いは、「し、かなる徳、を持った君主によって、そういった国家は作り出されうるのであろう

か」といえるであろう。マキャベリの選択が妥当なものとしてわれわれが了解しうるのは、

そういった一定の問いの文脈の内においてである。もし「人として望ましい宗教的生活は

いかなるものか」という問いに対してならば、マキャベリはキリスト教的なものを選んだ

かもしれない。バーリンは異教徒的道徳を公的なもの、キリスト教的道徳を私的なものと

しているが、そうであるならば、マキャベリの問いは明らかに公的な問題であるため、公

的問題に適用しうる異教徒的道徳を適切なものとしたのは理解できるであろう。諸価値は

ただ作られたのではなく、それがある一定の観念としてわれわれの言語に組み込まれてい

るのであるならば、われわれの歴史の中で経験されてきた様々な問題を解決する中で作り

上げられてきたのであり、それゆえそれぞれの諸価値はそれが適用される一定の範囲を持

ちうる。たとえばそれは、第一章第二節で、パーリンが諸学聞はある一定の問いに答えるた

めに作られたとされるのと同様のことといえる。もし私が数学者のところに行き、邪馬台

国は九州‘陀近畿のいずれにあったのかと問うたり、国文学者のところに行き、ピックパン

以前の宇宙の状態について質問したりすれば、人は私に対して場違いない質問をしている

と述べるであろう。それが場違いなのは、パーリンが主張するように諸学問はその学問特

有の聞いに答えるために作られたのであり、数学は数学的真理を問うため、歴史学は過去

に起こったことの真実を解き明かすために、経済学は人間の経済行為一般を明らかにする

ために案出され、その独自性を得てきたのであるから、それ以外の問題に関わるとき、場

違いであるとわれわれは了解するのである。同様に、累進課税制度の是非に関して、それ

は個人の私有財産を不当に奪うから自由を侵害するとか、所得格差を是正し社会平等を推

進すると論じることは妥当とされるだろうが、人類愛に反するから不当であるとか、ひと

をより敬度にするから望ましいものと論じたのであるならば、そのような議論や論証は筋

違いなものと考えるであろう。このある問題になにがかかわるかの区別は、問題の本質か

らしてそうなのではなく、ある問題が解決されてきた歴史的過程・経緯によって定まって

いるのである。こうした、問われるべき問題としづ文脈の中で初めて、何かを選びことが

妥当となる。それゆえ、パーリンが諸価値の「共約不可能性Jを論ずるとき、それはこう

した文脈の一切無いところで、いずれの価値が優先され得るのかの規準を作り出すことの
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拒否で、あって、実際的に比較検討することそれ自体の否定ではない。

では、先ほどの累進課税の問題における自由と平等のような同列的な価値観における比

較行為の場合はどう考えるべきであろうか。おそらく「価値多元論j だけでなく、多元論

的立場をとる人々にとって最も問題であるのが、こうしたその価値性が同じに見えるもの

どうしの間である価値を比較し、選ばれたものが一方よりもより妥当であるということは

どのようにしていえるのであろうか。まず、明らかにパーリンが否定するのは、アプリオ

リにわれわれが合理的に到達しうるような基準といったものが存在しうることである。し

かし、前述のようにある諸価値の比較の問題というのは、彼にとってある一定の文脈の内

においてのみ可能となる。現実の問題群が存在し得ないところにおいて、何らかの比較を

行うというのは、理論的には可能であろうが、実際的にはそうではなく、ときとして有害

でもある。この問題に関しては、すでに様々な形で論じられているが、パーリンの現実志

向的な点があまり注視されていないために、バーリンの意図とずれた問題設定がなされ袋

小路に落ちいっているように思われる。前に触れたように、パーリンの立場を一切の合理

的な規準や基礎といったものを否定するポストモダン的倫理学と捉えるのは、誤りである

ように思われる。

‘Political Judgment'としづ小論で、パーリンは、「政治におけるよい判断をくだすということ

はどのようなことかJ、「どのように物事がなされるかを知るだけの、政治的賢慮がある、

または政治的才覚を持っているや、政治的な適正があるということはどのようなことかJ

ということを論じている。一般的にわれわれは、政治家を非難するとき、「時節にあってい

ないJ、「時計を戻そうとしているJ、「偏見や感情で目がくらんでいるJ、「物事の綾を理解

していなしリなどといって非難をする。この非難的諸表現をなす人は、何か政治的な事柄

に関わる人が持つべき類いの知識がある、あるはずであると、暗黙裡に想定して述べてい

る。ではそういった知識とはいったなんで、あろうか、科学的な知識なのか、発見可能で習

得されるような諸規則への知識であろうか。 18世紀や 19世紀の哲学者らや思想家達は

科学のように発見可能で、われわれの進歩のありょうを示してくれるような法則が存在す

ると確信していた。それに従って、政治の科学が生み出されえ、情動に惑わされたり不確

かな個人的才能に頼ることのない政治的判断が可能となる。これに対して、パーリンは、

理論としてはそういった法則は発見可能であるが、実践においてはほとんどそういった法

則が見つかりうるとは期待しがたいと考える。もし私が政治家で、逼迫した状況で相争う

可能な諸行為の選択を迫られているとき、答えを出すまでに十分な時間があるのであれば、
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政治科学の専門家を集め、現在の状況と似た過去の事例を調べ、何が共通のことなのかを

帰納的明らかにすることは有用である。人間の経験は多様であっても、無数でないため一

般化されえた共通のものを見出すことはできる。しかし一方でそういった共通のものは、

そのもととなった個々の事例から切り離され、非特殊化されているために実際的な諸々の

ジレンマにおいては、判断の手助けとなりにくい。私が十分な工学の知識を持っていたと

しても、車を走行中に一見壊れ落ちそうな橋を渡らざるを得ないとき、その橋が車の重量

を支えられるかどうかを判断するのには工学的知識は不要とまではし、かなくとも、十分な

ものではないであろう。専門的な科学的知識は、このような突発的事態には、規則的知識

を意識することなく状況を読む能力、準.直感的技術 (semi-instinctiveskill) を生み出す140

政治的能力とは、危険性のある橋を渡ろうとするドライパーがなすような判断であり、

一般的な観点で考えるのではなく、特定の状況下でその独自性を十全に理解し、その状況

にかかわる特定の人々や出来事を理解し判断を下すことである。それは、ただ個々の特殊

な事象を感知するだけでなく、同時に一般的なものをも読み取る能力である。その能力と

は、「完全に通常の経験的で準 美学的なJ能力で、「とても多量で、揺らぎ、混ざり合っ

ているために、ここの多くの蝶のように捕まえ、ピンでとめ、ラベルを貼れないような、

恒常的に変化し、多様に色付けされた、はかなく、永遠に重なり合うデータの広大な混合

物を統合する能力」である150 「この意味で統合するとは、諸々のデータ(直接的知覚と同

様に科学的知識によっても同定される)を、それらが含意するものを伴って単一のパター

ンのうちの諸要素としてみること、それらを過去や未来の諸可能性の兆候として見ること、

それらをプラグマティックに見ること一つまり、あなたや他の人々が諸々のデータに関し

て何ができて何をしうるのか、また諸々のデータがあなたや他の人々に対して何ができて

何をしうるかという観点からーーである 160Jこうした能力によって導き出される、正しい

とされる判断の真理性は、科学的な知識が導き出しうるような真理とはその質を異なるよ

うなものであろう。それは、たとえばヴィーコが「真らしいもののerisimilis)J、「二次的真理j

と呼んだもの、「知識(scientia)Jではなく「賢慮、(prudentia)Jによって導き出される真理であ

る170

14 SR， pp. 44・5.
15 SR， p. 46. 
16 SR， p. 46. 

17ジヤンパッティスタ・ヴ、ィーコ、『学問の方法』、上村忠男・佐々木力訳、岩波書居、 1993、26-37

頁。
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しかし、このように述べるパーリンの立場はいわゆる反啓蒙主義的ではない。確かに「一

元論」的なものをパーリンは拒絶し非難し続け、「価値多元論」に関わる様々な知見や見識

の多くを、反啓蒙主義的とされるヴィーコやハーマン、ヘルダーらのものから引き受けて

いてもそうである。彼は科学的知識によって得られたもの、諸法則や様々な分析の結果は

受け入れられるべきものであり、喜ばしいものでもあることは認めている。しかし、パー

リンが反するのは、人間の諸行為に関わる問題を科学はすべてを把握しきることができ答

えうるという確信に対してであり、そのすべてを否定するものではなし、180 バーリンは自身

がどの側にいるのかについて次のように述べている。

私は基本的には自由主義的な合理主義者です。啓蒙の価値、ヴォルテールやエルヴ、エ

シユス、 ドルパックやコンドセノレの説いたことは、私の深い共感を呼ぶものです。お

そらく彼らは、人間の経験する多様な事実についてあまりに偏狭で、間違っているこ

とも多かったで、しょうが、しかし彼らは偉大な解放者です。彼らは人々を、恐怖、蒙

味、熱狂、途方もないものの見方から解放しました。彼らは残酷さに反対し、抑圧に

反対し、迷信と無知にたいして戦い、人々の生活をぶち壊す数多くのものと戦いまし

た。したがって私は彼らの側にあります。しかし、彼らは独断的で、あまりにも簡単

に割り切っています。私は、彼らにたいする反対者のものの見方に関心を持っていま

す。反対者のものの見方を理解すれば、こちらのものの見方が鋭くなるし、頭がよく

て才能がある敵は、啓蒙思想、の誤りや分析の浅薄さをぴたりと指摘することが多いと

思うからです190

こうした、発言と彼の政治判断への分析を見る限りにおいて、パーリンの立場は合理主

義と反合理主義の間にあるものと言える。話が多少脇にそれたので、本来の問題に戻りた

いと思う。こうした見解を持つパーリンにおいて、ある一定の文脈において、同じ価値を

もっと思われる、相対する諸価値への判断がいかに正当化されるのであろうか。累進課税

制度を一つの例にして考えてみよう。社会における平等を推進させるのであるならば、こ

の税制は擁護されるであろうし、諸個人の私有財産権という経済的自由を擁護するのであ

るならば拒否されるであろう。このとき、「累進課税制度」、「平等J、「自由」という問題に

18 SR， pp. 48・53.

19 CON， pp. 70・11回想、 108頁。
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関係する諸概念は一般的抽象的に記述されたものにすぎない。累進課税制度が導入された

場合のメリットとデメリットに関してどのようなことが想定されるのかも、この抽象的な

概念、に基づいて議論がなされるのであるならば、それは抽象的であり続ける。では累進課

税制度を導入するべきか否か、自由をとるのか平等をとるのかの選択を実践的に正当化す

るものは何なのか。おそらく、どちらの答えも合理的にだれもが納得しうる理由というも

のを提示することができる。そもそも、自由も平等も客観的価値であるために、それに基

づくものは妥当なものとして正当化されうる。どの選択がより妥当なのかを決めるのが、

いつどのような状況でその選択をなしたかということである。累進課税制度によってどれ

だけ不平等が改善されうることが明らかにされたとしても、そもそもその議論が成り立つ

のは、現代の国民国家的社会制度においての話でしかなく、またその反論である自由の侵

害という観点も私有財産制が保たれている社会において意味をもつものである。どちらが

より妥当であるのかということは、それが問題とされている時代や状況に対してよりよい

解決を提示しえているかということである。累進課税制度は確かに現代のわれわれが直面

する経済的不平等は解消しうるかもしれないが、江戸時代の日本や古代ローマにおいて同

じ制度を導入したとして、不平等が解決されうるかは疑問であろう。だからと言って、累

進課税制度が不平等を解消しえないとか、妥当なものではないとかいうことはできない。

ノ〈ーリンの立場によるならば、社会科学者なりが時代時代の問題を解決すべく考案し、

大きく社会に受け入れられた諸理論、諸概念はそれが有効であり続ける限りは、それを選

ぶ合理的な理由を提示できる。バーリンの意味合いで「客観的」や「普遍的」とされた諸

概念や諸価値は客観的で普遍的であるので、それに基づいて推論をなすことは、不合理を

現さない。また、われわれを取り巻く世界に起こる様々な事象は、たとえどれだけ移ろい

やすく、偶然的で、複雑なものでも、それはただ人為的なものではなく、われわれの外部

に確かに存在するものである20。こうした現実との関係なしに、何が優先されるとか、妥当

であるとか論じることは無意味な議論に過ぎず、それが可能であると、合理的理性によっ

てそれに至れると考えることこそ「一元論」なのである。パーリンにおいて、ある政治的

選択の合理性や妥当性ある一定の現実との関係、何かしらの文脈の中でおいてのみ意味を

持つので、あり、それ抜きにして論じることは思想の力を損なうことになる。

哲学は、さまざまな思想が衝突して問題を作り出していくところに成立します。思想

20 SR， p. 30. 
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は生活の中から生まれてきます。生活は変化し、したがって思想は変化し、そして、

思想の衝突の仕方も変化します。その衝突が疑問というものを生み出しますが、生活

が変化する時、疑問はそれについて答えが出るというより、むしろ死んでいくもので

す。思想は、議論で反駁された結果というよりも、栄養失調のために死ぬ場合の方が

はるかに多いのです。したがって、社会的変化が新しい問題を生み出すのだからすべ

ての問題にたいする解決を発見するという考えそのものが、たとえ原理的なことにす

ぎぬとしても馬鹿げています。すべての問題に対する解決などは発見できません21

何ら政治的問題のないところで、平等や自由のいずれが優先されるかと論じても、「価値多

元論j の立場からは、確かに優先順位を基礎づけるものを導出することはできない。しか

し実践的問題に関しては、優劣をつけることそれ自体を否定するものではなく、また一見

解決困難な問題の解消に向けて試行錯誤することこそ人間の合理性の現れであるとパーリ

ンは評価する。もし、文化相対主義が正しく、異なる文化問の価値観どうしをいかなる場

合においても、比較不可能でありどちらを選んだとしても変わりがないとしたのであるな

らば、マキャベリの試みが今まで意味あるものとして理解され、議論されてきたかが理解

できなくなる。パーリンの解釈によるならば、マキャベリは確かに異教徒的道徳とキリス

ト教的道徳の異なる二つの価値観を比較したのであり、それが妥当であると感じられるの

は、われわれが当時の彼がおかれていた歴史的状況を鑑みて、異教徒的徳をもった君主に

よってこそイタリアの統一は可能となると想定しうるからである。

もちろん、どこからが妥当な客観的議論であり、どこからが独断的で一方的な議論であ

るか明確ではない。しかし、文化相対主義的立場が示すように、異なる文化問の比較が原

理的に不可能であるからと言って、実践的にもそれが不可能であるとするのは、こうした

日常的にわれわれが行っていることをあまりにも無視しすぎているのではなし、かと思う。

前述の、インドの寡婦殉死の風習に関しても、欧米の伝統的道徳観からそれは不道徳であ

るとするのは、一方的なものいいであろう。しかし、たとえば女性の権利の問題として、

インドにおいても欧米などの諸外国においても議論されるならば、それを非難したとして

も一方的とは一概に言うことはできないであろう。文化はその中に生まれ出でた者にとっ

て受け入れざるを得ない前提ではある。けれども、そこに存在するさまざまな思想や概念、

価値観といったものは、その文化がそれまで直面してきた諸問題に対して考案されてきた

21 CON， p. 27/回想、 47-8頁。
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ものであるために、今後直面しうる問題に対しても答えうるかどうかの確実な保証はない。

特に、文化と文化の衝突は互いにその根本を問われうるものであるために、解決は困難な

ものにはなるであろうが、文化が異なることを理由に解決を逃れるのは、何の解決にもな

らない。だからこそ、パーリンは強く次のように述べる。

私は私の理想を好むでしょう。私の理想、は長く続かなし、かもしれぬが、だからといっ

てそのために戦うのは無駄だということにはなりません。シュムベーターは、理想は

絶対的でなければならぬと信じている人は偶像を崇拝している野蛮人だ-と言いました

が、正しい指摘です。文明とは、一方で変化の可能性を認めながら、他方である理想

を信奉するかぎりはその理想を全面的に支持する一ーそのために死ぬ覚悟があるーー

ということです。(中略)これらの理想は、到達点、いわば生活様式は主観的なもので

はありません。ある一つの価値体系に属しており、その体系の中でわれわれと生活様

式の違う人々、異なった時に異なった条件のもとで生きている人々とコミュニケート

できるのです。相対主義者、シュベングラー主義者、実証主義者、ディスコントラク

ショニストたちは、間違っています。さまざまな、個人、クツレープ、文化問のコミュ

ニケートは可能です。人々の価値は無限に多くはないからです。それは一つの共通の

視界に属しています。互いに矛盾することがあるとしても、人間の客観的な価値なの

です。それらの価値の中から選ぶということが必要となります。しばしば苦痛をとも

なうとしても220

パーリンの思想、は、われわれが様々な偶然的なものによって彩られつつも、それに基づい

て生きてし、かなければならないという実際を受け入れ、そのなかで直面する様々な問題に

取り組んでいかなければならないとするものである。文化相対主義のように、原理として

の諸文化の比較可能性は否定するものの、実践においては比較行為の不可避性を理解し、

そのために行われるさまざまな営為とその帰結を忌避しないという点で、一般的な文化相

対主義が陥りがちな理論的問題をパーリンは回避しているといえる。

22 CON， pp. 107・8./回想、 160・2頁。
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3. r価値多元論j と概念相対主義

次に、「思考と言語の一致j をその論に中心に置くパーリンにおいて、昨今ロナルド・デ

イビッドソンが『真理と解釈Inquiriesinto Truth and Inte中'retationJ]で提示した「経験主義の

第三のドグマJとしての「枠組と内容 Cscheme-content)J 、「組織化するシステムと組織化を

待つなにかJという二元論が引き起こす概念相対主義の問題に対しては何かしらの応答が

できうるのだろうか。デイピッドソンは概念枠と言語を同一視し、言語は精神と切り離す

ことのできないものであり、それなくして、我々は思考能力を保てないとして議論してい

る。こうした見解はパーリンのそれと同等であるため、もしこうしたドグマを解消しきれ

ていないとしたら、彼が強調するように本当に異なる言語をもっ人々の精神世界を理解し

ていると言えるのであろうか。たとえば九鬼周造は pし、き」の構造』で「粋」という価値

観が他の諸言語に翻訳しきれないことをもってその独自性を証明しようとしたように、諸

言語には他言語にはどうしても翻訳しにくい語や概念といったものが存在するえそれゆえ、

同じ対象を見ていると想定されていても、その認識を可能とする概念枠としての諸言語が

異なるのであるならば、翻訳不可能性が残る以上、本当に同じものを認識しているのかど

うなのかの確証は得られない。例えば、同じ赤色を見ていると陳述されても、色盲の人と

そうでない人は本当に同じ「赤色」を見ているといえるであろうか。デイピッドソンによ

るならば、以下のような問題となる。

概念枠とは経験を組織化する方法であり、感覚のデータに形式を与えるカテゴリ一体

系であり、個人や文化や時代が眼前の光景を探求するための視点である。一つの枠組

みから別の枠組みへの翻訳は存在しないかもしれない。その場合、一人の人間を特徴

付ける信念、欲望、希望、若干の知識は、他の枠組みの人間にとって真に対応するも

のを持たないことになる。実在そのものが枠組みに相対的であり、一つの体系で、実在

とみなされるものも、他の体系ではそう見なされなし、かもしれなし、24

端的にいえば、概念相対主義の問題は「共約不可能性Jを言語の翻訳不可能性と捉えた問

23 九鬼周造、 rrし、きj の構造』、岩波書居、 1979、11・20頁。

24 Donald Davidson， Inquiries into Truth and InterJフretation，Oxford University Press， 1984， p. 183. r真
理と解釈』、野村和幸・植木哲也・金子洋之・高橋要訳、勤草書房、 1991年、 192頁。
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題であるといえる。デイビッドソンにとっては、それは命題の真理性に関する問題として

論じられているが、類推的にバーリンの価値道徳的問題においても同じ論難が想定しうる

であろう。自身の文化と異なる、歴史的にも連続性がないような文化の価値観を理解しよ

うとするとき、われわれは自身の言語をもって理解し、解釈し、把握するのであって、そ

れは異なる諸価値を自身の価値体系へと翻訳する試みと言える。そのとき、もはや我々の

価値観では捉え難いものがあるであろうし、なにゆえある人々が何らかの価値を求めてい

るのかをまったくもって理解しがたく、価値のあることであったのかどうか判断しかねる

ような状況があるだろう。我々の価値体系で価値あると捉えきれないものを、なにゆえ価

値あることとして了解しうるのであろうか。また、どのような観点をもって、われわれは

決して自身の価値観に翻訳できない価値観を持っている人々を、異なった価値観を持って

いるということができるのであろうか。

デイピッドソンは、翻訳可能性の完全な失敗と部分的な失敗の二事例考察し、この問題

にあたってし、く。まず、翻訳可能性の完全な失敗の事例は、一方の言語の有意義な文の集

まりがどれーっとして他の言語に翻訳できない状態である。このとき、それぞれの言語が

全く翻訳できないと認識するためには、それぞれの言語が全く異なっているものであるこ

とが認識されなければならない。だが、そういったことを規定するような、共通の中立的

なものがあるとは想定できない、もしできるとするならば翻訳が可能となってしまうから

である。デイピッドソンは「ある活動形態はわれわれの言語では解釈できない、というこ

との証拠とみなされながら、同時に、その活動形態は発話行動ではない、ということの証

拠となってしまわないようなものは、なにも存在しなしリ、言い換えるならば「われわれの

言語で言語として解釈できない活動形式は発話行動ではなしリという、翻訳可能性を言語

性の基準としているお。この基準に立てば、概念相対主義者は翻訳不可能な言語、つまり自

身の言語では解釈できない言語を言語として認識しうると考えていることとなる。では、

完全に翻訳不可能な言語を言語たらしめているものは何であろうか。言語はそもそも何も

のかを組織化するものであるので、「何かが経験(自然、実在、感覚刺激)と一定の関係(予

測、組織化、直面、適合)に立てば、それは我々が翻訳できるか否かにかかわらずひとつ

の言語であり、概念枠と結合しているJと答えうる。そのとき、関係のあり方は、組織化

する一一体系化するや分割する一ーか、何かに適合する一一予測し、説明し、直面する一

ーかの二つの関係の仕方がある。しかし、われわれが世界や自然などの実在といったもの

25 Ibid.， p. 185.向上、 195頁。
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や、感覚刺激や所与のものなどの経験を組織化すると言ったときは、翻訳不可能性な言語

の言語性の基準としては不十分なものとなる。たとえば、われわれが経験を組織化してい

るとき、その対象となっているのは単なる感覚や表層刺激、知覚情報といったものだけを

組織化しているのではなく、ナイフとかフォークや山や川といったものも組織化している

のである。そういったものすら組織化していないような言語をわれわれは言語として見な

せられるかははなはだ疑問であるし、もし組織化していたのであるならば結局のところそ

れは我々にとってなじみある言語に翻訳可能なのである。であるならば、適合関係である

ならばどうであろうか。予測し、事物に対処し、あるいは事物を処理するとき、感覚刺激

に適合し証拠と比較され照合されるのは文である。文があらゆる感覚証拠に適合するとい

うことは、その文が真であることを意味しており、それは事実や経験に言及してそうでは

なくて、経験が一定の経路をとるということによって真なのである。 rr雪が白し、Jが真な

のは、雪が白いとき、かっそのときに限るJのようなタルスキの真理理論に見られるよう

に、文は事実や経験への言及無く真たりうる。よって、われわれと異なる言語の言語性の

基準は、概して真だが翻訳可能ではないということができるかもしれない。けれども、翻

訳可能性と真理概念は切り離しては考えられないとデイピッドソンは反論する。言語 Lの

すべての文 sに対して、 rsが真なのはpであるとき、かっそのときに限る」と定式化され

るタノレスキの規約 Tは、真理の定義でもなく言語一般に適用される単一の定義や理論の存

在を示すものではなく、特定の真理概念すべてに共通する重要な特徴を示唆するものでは

ある。それを成功させているのは既知の言語への翻訳としづ概念の本質的使用によってい

る。例えば、「雪が白しリは Lが日本語であるならば「雪が白いとき、かっそのときに限る」

ときに真であり、 Lが日本語でなければ「雪が白しリの日本語への翻訳によって、その真理

性は保持されるからである。よって、デイピッドソンは概念相対主義者が述べるように完

全に翻訳不可能な言語は存在しえないと結論付けるお。

次に部分的な翻訳の失敗、ある部分は翻訳できても、他の部分は翻訳不可能とし、う場合

ではどうであろうか。そういった部分があると言えるためには、何らかの共有された意味

や信念、概念といったものに関してし、かなる想定も行わないような解釈の理論が必要とな

る。その理論を通じて、翻訳不可能である部分、不一致な部分が同定さうる。発話行動を

解釈するさい、われわれは文の解釈と同時に、その行為を通じて話者がどのような信念を

保持しているかの態度の説明も同時に必要とするため、ある信念がある行為に帰属してい

26 Ibid.，pp. 191・5.向上、 203-8頁。
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るとも前提してはならない。それはある証拠から有効な意味の理論と受容可能な信念の理

論を抽出することになる。我々は他人が語を誤用したとしても、それを偽なる信念を抱い

たというよりも、彼はその語をその誤用した意味そのままに使ったのであり、それはその

限りにおいて真である。これは言葉の誤用に対する寛容的態度であり、われわれが他者を

理解しようとすれば好むと好まざるにかかわらず、大部分においてその人が正しいと考え

ないといけない。このときわれわれは、相手がある文を真とみなしていると知るだけであ

るので、その人が何を意味しし、かなる信念を示しているかは想定していないために、寛容

的態度は部分的な翻訳不可能性を確定する理論となりうるだろう。しかし、その程度しか

知らないとして、われわれは相手の発話行為を解釈できるのであろうか。信念に対する一

般的な一致、単純性の考慮、社会条件の影響に関する予感、説明可能な誤謬に関する常識

や科学の知識に従いつつ、実際に成立する真理条件を相手の真とする文に振り分けること

でわれわれははじめて解釈をすることができる。たとえば、ある文化人類学者が今まで知

られていなかったある人々の婚姻制度について研究しようとしたとき、少なくとも相手が

同じ人である限りは異性同士で何らかの結びつきを持ち、それに基づいて社会を成り立た

せていると想定することなく婚姻制度に関わりうる様々な行為を解釈できるであろうか。

よって何ものをも前提としない解釈理論というものはあり得なし、270

以上のことからデイビッドソンは、われわれは概念枠が異なるということを理解可能な

仕方で説明できないため、われわれのものとは異なる言語という概念相対主義に意味を与

えているのは「枠組と内容」というド、グマで、あると結論付ける。当然それは、われわれが

何らかの共通の概念枠なりをもっていることを意味しない。異なることを説明できないの

であるのだから、同時に同一であることも説明できない。諸言語の対比は共通地平の存在

の有無という問題を想定することなく論じなければならず、そうでない限りわれわれはド

ク、、マに陥っていることとなる。

パーリンにおいても、「一元論j を否定する以上、異なる価値があるというときそれは何

らかの絶対的基準や幾何学的座標をもってその差異性が定まるのではない。けれども、デ

イピッドソンとは異なり、前述のように、「思考と言語の一致j はパーリンの諸議論にとっ

て中心的考えであるため、パーリンは「枠組と内容j の二元論を保持しており、また価値

に関して、完全なもしくは部分的な翻訳不可能な異なる価値がありうることを認めている。

つまり、一方で我々と何ら共通点がないか、あったとしても部分的にすぎずもはや我々の

27 lbid.， pp. 195・7.向上、 208・211頁。
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価値とは言い難い異なる諸価値の存在を認識しつつ、もう一方でしかしながらそれらがど

れだけ異なっていようとも、それは人が求めうる諸価値であると認識しうるときがあると

ノミーリンは考えていることとなる。では、デイビッドソンが論じたように結局のところパ

ーリンも「枠組と内容j というドグマに陥っているだけなのであろうか。少なくとも、デ

イピッドソンが明らかにしたのは、自身の言語に全く翻訳不可能でありつつ、言語として

我々に認識しうるものはない。翻訳不可能であるならばそれはもはや我々にとって言語と

して把握し得ないものである。ではパーリンはどのような根拠を持って、異なる価値を異

なるとして言いうるとしているのであろうか。それを明らかにするためには、パーリンが

言語の発生に関してどの様な捉え方をしているかを理解しなければならない。

前節で論じたように、パーリンにとって言語とは他者一一自身と同じような人々だけで

なく、外的自然やその時々の出来事、法などの社会制度や、既存の諸概念など自身の外に

あり得るもの全てーーへの応答から生まれてきたものであり、人々の様々なコミュニケー

ションの諸結果が歴史的に堆積し出来上がったものである。それゆえに、言語を理解する

ことは、それが発生してきた様々な人々などの関係性を歴史的に理解することである。こ

うした言語観の基礎の一端をなしているヘルダーは、 18世紀の中頃に起こった言語の起源

に関する論争に参加しており、そこでの所見がそのままパーリンの歴史主義的言語観を構

築している。

18世紀なかば、言語の起源論争の主たる論点は、言語は神によって人間に与えられたも

のなのか、それとも他の道具のように人聞が必要から発明したものであるのと言う点にあ

った。ヘルダーが師であるハーマンの思想を用いて反論を提示した J. P・ジュースミル

の主張は次のようなものである。もし言語が人間の発明品であり、生活の必要から生み出

したものであるのならば、言語は思惟の所産であるはずである。何故なら言語が思惟の前

提条件であるのと閉じように、反省が言語の前提条件であるからである。そうであるなら、

どんな思惟も象徴を用いるのだから、言語は少なくとも象徴的なものは、象徴的なものを

発明する働きの内にすでに前提されているために、それゆえ車輪やねじのような純然たる

人の手による発明品ではない。言語はその初めから人間の手による発明品と言えない以上、

神から伝えられたものであるとジュースミルは結論付ける280

これに対し、ヘルダーは人間の理性が洗練されるに先立つて文法構造や語藁が十分に整

った言語というものは存在し得ないし、そのようなものがあると考えることは妄想に過ぎ

28 TH， pp. 313-4バヒ方、 ¥03頁。
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ないと考える。人間のあらゆる能力は常に成長しており、相互作用の状態にある。言語は

予期しない贈り物として神から賜ったものでもなく、完壁な出来映えの道具として作られ

たものではなく、時の移り変わりの中で、人間が持つ様々な能力と相並んで発展してきた

ものである。象徴記号を生み出し、伝達し、意図を持たせる能力は、言語の発達に本来内

在しているものである29 このとき、注意しなければならないのが、発展するということの

意味をへルダーがどのように捉えていたかである。彼は当時の人々が進歩という言葉に対

して、着実な進歩が確実に進行する、過去から現在そして未来へと我々は着実に優れた世

界へと目指して階段を上るものであると誤って理解していたと考えていた。確かに「発展・

進歩 (Fortgang)Jとし1うものがあることは認められるが、それは様々な文化があり同一の

物差しで進歩や退歩と言った同一線上で語られるものではない。もしそうであるならば、

なにゆえ我々は過去の時代を称賛し、またそこにいる様々な偉人と呼ばれる人々に尊敬の

念を抱けれるのであろうか。ヘルダーにとって真の進歩・前進とは「人聞が各自まとまり

のある全体として発達すること、より詳しく言えば、ひとびとが集団一言語と習俗によっ

て規定された部族・文化・共同体一一ーとして、「その集団的経験の総体j から創造し、自分

たちを芸術作品に表現し(従ってそれは普通の人に理解できる)、科学や工芸に、社会・政

治・文化生活形態に自己を表現することであり、そしてこれらの表現はその社会の(意識

的・無意識的)願望を見たし、その諸能力を、変換可能な(大幅には無理だが)自然環境

との絡み合いのうちに、発展させることj である30。われわれは自身が作ったのではない世

界に生まれ、祖先から受け継いだ言語を用い、思考し様々な物事に当たっていくのである。

言語の発展とはその言語が作られてきた自生地において発展することであり、内的にそれ

が目指すところへと発展していくものである。

しかし、どのように言語が歴史的に作られ、それが表すものがどれだけ異なろうが、畢

寛、それは人聞が生み出したものである。われわれが問題にすべき言語とはそういった言

語であり、それ以外の何かではない。デイピッドソンは言語一般について問題にし、論じ

たが、パーリンは人聞が生み出した言語について論じている。たとえば、デイピッドソン

は、土星語や冥王星語といったものがあり、土星語は英語に翻訳可能であり、土星語は冥

王星語に翻訳可能であっても、冥王星語は英語に翻訳不可能であるような推移性が成り立

たない事例を想定しうることをもって、言語性の規準が翻訳可能性にないと感じられる場

29 TH， pp. 314・5./北方、 103-4貰。 TH，pp. 191-2/.試論、 319-20頁。

30 TH， pp. 216・7.1試論、 362-3頁。
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合があると論じている。近しい時代のものであれば多少の誤差はあれ、翻訳可能であった

としても、その差異が積もり重なってもはや現代の語とは翻訳困難な言語は存在しうる。

語族における死語のように、もはやその文字がなにを意味し、どのように発音していたの

か分からないといった言語は多々存在する。デイピッドソンは英語に翻訳不可能な冥王星

語が土星語に翻訳されていることをし、かに翻訳であると認識できるかと懐疑をしめし、推

移性から翻訳不可能性を導き出すことの限界を提示している。言語一般として考えれば、

翻訳不可能な言語が他言語に翻訳されていることを翻訳として認知することには限界があ

るであろう。しかい実際には、たとえば、日本語を話すわれわれにとって、解読される前

のヒエログラフは全く翻訳不可能な言語として映ったであろうが、それが一度解読されて

英語に翻訳されたとき、それはまごうことなく古代エジプト語の英語への翻訳として理解

されたであろう。その理解を助けているものは、英語も古代エジプト語も人が作ったもの

であり、全くわれわれとはその存在からして異なるなにものかが作ったものではなし、から

である。我々が問題にする言語はどこまでいっても人聞が作った言語の翻訳であって、鯨

とかイルカの言語ではない。どのように表現されたとしても、万が一表現する語がないと

しでも、相手が人間である限りは、「感覚の流れJ一一一内感や外感、色彩、味覚、視覚、音

声、嘆覚であり、愛情や憎悪、悲嘆、哀憐、義憤、畏怖、崇拝、希望、後悔、憤激、葛藤

一ーをもち、もろもろも人格の信頼、期待、そして愛情がある。さらに同じ外的世界のう

ちに住んでいるへもちろん、人によってはある感覚が欠如し、もしくは鈍いといったこと

もあろうが、けれども全くそういったものが無い人間といったものはいないであろう。だ

からこそ、たとえば人身御供や食人の風習のようなものであっても、われわれはその価値

世界に生きる人にとって価値あることが価値あるものであったとして理解可能となる。い

うなれば「人間的地平 humanhorizonJ とでも呼べるようなものがある。たとえどれだけ異

なり、どれだけ時が離れたことであっても、人間の行為はこの地平を越え出るものでない

以上理解できるのである320 ノ〈ーリンは、この「人間的地平j を越え出る事例、われわれの

理解可能性を越え出る事例として、次のようなものを挙げる。

私が人々にピンを刺している人に出会い、その人になぜそのようなことをしているの

か、「痛みを与えるためなのかJ(これは残念なことではあるが、完壁に理解可能な人

31 TH， p. 320./北方、 113-4頁。 CON，pp. 32・3./回想、 55頁。

George Crowder and Henry Hardy The One and the Many: Reading Isaiσh Berlin， Prometheus， 2007， 
pp.293・7.
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間的愛好である)と尋ねたとする。もし彼が「し、いえ」と答えたのならば、痛みを与

えることが彼の動機ではなくて、まさにピンを刺す行為を彼が好んでいることとなる。

次に、明らかに結果として人々は苦痛を味わったのであるから、報復として彼に抵抗

しピンを彼に刺したらどうであるかと彼に問うたとする。それに「私はそういったこ

とを好みませんし、私は彼らよりも強いので、彼らにそういったことをしないように

できます」と彼が答えたとしよう。もしそうなら何かしらの戸惑いを覚え、私は彼に

「し、ったいピンを刺すことのなにがいいのですか」と問う。彼は「弾力あるものの表

面にピンを刺すのを好む」と答えるなら、私は続けて「テニスボーノレに刺すので、もあ

なたの欲求に同様に答えられるのではないかj と尋ねるだろう。彼は「もちろんそう

です、テニスボールでも同様に私の欲求に答えられるでしょう Jと答え、私が「テニ

スボールにピンを刺すのと人の体にするのとにし、かなる違いも見ていないので、すか」

と聞き、「私にはあなたがなにを言いたいのか全くわかりません、それはその違いは私

にとってはどうだ、っていいことで、す」と彼が返答する。そのとき、私は彼を「境界を

越えているJとみなし、もしそう呼べるのであれば彼の思考過程は理解不可能であり、

し、かなるコミュニケーションも起こりえず、これらによって人間的と呼ばれうるあら

ゆる多元的な諸価値を囲っている境界が同定される。これこそが、なにゆえ我々がこ

ういった人々を気が狂っていると称し、明瞭な意図を持って犯罪を行ったかどで，そう

いった人々を刑務所ではなく、精神病院に送るのかのわけであるべ

残念なことに、パーリンはこの例を普遍的価値があることをほのめかす程度にしか使って

いないので、何故この「ピンを刺す人Jが「人間的地平j を越え出ているといえるのかは、

細かく考える必要がある。 G.A・コーエンは「ピンを刺す人Jは「道徳的知覚 moralperceptionJ 

を欠いており、パーリンはそういった知覚能力が人間にはあることを示していると解釈し

ている。しかしコーエンはその「道徳的知覚」が一体どのようなものなのか明確にはして

いないために、暖昧なままである34 このたとえの真意を理解するには、「歴史的知識Jの

議論を通じてパーリンが区分した我々の知り様の在り方の違いということが要となってく

る。ヴィーコが自然科学 (Naturwissenscha合)とは異なる人文科学(Geisteswiseenscha仇)とい

33 Isaiah Berlin， 'Reply to Ronald H. McKinney， '‘Towards a Postmodem Ethics: Sir Isaiah Berlin and 
John CaputoヘJournalol均lueJnquuy 26， 1992， pp.557・60.
34 G. A. Cohen，‘ Isaiah's Marx and Mine' ， in Edna and Avishai Margalit (eds)， Jsaiah Berlin: A 
Celebratiol1， Chicago: University ofChicago Press，1991，pp. 110・26.
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う区別を先駆けて行ったとパーリンは考えているが、その差異は前者がものを「知る

(Wissen) Jのに対し、後者は人を「理解 (Yerstehen)Jするところにある。たとえばある人

に関して、 30歳である、背が高い、男性である、サラリーマンなどといった情報を聞かさ

れてもその人を本当に知ったといえるであろうか。むしろ我々はその人は優しいとか、ま

じめな人である、浪費家である、怒りっぽい人であると知ったほうがその人が一体どのよ

うな人かを知ったと思えるだろう。けれども、ものに対しては、あるテーブルが木で、で、き

ており、 100年前に作られたもので、アール・ヌーヴォーの流れを1及んでいると知ったなら

ば、そのテープソレについて知っているといえるであろう。もし、ある人が、そのテーブル

が生真面目で、情け深く、しかし怒りっぽいと言ったとしても、我々はテープ、ルについて

なんら知ったことにはならないし、そのように述べる人もテーブルについて知っていると

は見なさないであろう一一小説や詩などの比喰的な表現としてはありえるかもしれないが。

人間に関わること、特に道徳や倫理、美学とかいったものに関しては、人を「理解j する

ことが重要なのである。「ヒ。ンを刺す人j が「人間的地平j を越え出ているというのは、こ

ういった人を知るという知り方を持ち合わせていない、少なくとも持ち合わせているよう

に思えないところにある。もしこの人が人に苦痛を与えて喜ぶような曙虐趣味で人にピン

を刺していたのならば、テニスボールに刺すのでは満足で、きないことを知っており、人を

刺すこととものを刺すことを区別して捉えていたといえる。けれども人を刺すことと物を

刺すことに差異を感じないのであるならば、少なくとも人を刺すと言う行為の意味を「知

って」はいても「理解Jはしていないといえる。「ヒoンを刺す人」が理解不可能で、コミュニ

ケーション不可能なのは、我々は彼を「理解Jしようとしているが、一方は「理解j とし、

うことそれ自体ができていないところにある。それゆえに、「人間的地平Jを越え出ている

のである。

しかし、この「人間的地平Jはあくまでも我々の他者理解を限界付けるものであって、

何らかの規準として働くものではない。では、ある文化なりで賞賛や忌避されている諸価

値が我々のものとは異なるとはどのようにしていえるのか。歴史的繋がりはあっても、過

去の時代にあった価値観が現代の我々にとってはもはや異質なものとして映る場合がある

だろう。たとえば、現代の日本人から見て、平安時代の「垣間見Jのような恋愛のあり方

は、その行為が恋愛行為ということでどのようなことかは理解できても、今のものとは全

く異なる、受け入れがたい価値観として感じるであろう。この受け入れ難さ、違いへの感

覚を生み出しているのは、価値に関して言えば、諸価値は両立不可能であることが大きく
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寄与しているように思われる。パーリンが、諸価値が両立しないというとき、それはまず

何より、論理的に両立し得ないというよりも、事実として両立しえないことの意味が先に

たって論じられている。ある時代や文化における諸価値は、それぞれが直面している歴史

的状況の中で生まれ、またその内においてその妥当性を持つものである。

理想、は、理想を生み出した生の在り方に属するもので、その生の在り方を抜きにして

は、単なる歴史的追憶に過ぎない。諸々の価値一一諸目的一ーは、それらが固有の本

質的部分を形作っていた社会全体と共に、生きも死にもするのである。「集団としての

個性」はそれぞれにかけがえのないもの、各自がそれなりの目標や基準を持つが、い

ずれそれらも必然的に他の倫理的・社会的・美的目標や価値にとって代わられるであ

ろう。これらの組織体系の一つ一つが、それぞれの時代には、すべてのものを生起せ

しめる「自然の一期間Jのあいだは、客観的に妥当有効であるお。

われわれは過去の様々な諸価値を賞賛し、またそのすばらしさに見せられることは多々あ

る。けれども、今生きているわれわれは今を生きているのであり、その過去の人々の時代

を生きているのではない。パーリンはマキャベリがキリスト教的道徳と異教徒的道徳とい

う価値の二元論を打ち出したことを評価はするものの、彼が歴史の可逆性を信じていた点

に疑問を呈する。パーリンは歴史過程を螺旋的に進行するものだと捉える。マキャベリは

今一度イタリアに栄光ある古代ローマを再建できると信じそれを目指したが、パーリンは

確かに過去の思想家の考えゃある文化の価値観が興味深い意義を持つことはあるが、それ

は今と思想家なり文化なりが置かれていた状況が似ているからである。それゆえ、ローマ

的な価値観を持って当時のイタリアの政治状況に取り組むことはできても、まさしくロー

マ的な価値世界それ自体の中で生きることはできない。もし起こりうるとしたら、いまあ

るものをすべて捨てて、まさしくローマの生活や風習の下に生きるので無ければ無理であ

る36。両立不可能性はこのとき成立する。つまり、今ある価値を成り立たせているものをす

べて、そうでなくとも大部分のものを捨て去り、目指す価値を成り立たせているものと入

れ替えない限りは、追求できないようなとき、私たちは価値が両立不可能であると真に感

じるのである。先ほどの「垣間見Jのような平安時代の恋愛観は、当時の社会環境の中で

35 TH， p. 238./試論、 398頁。

36 AG， pp. 44・5./選集 l、25-6頁。
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初めて意味を持つのであり、われわれが平安時代へと立ち戻りその社会の中で生きない限

りは、われわれが今価値あるものと感じてもろもろの恋愛観に翻訳し再現することはでき

ないであろう。ただ今のわれわれにできるのは「垣間見」という価値観を「理解j するこ

とだけである。価値が異なるというのは、決して同時にそのどちらも十全に成立させられ

ないようなとき、両立不可能なときにおいて言えるのである。例えば平等や自由が異なる

価値というのも、一方を十全に満たそうとしたら、もう一方を損なうことなく満たすこと

ができないからである。もし、過激な共産主義のようにあらゆる人の所得を同じにしよう

としたならば、かなりの人々の私有財産を没収しなければならず、経済的自由を損なうで

あろう。一方で個人の財産権を尊重し所得税率を低いものとすれば、再分配は行われず社

会的不平等、経済的格差は拡大していくこととなる。そうであるからこそ、われわれは自

由と平等は異なる価値であり、一方をもう一方に翻訳、言い換えるなら還元して語ること

の困難さを感じるのである。

異なる価値どうしがどの程度、翻訳可能かは、それぞれがどの程度まで両立可能かに基

づいているといえる。確かに自由と平等は両立不可能であるが、それは一方を選択したら

もう一方を一切合財捨てなければならないほどのものではない。十全な自由と十全な平等

は両立し得なし、かもしれないが、僅かな自由と十分な平等や、広範な自由と最低限の平等

は両立しうるかもしれない。実際、経済的自由の問題を経済的平等の問題として論じるこ

とは可能である。それゆえ、完全には両立不可能としても、ある程度のトレードオフは可

能であり、その範囲内においては翻訳可能といえる。また諸文化の相異なる価値に関して

も、ある文化において重要な価値が、他の文化の価値体系では翻訳しきれないようなとき

は、その価値を成り立たせている社会制度なりが、翻訳先の社会状況などでは容易には実

現できないようなときに起こるのである。われわれは、「人間的地平」の範囲内にあるもの

であれば、それがどれだけ奇妙なものに見えたとしても、「理解」することができる。けれ

ども、「理解j したからといって、その価値の内に生きることができるかどうかは異なる問

題である。どの程度異なる価値を自身の価値体系の諸概念に翻訳可能かは、どの程度まで

現実問題として異なる価値を成立させているものを再現可能かによっている。それが全く

できないとき、つまり「理解Jすることしかできないときには、その価値は完全に翻訳不

可能であると言え、部分的にでも再現できるときには部分的に可能であると言える。

以上のように、パーリンはデイピッドソンの言う「枠組と内容Jというドグマ的な観念

を保持しており、概念相対主義に落ちいっているかと思われたが、価値に関する「人間的
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地平Jと「両立不可能性」とし、うに観念、を基に、その問題を回避しているといえる。われ

われの理解可能性の限界としての「人間的地平j を置くことで、たとえ翻訳不可能なもの

であってもそれが、人間が作り出したものである限りにおいては、理解可能であるとして、

翻訳不可能性と理解不可能性を切り離し、価値が両立不可能であることから基準が無くと

もわれわれは異なる価値を認めるということができる。当然、どこまでが「人間的地平J

の内にあるものなのか、どの程度価値は両立不可能なのかという程度に関する問題は残り

続けるが、それを認める限り、われわれは相対主義的な思考の|塩路に入り込むことなく、

異なる文化聞のコミュニケーションという問題に携わることができるであろう。

4.基礎付けるものから再記述するものへ

これまで見てきたように、少なくともパーリンの「価値多元論Jは「歴史的知識j に基

づくことによって、情緒主義的相対主義、文化相対主義、概念相対主義のいずれとも異な

る立場であることが明らかになったかと思う。もちろん、あらゆる相対主義的な嫌疑に十

分に答えられているとはさらさら思わないし、いまだ不十分な点も多く存在するため、「価

値多元論j が真に相対主義的でないかどうかは聞かれた問題として残ることにはなるだろ

う。けれども、「一元論Jを否定することによって、パーリンが合理的なもの一切を否定し、

人間諸科学における、特に政治領域における理性的研究が不可能で、し、かなる理論的基礎

も打ち立てられないとしたのは明らかに誤った理解である。確かに「価値多元論Jは反啓

蒙主義的なヴィーコやへルダーらの思想、を基にして構築された理論ではある、けれども今

まで見て来たように、パーリンは我々が日常的に使っている普遍的とか客観的といった合

理主義的な用語というものが、無意味になったとは捉えていない。彼は我々の言語に対す

る「一元論J的想定の棄却を目指し、「多元論j 的再解釈を行おうとしたのである。パーリ

ンにとって、「一元論j を放棄したからといって、これまで我々がより正しいもの、より妥

当なもの、より合理的なもの、より善いものを目指して、試行錯誤し、議論し、理論を組

み立て、それに基づいて社会を営んでいくことまでも無意味となるのではない。パーリン

の「一元論」批判は徹底したものであり、行きすぎともとれるところは確かにあるが、そ

れはナチスドイツやスターリン政権下の旧ソ連における全体主義という当時の状況の中で、

「一元論」的思考がもたらす恐ろしさに注視し、その問題の所在を明らかにすることが彼

にとって優先的課題であったためで、あるかと思う。全体主義下では問いを立てることそれ
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自体が否定されることが問題とパーリンは言う 370 「一元論」的思考を前提とする限り、正

しいこと合理的なこと妥当なことが本当にそうであるのか、別様でもあり得るのではない

かと思考することが、実際的に封殺されてしまう。その危険性は、ナチスやスターリン政

権だけの特殊事例ではなく、西洋の伝統に底在するものであると感じ取ったからである。

それゆえに、彼の言論は根本から否定的で批判的なものが多く、作り上げるというよりも、

解体を行っているようにも思えるが、その一方で彼なりの思想というものが構築されてい

る一一一残念なことにパーリンは自身がなにを構築したのかを体系的には書き表さなかった

が。パーリンの思想、の特徴を端的に述べるのであるならば、人間存在の偶然性を認めつつ

も、それを理性や合理性の限界とは捉えず、ましてなお偶然的である世界の中で思考する

ことこそ人間の理性の現われとする思想である。最後に、前章2節でも触れたが、「価値多

元論Jが反啓蒙主義・反合理主義的でありながら、類似の見識を示すとされるリチヤード・

ローティとは異なる道を進むものであることを論じ、本章のまとめとしたい。

『偶然性・アイロニー・連帯 Contingency，irony， and solidarity~ の第 3 章「リベラルな共同

体の偶然性」で、ローティは自身の考えとパーリンの立場には類似性があるとし、パーリ

ンが相対主義的でないと論じることを通じて、その考えを示している。ローティは、『二つ

の自由概念 TwoConcepts 01 Liberty~ の締めくくりとしてパーリンが引用した「自己の確信

の正当性の相対的なものであることを自覚し、しかもひるむことなくその信念を表明する

こと、これこそが文明人と野蛮人から区別する点である」というヨーゼフ・シュンベータ

ーの言葉に注目する380 ローティはこの言葉の意味を「二O世紀のリベラノレな社会は、自分

にとって最も高次の希望を語る語葉が偶然的なものであることを、すなわち、自分自身の

良心の偶然性を認めながら、なおもその良心に対して忠実であり続けるような人びとを、

ますます大量に生み出してきているJと解釈する"。これに対してサンデルがなしたような、

相対的に妥当な確信でいかにリベラリズムを擁護しうるのかという疑問が当然想定されう

る40。ローティはこうした批判は、啓蒙主義的合理主義的語藁を前提にすることにおいての

み成り立つものであり、「合理的Jr尺度Jr論拠Jr基礎付けJr絶対j といった考えを可能

とするような高度な見地など存在しないのであるから、そもそも「相対主義が陥る窮地j

37 CON， p. 141./回想、 207頁。及び‘PoliticalIdeas in the Twentieth Centurγ (in Four Essays on Liberty， 

1969) を参照。

38 L，p.217./自由論、 390頁。

39 Richard Ro町，Contingency， Jrony， and Solidari.ぴ， Cambridge University Press， 1989， p. 46. W偶然

性・アイロニー・連帯』、斉藤純一・山岡龍一・大川正彦訳、岩波書庖、 2000年、 101頁0

40 'Introduction' in ed. Michael J. Sandel， Liberalism and its Critics， 8lackwell， 1984， p.8. 
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などというものは存在しなし、41。相対主義的な間い、たとば「自由が社会の主要な目的であ

ることをどのように知るのかj のような問いに対して、答えるのではなく、はぐらかし無

視すべきである。目指すべきは、リベラルな社会の基礎を探ることではなく、政治的リベ

ラリズムを再記述することにある。中心となるべきは、メタファーや自己創造という考え

であり。リベラルな社会とは、行為ではなく言葉によって説得が行われている限りはなん

でもありであり、その結果として真とされたものを皆が真として受け入れるような社会で

ある42。こうした社会に住む「リベラノレjな人とは、リベラルな制度と習慣、残酷さを減じ、

被統治者の同意による統治を可能にし、支配から自由なコミュニケーションが成り立つこ

とを可能な限り許すように企図された制度と習慣を公的に受け入れる人を意味する430

しかし、ローティにとってリベラルな社会の市民は、「アイロニカノレj でもなければなら

ないと考える。人間は誰しも、自身の行為や信念といったものの正当化や、他人の賞賛や

軽蔑、長期にわたる生活の計画を述べるために言葉、「終極の語葉 finalvocabulary Jを持っ

ている。この語葉が「終極」であるのは、一度それが疑問に付されれば、循環論法に陥る

ことなしには、もはやその妥当性を示すことができないようなものであるからである。「ア

イロニカノレJな人というのは以下の三条件を満たす者を指す。「第一に、自分がいま現在使

っている終極の語棄を徹底的に疑い、絶えず疑問に思っている。 Jr第二に、自分が今現在

使っている語棄で表された議論は、こうした疑念を裏打ちしたり解消したりすることがで

きないとわかっている。Jr第三に、自らの状況について哲学的に思考するかぎり、自分の

語葉の方が他の語葉よりも実在に近いところにあり、自分以外の力〔たとえば、合理性、

神、真理、歴史〕に触れている、とは考えていない。Jこのような考えを持つ「アイロニス

ト」は、自身がおかれた状況において哲学的に考察を加えれば加えるほどに、「終極の語葉J

が根を持たない気付き、われわれにできうることは形市上学者のように「真なる語葉Jの

ようなものを見出すことではなく、語棄を再記述し、転換し、主題を変え、論証を回避す

ることである440 それは認識論中心の哲学から、解釈学中心の哲学への移行ともいえる450

では、パーリンはローティの言うような「リベラノレj で「アイロニカノレJな立場であるの

41Richard Rorty， Contingency， Irol1y， and Solidari・ty"pp. 48・51.W偶然性・アイロニー・連帯』、 105・10

頁。

42 Ibid.， p. 44， pp. 52・5.向上、 98頁、 112一7頁。

43 Ibid.， pp. 67・8.向上、 142頁。

44 Ibid.， pp. 73・80.向上、 153-66頁。

45 Richard Roはあ Philosophyand the Mirror ofNature， Princeton University Press， 1979， pp. 357・65.W哲

学と自然の鏡』、野家啓一監訳、産業図書、 1993、417・24頁。
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だろうか。ある意味ではローティとの立場とは大きくは変わらないといえる。少なくとも

言語への歴史主義的理解をする以上、言語の偶然性をパーリンは受け入れている。また、「パ

ーリンは「第一の公的義務は、極端な苦しみを避けることであるj と考え、次のように述

べる。

一般原則としてなしえる最善のことは、絶望的な状況の発生を防ぎ、耐えがたいよう

な選択は避けられるような均衡状態を、たとえ不安定なものであっても維持していく

ことである。それがまともな社会を作り出すための第一条件である。個々の人々、社

会についてのわれわれの知識の範囲は限られており、理解は不完全であるが、それで

もこの条件を満たすよう努力することは、いつでも可能であろう 460

その目指すところは、皆が受け入れられうる妥協点を模索することであり、たとえそれが

永遠普遍なものでないとしても、それを維持し続けなければならない。昨今ジョン・グレ

イが『自由主義の二つの顔一一一価値多元主義と共生の政治哲学一ールoFace 01 LiberalismJJ 

において、自由主義を「暫定協定 ModusVivendiJを目指す共存プロジェクトとするのも、

ノtーリンのこうした態度を受け継いだものといえる。よって、パーリンは「リベラル」で

あるといってもよし、かと思える。けれども私はただ、偶然性というものに対する理解と態

度においてローティとパーリンは異なる道を歩んでいるように思える。ローティは『偶然

性・アイロニー・連帯』において、言語・自我・共同体の偶然性について論じ、古い語葉

によって成り立っている様々な論点は、もはやその妥当性を維持する基礎を失ったために、

われわれはそういった問題を正面から受け入れる必要は無いとする。特にこれまで哲学を

はじめ様々な諸理論を成り立たせてきた考えは、脱ぎ捨てられるべきであり、基礎付けや

正当化という古い試みは、「文芸批評j 的試みへと取って代わられるべきであるべ

しかし、今まで幾度も論じてきたように、パーリンにとってわれわれの言語において合

理的とか客観的、普遍的とし、う言葉は、たとえ「一元論」を排し、その意味するところも

偶然的であるとしても、全く意味をなさないと考えることにはならないと考える。ローテ

ィは古い語棄による問いははぐらかすべきであるとしたが、パーリンはむしろそういった

46 CT， pp.17・8./選集 4、25-6頁。

47 Richard Ro口y，Contingency， Irony， and Solidarity， pp. 80・4.W偶然性・アイロニー・連帯』、 167-73

頁。
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問いを正面から再度聞い直すのである。われわれが偶然的であることは、{可か自身の根底

を支えるような根を持たないことを意味しない。われわれは、ある特定の時代・文化・社

会・言語のうちに生まれざるを得ず、それを拒否することはできないし、また偶然的だと

して、意味がないといっても何も始まらない。どんなにあがこうが、われわれはまず否が

応でも偶然的なものを自身の基礎として受け入れ、その流れの内で思考してし、かなければ

ならない。究極的には我々は人間に生まれたとしづ偶然性を受けいれることなくあること

はできない。確かに、我々が日常的に理解している価値の正当性は、循環論法に陥るのか

もしれない。けれども、それが循環せざるを得ないのは、その価値が人間という存在にお

いて最も根源的なものである証であり、もしそこが循環論法に陥らなければ、我々は推論

の無限後退を続けるか、足場のない中空で議論をしなければならないであろう。我々はな

ぜその人を愛したのかを説明できるが、なぜ人を愛するのかそれ自体は正当化しきれない。

愛するから愛するのでしかない。推論が循環するという論理的欠陥を、欠陥としてではな

く、我々の合理性や理性の限界の証として受け取り、さりとてより合理的により理性的と

相矛盾したものを内包し続けなければならない。ローティの言うように古い語集は捨て去

らねばならないのかもしれないが、けれどもそれをなすためには古い語藁が一体何なのか

を同定することなしにはできない。「客観とは何かJr普遍的とは何かJr合理的とは何か」

という問いへの答えは、多種多様なものが想定しうるし、実際様々な答えが提示されてき

た。けれども、この間いそのものは一様に変わらずあるのである。いくら啓蒙主義的合理

主義的な思想、とその試みに問題があるもので、あったとしても、われわれは「合理」や「客

観Jとしづ語を使うことを止めることはできない。もし、それらが真に無意味となるとき

は、それを用いて議論を交わすことも、思考することも不可能となるときである。問いが

起こるときは、そういった原理的ともいえる問いにわれわれは立ち戻らざるを得ず、そこ

にこそ哲学的といえる行為が起こっているのである。

哲学者に永続的に課された務めは、科学の方法や日常的観察が気付かぬような事柄、

たとえば範曙、概念、モデル、思考様式もしくは行動様式、とくにこれらが相互にぶ

つかり合う様子を調べ、既存のものよりも内部的矛盾が少なく、たとえ完全な実現は

望むべくもないにせよ誤用の可能性のより少ない比晴、イメージ、シンボル、範曙体

系を構築することにある。混乱と悲惨と恐怖の主要な原因の一つは、その心理的な、

あるいは社会的な根がなんであろうとも、時代遅れになった観念への妄執的固執であ
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り、一切の批判的自己吟味に対する病理的嫌悪であり、人間存在の手段と目的とのい

かなる理性的分析をも妨害しようとする錯乱した努力である一一ーということは確かに

ひとつの合理的な仮説であるへ

ローティが目指す語葉の再記述という試みには、パーリンは賛意を示すだろうが、それは

ローティの言う「終極の語葉」の延長線上において意味を成すものであり、それなくして

一体全体われわれはなにを再記述したのかわからないであろう。よって、私はパーリンを

いわゆる「反-基礎付け主義者Jや「ポストモ夕、、ン的倫理学者Jとして理解することには賛

成しない。確かに、合理主義者や啓蒙主義者が求めたような、永遠普遍の真理といったも

のが在るということをパーリンは批判するが、しかしわれわれが歴史を通じて作り上げて

きたものの上にわれわれは立っているのであり、それは堅牢強固とは言い難いものである

かもしれないが、それでも人聞が寄って立つ基礎であり、哲学はその基礎を常に問い続け

るものなのである。

「価値多元論」とリベラリズムの関係に関しても こうしたパーリンの偶然性への態度

というものが誤解されていまだに議論されているように思われる。多くの自由主義的な政

治哲学者が「価値多元論」に基づいて自由主義を基礎付けられるのかということを問題に

してきた。しかし、それに対するパーリンの答えは常に次のようなものであった。

多元主義と自由主義は同じ概念ではなく、いくらか重なり合った概念で、もありません。

多元主義でない自由主義理論もあります。私は自由主義、多元主義の両方を信じていま

すが、両者は論理的には関連していません490

この発言は多くの解釈者たちを悩ませて来たものである。文字通りに理解するのであるな

らば、「価値多元論」に基づいて自由主義を正当化することを導出出来ないことをバーリン

が宣言しているからである。自由主義の擁護に関して言えば、いままで論じて来たパーリ

ンの歴史主義的態度を見れば、説明は容易で、あるかと思う。確かに自由主義というものは、

ヨーロッパにおいて発生した近代的な局所的理想ではあるかもしれないし、類似の歴史的

背景を持たない他文化にとっては容易に受け入れられるものではないだろう。それゆえ、

48 CC， P 11.1選集2、252頁。

49 CON， p. 44./回想、 71頁。 Cf.UD， p.214. 
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多元主義を前提とする自由主義者は、ロールズがそうであるように、文化的背景に左右さ

れない、あらゆる人びとが認めうる自由主義の正当化可能性を論じるのである。

しかし、パーリンの立場からすれば、議論の方向性が異なる。もし、文化が違うことで

自由主義によって基礎づけられている諸価値というものを全く理解できず、価値があると

もないとも言えないのであるならば、なにゆえ自由主義の非難や拒否が起こりうるのであ

ろうか。情緒主義の様にある価値が好みの表現にすぎず、文化的なものは集団的な好みを

現しているだけのもの出れば、なにゆえ自由主義的な生き方がグローパリズムを通じて世

に広がることがそれほどまでに問題になるのであろうか。自由主義が賞揚する価値には、

自由や寛容、自律が主たるものとしてあげられるが、自由主義ほど強くないとしても、こ

ういった価値を一度たりとも善いと感じえないような文化や人が存在しうるであろうか。

例えば『二つの自由概念』で定式化された、外的干渉がなく、その人が為さんとすること

ができる範囲が保持されている状態としての「消極的自由 (negativefreedom) Jは、パーリ

ンによれば宗教革命以降になって初めて見られる価値観である。パーリンが着想の基とし

たパンジャマン・コンスタンの「近代人の自由と比較された古代人の自由についてー一一一

八九一年、パリ王立アテネ学院における講演」においても、個人が集団的決め事に参加せ

ず好き勝手していたいとする私的自由を求めるようになったのは、ごく近代的なこととし

ている。だからといって、「消極的自由Jに見られるような感覚、権力や外的抑圧から逃れ

自身のしたいことをしたいとする感覚は、自由主義によって擁護されずとも、人である限

りは持ちうる感覚であろう。個人であれば親や社会の様々な桂桔から、集団であれば強権

や抑圧から解放されたいと感じることはよくあることであるし、神話や歴史を見れば解放

を求めて闘った人々というのは枚挙にいとまがないであろう。寛容や自律に関しても、同

様であるかと思う。自由主義がどれほど西洋的な歴史的背景を受けたものであろうとも、

それは人が作り上げてきたものである以上、「人間的地平」の内にあるものであり、違いは

ただ何を強調したかということだけである。そもそも、リベラルが何かを受け入れないこ

とには、そもそも非リベラルなものも存在し得ないであろう。自由主義の価値観を理解し

うるかららこそ、その求めるところ目指すところが自身が目指すものや、直面している問

題に対しては適用できないと感じ、批判へと向かうのである。自由主義がそういった様々

な人の実際的関心であり、その価値観の内で生を営むかどうかということが意味を持つ限

りにおいては、客観的で普遍的なのである。それゆえ、自身が自由の価値を認めることに

関して言えば、そのこと正当化する必要は無い、正当化が必要なのはそれを具体的問題に
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適用するときである。その擁護は客観的な他の価値との問で、選択を行った結果であり、自

由主義を選んだからといって対立する諸価値が一段低い価値となるわけでもなく、依然と

して自由主義と競合しうる客観的なものとしてあるのである。パーリンは、他の人々が重

要性を置かない価値を重視することと、それが諸価値のひとつに過ぎないと認めることは

一貫性が無いわけではないとするが、それはこういった意味においてである叱問題が起こ

るのは、自由主義が常に他の諸価値に対して優越するというときだけなのである。

自由は客観的価値である、それゆえ自由主義だけが自由の価値を認めるものでもないし、

自由主義を取らなくても自由を擁護することは問題なくできることである。では他の価値

観を持つ人と自由主義が対立するとき、なにが問題となっているのであろうか。自由に限

って説明すれば、それは自由が優先されるかどうかではなく、どの程度の自由かに関して

相争っているのである。パーリンはわれわれが自由について考えるとき次の点が考察され

統合されるべきだと考えている。

(a) どれほどの多くの可能性が自分に聞かれているか(この可能性を数える方法は印

象主義的な方法以上のものではありえないが。行動の可能性は、あますことなく枚挙

することのできるりんごのような個々の実在ではない。)、 (b) これらの可能性のそれ

ぞれを現実化することがどれほど容易であるか、困難であるか、 (c)性格や環境を所与

のものとする私の人生設計において これらの可能性が、相互に比較されたとき、ど

れほど重要な意義をもつか、(d )人間の行為によってこれらの可能性がどれほど閉じ

られたり、開かれたりするか、 (e)行為者だけでなく、かれの生活している社会の一般

的感情が、そのさまざまな可能性にどのような価値を置くか510

ある人の主張する自由が他のものよりも妥当なものかどうかは、この諸要素をどこまで実

践的問題の中で明らかにできているかである。客観的・普遍的価値の存在を認めるバーリ

ンにおいて、価値の正当化それ自体はそもそも問題とはなりえない。あるのは、ある社会

の中でどの程度それぞれの価値が範囲を持っかである。よく言われるように、『二つの自由

概念』では、「積極的自由 (positivefreedom) Jに対して「消極的自由j の優先性をパーリン

は示したとするが、彼自身はそのことを常に否定し続けてきた。パーリンにとってこのど

50 Isaiah Berlin and Bernard Williams.‘Pluralism and Liberalism: A Reply.' Political Studies ， vo1.42， 
no.2， 1994， pp. 306-9. 
51 L， p. 177./自由論、 318頁。
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ちらも政治的自由の重要な側面であり、そのどちらも一方を擁護することでその意義が失

われるようなものではなく、またどちらか一方がもう片方に優越するようなものでもない。

できるのはどれだけの「消極的自由Jか、どれだけの「積極的自由Jかのバランスを取る

だけであり、それ以上のことはわれわれにできなし♂。一言で言えば、パーリンにとって政

治的諸問題を解決することは、陣地戦のようなものであり、自由に限らず平等であろうが

人権であろうが、常に問われるのはその程度・範囲であり、その正当化ではない。

「価値多元論」はこうしたことを説明しているのであって、理論的に基礎付けているの

ではない。そういった意味で「価値多元論」と自由主義は理論的には関係していない。ま

た、多くの解釈者は「価値多元論Jを多様な社会が望ましいと考えるような立場とも捉え

ているために、自由主義がそういった社会を一番よく擁護しうるとして、「価値多元論」の

論理的連関を見出そうとしている53。けれども、パーリンにとって価値の多元性は、そうあ

るべきものでもないし、ただただわれわれの生きている社会が多元的であるという事実を

述べているのでもない。誤解を恐れず言うならば、パーリンにとって多元性は人間の持つ

宿命のようなものであり、それが擁護されようがされまいが、人はその本性から多元的に

ならざるを得ないのであって、それをあるひとつの枠組みに押し込めるようなことは、人

間のそもそもの在り様を歪めることであり、間違っているのである"。よって、確かに自由

主義の方が多様な価値の存在を認めるので、他の価値観よりも「価値多元論j と親和性が

高く、認めやすいものであるだろう。けれどもその関係は、論理的に基礎付けるような関

係ではなく、心理的な繋がりしかなし、350

おそらく、「価値多元論」それ自体を基にして政治的に何か積極的な発言ができるのは、

52後に『二つの自由概念』が『自由論』に再録されたとき、序論においてパーリンは次のよう

に自己の立場を弁解している。 r((積極的》自由に対して《消極的》自由を無条件に弁護したもの

と広く受け取られた。しかし私はそういった意見をもっていない。再三批判されたこの文章は、

確かに弁護ではあるが、一元論に対して、多元論を弁護しようとの意図で書かれたものである。J

(FE， p. Iviii./自由論、 89頁。)

53 たとえば、 u.弓finishedDialogue(Prometheus Books，2006)に所収されている、 'Value-Pluralismand 

Liberalism: Connection or Exclusion?'で、ベアタ・ポラノフスカ=シグルスカは「価値多元論Jにお

いて、「多様な価値があるJという「事実判断」から「多様な価値がの存在を賞賛するJという

「価値判断」行っており、 r~である」から r~べきである」を導出できないとするいわゆる「ヒ

ュームの法則 Hume'slawJ に反しているのではなし、かという疑問が付されるとき、パーリンは

社会は多様であるべきであると主張していると理解されている。

54 政治理論は存在するのか‘DoesPolitical Theory Still Exist?っという論文で、パーリンはあら

ゆる人がひとつの目標を共有してそれに向かっている一枚岩的な社会というものを想定して考

察を加えているが、それでも最終的にはわれわれは多様になり対立しあわざるを得ないと結論付

けている。 (CC，pp. 150・1./自由論、 470・2頁。)
55 UD， p. 87. 
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リベラリズムの擁護にしても、ここまでの弱い、灰めかし程度のものまでであるかと思う。

事実、「価値多元論」を通じて、リベラルなものを擁護した思想家の結論の表現は、たとえ

ば「弱し、階層化 Weakhierarchy Jや「事実/心理学上のつながり Jなどというものに落ち着か

ざるを得ず、「穏当な包括的教説の多元性の事実 thefact of pluralism of reasonable 

comprehensive doctrineJ に基づいて、「正義の二原理Jを提示したジョン・ロールズのもの

に比べれば、正当化として不十分さが残るといえる56。事実、パーリンの立場を色濃く引き

継いだジョン・グレイの立場は一貫せず揺れ動き続けており、明確的な政治的立場を構築

できているとは言い難いものがある57。それもこれも、そもそも、「価値多元論j が政治哲

学的試みとして、少なくとも政治的諸問題を解決するための理論的基礎を構築するために

なされたことではないことに起因している。パーリンの言葉によるならば、政治哲学が答

えるべき問いとは「どうしてひとは、だれか他のある人に服従しなければならいのかj で

ある58。他の政治哲学者はどうであるかはわからないが、少なくともパーリンにとっては、

こういった問題に答えるものか、関わるものでなければその理論は政治哲学の理論足りえ

ない。今まで論じてきたように、「価値多元論j は、なぜ「一元論J的想定は誤りであるの

か、そもそも我々にとってあることがよいとか悪いと知るようになるのか、その中で何か

しらの判断をなすということはどういうことなのかといった問題への答えを提示しうるも

のではあるが、何らかの政治制度や社会構造への参与を促すものではなく、基礎付けるよ

うな理論を何一つ構築してはいない。パーリンは、「品位ある社会 decentsociety Jや多元主

義的な民主主義を望むとは述べるが、彼自身はそれがどのような社会で、あって、なにゆえ

われわれがそれを目指すべきなのかということに関して、「価値多元論Jに基づいて具体的

な論述はしていなし伊。確かに、全く関係がないとするのは無理があろうが、それでも限界

がある。

その限界は、そもそも政治哲学的問題に対する論点と関心が、昨今の政治哲学者とパー

リンの間で大きな幽師あることに起因している。つまり、現代のパーリンの思想を読み解

こうとする研究者らがパーリンの思想に期待することと、パーリン自身が本来問題にし、

実際明らかにしたことが異なるために、読む側からすれば限界と感じざるを得ないのであ

56 Robert Kocis， A Critical Appraisal ofSir Isαiah Berlin s Po/itical Philosophy. Lewiston: Edwin Mellen 
Press， 1994.漬真一郎、 『パーリンの自由論一一多元論的リベラリズムの系譜』勤草書房、 2008.

57井上達夫、「リベラリズムの再定義JWJ思想~ 965号、岩波書庖、 2004、8・28頁。

58 CC， pp. 148・9./自由論、 466・7頁。 PIR，p. 17. 

59 CON， pp. 113-4./回想、 171-2頁。 C王AvishaiMargalit， The decent society(translated by Naomi 
GoJdblum， Harvard University Press， 1998.) 
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る。この翻師の原因は、第一にパーリンの反論むなしく、彼は「消極的自由Jを擁護した

と見なされ続けてきたために、どうしても議論がその正当化に向きがちであるということ

があげられる。そして、もうひとつ現代の自由主義的な政治哲学者らは、多かれ少なかれ

ジョン・ロールズが『正義論ATheory q{ JusticeJJで提示した諸問題群と諸概念の影響を受け

ており、その内で議論を成していることが、祖師を生みだしている大きな原因の一つで、あ

るように思われる。昨今の政治哲学諸議論への関心を再興したのがロールズで、あることは

異論のないことである。マイケル・サンデノレやチャーノレズ・テイラ一、 A.マッキンタイ

アーといった共同体主義者や、ロパート・ノージックのようなリパタリアン的最小国家主

義といった立場は、ロールズ‘の議論がなければおそらく一つの立場として確立することは

なかったであろう。それゆえ、パーリンの思想、もロールズの問題群に対してどのように答

えうるのかということが念頭にされて議論されている。しかし、パーリンが自身の思想を

構想したのは、ロールズ、以前のことである。そもそも、バーリンにとっての政治哲学的問

題とロールズの政治哲学的問題は一致しているのであろうか。この点は今まで触れられて

こなかった。次章では、両者が同じ問題意識を持っていたのかどうかを、実際的な政治哲

学的諸問題との関係性を通じて考察を深めていきたい。
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第三章 「価値多元論J的政治哲学一見過ごされた道筋一

1 • 2章で論じてきたパーリンの価値の客観性と普遍性にまつわる甑酷の問題は、その根

本には現代の政治哲学諸議論において多大なる影響を持つジョン・ロールズ、の思想、とその

語葉をもって、パーリンの思想、が読まれているところにあると思われる。パーリンが「価

値多元論」といった思想、を世に打ち出したのは、 1958年のチチリ社会政治理論講座就任講

演で『二つの自由概念、 TwoConcepts of LibelηJlが初めてであり、その基礎は前述のとおり

論理実証主義批判とヴィーコの「歴史的知識Jである。しかし、彼の思想が「価値多元論J

として読まれ始めたのは、その著作が広く読まれるようになった 70年代後半以降のことで

あり、本格的に関心が強まったのは 80年代後半に入ってからである。事実、 1960年代のパ

ーリンに関する論文は、『二つの自由概念』における自由の定義の不充分さに対するものが

主であり、そこに昨今のような「価値多元論」的議論は存在しておらず、パーリンへの評

価も自由主義的政治哲学者で、あっても多元主義的で、はなかったl。この「価値多元論J的解

釈の遅れから、どうしても解釈者は意図せず主流のロールズ、の思想、を軸において、パーリ

ンの思想を解釈しがちである。しかし、パーリンはロールズの影響なきところで、その政

治哲学思想を展開したので、あって、無条件に閉じであるとは想定できないであろう。本章

の目的は、パーリンとローノレズ、 20世紀を代表する政治哲学者両者の論理的立ち位置の異

聞を考察し、パーリンの政治哲学観の独自性を明らかにしていくことにある。

1.ジョン・ローノレズ、とアイザイア・パーリン

現代の政治的課題の一つは、個々人の生活習慣や価値観が多様化し、また経済のグロー

パノレ化によって多くの民族・人種が主要国や経済的に発展しつつある国や地域へ流入し、

定住しつつあるなか、こうした様々な多様性を平和裏に秩序だ、って一国のうちに纏め上げ、

共存するにはどのようにすればよいのかということにある。

!なお、パーリンへの諸論文に関しては、 TheIsaiah Berlin Literary Trustが運営している The

Isaiah Berlin Virtual Library<http://berlin.wolf.ox.ac.uklindex.html>に詳細にあげられている。例

えば論文の表題に Pluralismという語が現れるのは、 1983年の RogerHausheer，‘Berlin and the 

Emergence of Liberal Pluralism'， in Pierre Manent and others， European Liberty: Four Essays on 
the Occasion ofthe 25th AnniversG1Y ofthe Erasmus Prize Foundation(Martinus Nijhoff，pp. 49・80)

が最初である。ここからもわかるように、パーリンの思想の基点が「価値多元論」にある

と、永らく注視されてこなかったのである。
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1971年に公刊されたジョン・ロールズ、の『正義論ATheory 0/ JusticeJlは多元性にまつわ

る現代的問題にいち早く取り組んだものであり、その後の政治哲学の諸議論の口火を切っ

たものといっても過言で無いであろう。社会を「相互の相対的利益を目指す協働の企て (a

cooperative venture for mutua1 advantage) Jとロールズ、は捉えるが、そこでは恒常的に利害の

一致も起これば衝突も引き起こされている。一致は個々人が自力で生活を営むよりもまし

な生活が可能となるからであり、衝突は個々人が目的を追求するにあたって便益の取り分

がより大きくなることを選好するために、その分配に関して無関心でいられないために起

こるのである。個々人は基本的な権利や義務を割り当て、社会的な協働の便益と負担との

適切な分配を決定する正義の「構想、 conceptionJを抱いている。しかしそれらの「構想Jは、

恋意的で公平でないために、「秩序だ、った社会 (well-orderedsociety) J 2の基本構造を規定す

るには不十分であり、そのために誰もが合意しうる正義の「概念 conceptJが求められなけ

ればならない。

また後に出版された PolWcalLiberalismにおいては、次のように再定義されている。我々

が生きている民主主義的社会の政治的文化の特徴は三つの一般的事実によって特徴づけら

れる。第一の事実は、現代の民主主義社会に見られる、諸々の宗教的・哲学的・道徳的「穏

当な包括的教説 reasonablecomprehensjve doctrineJの多様性である。それは歴史的事実とい

うだけでなく、自由や権利によって保護されてきた民主主義の恒久的特徴である。第二に、

第ーと関連して、ある一つの「包括的教説Jを共有しそれに基づく政治的共同体を維持す

るためには国家権力の抑圧的行使を必要とする。第三に民主主義的政治制度を基礎づける

正義の政治的概念は穏当ではあるが異なり対立するもろもろの「包括的教説」から広く支

持を受けるものでなければならなしへしかし、「包括的教説」では公正な社会を基礎づける

原理としては不十分であり、他の「包括的教説Jにとって必ず是認できるものではなく、

またその擁護は権力の行使を伴い異なる「包括的教説」を抑圧することとなる。それゆえ

2 秩序だ、った社会 (well-orderedsociety) Jは次のように説明される。「成員の利益を増進

するようもくろまれているだけでなく、正義に関する公共的な考え方が社会を事実上統制

している場合、その社会は秩序だ、っている。すなわち秩序だ、った社会においては、(1)他

の人々も同ーの正義の諸原理を受諾していることを全員が承知しており、かつ (2)基礎的

な社会の諸制度がそれらの原理をおおむね充たしており、人びともそのことを知っている。

その場合、人びとはお互いに過度の要求を出し合うかもしれないが、にもかかわらず、そ

うした要求事項を裁定するための共通の観点というものを承認している。J(John Rawls， A 
TheoηザJustice，Belknap Press of Harvard University Press， 1971， p. 5. W正義論』、川本隆史・福

間総・神島裕子訳、紀伊国屋書居、 2010、7・8頁。)
3 John Rawls， Political Liberalism. New York: Columbia University Press， 1993， pp.35-8. 
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にいかなる立場からも是認しうる「重なる合意 (overlappingconsensus) Jの焦点としての安

定的な正義の「概念Jを構築しなければならない。

このロールズ、の試みは、彼自身が述べているようにルソーやロック、カントに並ぶ社会

契約説の諸論につながるものである。同時に、その議論設定の基となっている正義の「構

想Jの多元性や「穏健な包括的教説」の多元性に関して、その着想をアイザイア・パーリ

ンの「価値多元論 (valuepluralism) Jから得ていることは有名な事実である。「平等な諸市

民は実際的には共約不可能で、調停不可能な異なった善の諸構想を抱いている」というリベ

ラルな想定は、バーリンの『二つの自由概念 TwoConcepts 01 Libertyllの核心として言及さ

れている40

しかし、前提を同じくする両者が、では政治哲学に関して同じ問題を共有しているとい

えるであろうか。つまり、パーリンにおいてもロールズが目指した誰もが是認しうる現代

的社会契約としての正義の原理を構想することが、彼にとっての政治哲学的課題で、あった

のであろうか。例えばジョージ・クラウダーが「価値多元論Jの問題を個人的自由や寛容、

平等といった自由主義的理想が伝統や社会的連帯、ファシズム的統一性よりなぜ選好され

るのかと問題を定式化するとき、やはりそこに前提となっているのは異なる価値観を持つ

人々が皆ひとしく自由主義的な価値観に合意しえて、公正な社会を構築する原理足りうる

か、そしてそれがパーリンの諸議論から導出出来るものなのかとして論じられている。ク

ラウダーは「価値多元論Jから客観的な価値として「合理的な不合意(reasonable 

disagreement) Jを導き出しているが、合意の問題は第一にロールズの問題で、あって、それが

真にパーリンにとってもそうであるのかどうなのかは未解決の問題である九

2.合意に先立つ「価値多元論J的政治哲学

ロールズは政治哲学の課題を次のようなものとして捉える。

政治哲学の一つの課題一ーその実践的役割と言っておこう-ーは、深刻に論争されて

いる諸問題に焦点を合わせ、その外観にもかかわらず、政治的・道徳的な合意の何ら

かの潜在的な基礎を探り出せなし、かどうかを見定めることだと考えられる。あるいは、

:刷p.303
George Crowder 'Value pluralism and the common good: A reply to Brain Trainor.' Philosophy 

and Social Criticism， vol.34 no.8， 2008， p.933. 
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たとえそのような基礎が見出せないとしても、それでもなお市民間の相互尊重を基礎

とする社会的協働が維持できるように、分裂を起こさせる政治的な意見対立の根底に

ある哲学的・道徳的な意見の相違を少なくとも狭めることは可能であろう 60

ロールズが『正議論』を著して以降展開された、いわゆるリベラル・コミユニタリアン論

争は、ある意味でこの合意しうる政治的基礎や原理を同定する論争であるといえる。あえ

て言うならば、それは多元的諸価値における優先順位の問題、政治的判断において優先的

に選択されうるものが何かを哲学的にいかに基礎付けるのか一ーもしくは原理的に基礎付

けることができないのかーーがロールズ以降の政治哲学議論の中心であるように思われる。

しかし、パーリンの「価値多元論j はこういった論争以前に構想されたものであり、そも

そもその議論の潮流から外れたところで論じられているものである。事実、論争が激化し

た 80年代において、パーリンはその論争に加わっておらず、ロールズに関してだけでなく、

同僚でもあり友人でもあったロナルド・ドウォーキンの諸議論に対しても公的に言及する

ことは無かった7。しかしながら、パーリンの思想が全体的に理解しその細部まで検討でき

るようになったのが、へンリー・ハーディの手によって散逸しかけていた諸著作が編集さ

れ出版され始めた 80年代以降であるために、どうしても彼の議論を解釈する枠組みがロー

ルズ、に提示された範囲で理解されがちであるように思われる。例えば、チャールズ・ラー

モアはパーリンの「価値多元論Jをロールズ、の多元性の事実と比較して、それは「包括的

教説j の一種と理解し、論争的であるゆえにロールズの「正義の二原理Jのような合意に

よって基底される政治的概念にはなりえないとしているえしかしながら、この解釈や批判

が成り立つためには、そもそもパーリンとロールズが同じ問題関心を抱いており、それに

向けてその思想を展開しているといえる限りにおいてである。

これまで言及されてこなかったことではあるが、パーリンが「価値多元論」の基とした

ジャンパティスタ・ヴィーコやヨーハン・ゲ、オルグ・ハーマン、ゴットフリート・へルダP

ーといったロマン主義的思想家らにおいては、ルソー的な社会契約説の理念、は非難され拒

6 John Rawls， Justice as Fairness: A Restafement， ed. Erin Kelly， Belknap Press. W公正としての正

義 再説』エリン・ケリー編、田中成明・亀本洋・平井亮輔、岩波書庖 2004、4頁。

7 George Crowder， lsaiah Berlin:・Libertyand Pluralism，Cambridge: Polity，2004， pp.176・182.
8 Char1es Larmore， The morals ofmodernity， Cambridge University Press， 1996， Chapter 7.またこ

の解釈問題に関しては GeorgeCrowder， Liberalism and 陥luePluralism ，Cambridge: 
Polity，2002，Chapter 7.とWil1iamA. Galston， Liberal Pluralism: The lmplications of均lue

Pluralism for Political Theory and Practice， Cambridge University Press，2002， Chapter 4.を参照。
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否されている。例えばヴィーコにおいては次のように論じられる。

ヴィーコは云う、例えば、当時支配的であった社会契約説は、原始林から出てきて一

緒に住むために契約をした大昔のばらばらな放浪者たちが、すでに契約の何たるかを

理解していたのを当然のこととしている。だがそんな考えは明らかに馬鹿げている。

なぜなら、そんな連中がこれほど複雑な概念を理解し一一ましてや用し、一一得たはず

がない、それまでに規則に支配された社会に住んでいたのでなければ。というのは、

そうしづ社会的なまとまりの中でのみ、契約とか約束としづ概念が一一手の込んだ社

会的機構乃至は慣習の一例であるーーが発生し、理解されえるはずであるから。原始

人が、全員の全員に対する(民主的)約束なり、全員が唯一人に対する(君主制的)

約束なりによって、社会組織を作り出しえたはずがない、何故なら、もし規則、慣習、

契約、等々の社会的紐帯がすでに存在していなかったら、約束という概念は何の意味

も持たなかったであろう。約束の上に国家を建てるというのは(国家の上に約束では

なくて)、上のように、全くの不条理である。ここから次のことが証明される、即ち、

社会契約という制度は、後世の社会習慣の歴史的起源でありえないのみならず、現在

われわれが何故このように行動するようになったのか(またそう行動するのを正しい

と考えるようになったのか)、つまり、何故、反逆しないか、権威への抵抗を糾弾する

か、借金を払うか、兵役を勤めるのを正しいと考えるか、税金を課せられるのをよし

とするか、等々を説明する分析用手段としても役に立たなしへ

それゆえ、ヴ.ィーコにとってホップ、ズやルソーのように社会契約に基づいて社会の成り立

ちを説明しようとする理論家は一一たとえそれが仮説的なものであったとしても一一、人

間の信念、行為、性格、経験が今日の様にあるのは、時間の流れの中で一歩一歩進んでき

たために今あるようにあるのであり、歴史的虚構によってあるのではないということを理

解しえていない。そもそも社会とは社会契約のような固定的なモデルによって成り立って

いるものではない。契約とか普遍的理性への従属、合理的利益の計算といったものは無知

の逃げ口上にすぎない。

社会は、意識的・半ば意識的・無意識の数々の記憶、個人としてのまた集団としての

9TH，p.60./試論、 99・100頁。
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反応や感情、社会生活の型(ある家族、部族、国民、時代の性格と呼ばれているよう

なもの)、これらの互いに絡み合って変化しつつある筋を縫い混ぜたようなものとみる

べきであって、その根元はほとんど見失われてしまっているが、ある程度は今もなお

晦冥でじれったい過去の中に巡りうるのである。この過程を起源まで辿る想像力と、

それを再構成する知識を具えた者のみが、現代におけるその効果を理解し、その価値

と将来とを測ることができるのである100

またハーマンにおいては次のように述べられている。

彼からみれば、自然法という考え、つまり国家なり人間の他の制度なりが、承認とい

う知性的な行為のようなもの、たとえば約束にもとづいていると考えるのはばかげて

し、る。約束を守るということは、考え感じる存在者としての普通の行為である。この

ような自然な現象を基礎として社会は成立している。国家は自然な必要から成長した

人間の共同形態だったlIO

それゆえ、国家を社会契約によって正当化しようとする試みの無意味性を論じる。

ハーマンの考えによれば、社会を、あるいは今の場合でいえば国家を正当化しようと

することは、言葉や愛や芸術の存在を、はたまた世界のなかの植物や動物の存在を正

当化しようとする試みと同じほどばかげている。王に、ひいてはそもそもだれかに私

が服従すべきなのはなぜか。私が約束したからではない。このような理由は歴史的に

みて正しくないし、論理的にも不要である。というのは、私がそもそも約束したのは

どうしてなのかという問いが残るからである。幸福のためか。これはしかし、私がこ

の世で求めているものではなし、120

ノくーリンがこうしたロマン主義者らの反社会契約説の立場に対して、どの程度賛意を示し

ているものなのかは不明瞭ではある。また、ロールズ、の理論は、ルソーやホップズのよう

10 TH， p. 61./試論、 101頁。

ll TH，p.294./北方、 66頁。

12TH，p.295./北方、 67-8頁。
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な社会契約説の諸論のように、自然状態から社会状態への歴史的移行と国家の成立過程と

その正当性を説明するものではない。ロールズ、の正義の諸原理は社会の基本構造にかかわ

り、制度を既定する原理への仮想的に公正な合意を目指すものであり、政治的諸問題への

様々な人々の意見の限界を規定するものである。それゆえ、ヴィーコらのような批判は、

直接にはロールズに対する批判とはなりえないであろう。しかし、少なくともパーリンが

「価値多元論j の立場に基づいてその議論を展開するときは、自身が論じたロマン主義的

思想、の中で論じており、その問題群もその中で論じられている。それゆえ、「価値多元論J

の政治哲学的諸問題への取り組みが、ロールズ、のような社会契約説的議論の思想的伝統の

流れの内にあるとは考えにくい。

ノ〈ーリンの政治哲学への立場は 1961年に発表された「政治理論は存在するか‘Does

Political Theory Still Exist?' Jという論文で表明されている。この論文の冒頭で彼は次のよう

な疑問を投げかけ、検討を行っている。

し、ったい、まだ政治理論とし、う学科が存在するのであろうか。こうした問いは英語国

民の間では懸念をもってしばしば発せられる問いであるが、それはまさに政治理論と

いう学科の存立そのものに向けられた問いで、あって、そこには、過去においてし、かな

るものであったにせよ、今日では政治哲学は死に絶えてしまった、あるいは死に瀕し

ているとし、う事態が暗示されているわけである130

パーリンはある学聞が死滅した確認できる理由は二つしかないとする。一つはその学問の

中心をなす前提一一経験的ないし形市上学的ないし論理的 が力を失ってしまい、もは

や誰にも信じられず受け入れられなくなってことによって、もう一つは新しい学聞が現れ

古い学聞がやっていた仕事を代わってやれるようになることによってである。そして第一

章でも触れたがパーリンはあらゆる学問は一定の聞に対して答えるために作られたのであ

り、その対象領域は問いの性質によって規定されており、その問への答えをどこに求める

かによって、「経験的・帰納的J、「形式的・演鐸的j、「哲学的Jの三つに分類されると考え

ている。「経験的・帰納的」な学問とは、問への答えが、経験的手段や秩序立った観察ない

し実験によって、発見可能だと我々が知っている問いを主題とする学問である。自然科学

や社会科学が個々に分類される。次ぎに、「形式的・演緯的」な学問とは、聞いへの答えが、

13 CC， p. 143./自由論、 455頁。
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ある一定の公理や規則に従うことで導き出されることを、我々が知っている問いに関する

学問である。数学や論理学などがその代表である。最後に「哲学的」な学問とは、聞いへ

の答えをいったいどこに求めたらいいのか、我々が知らないような聞いに関する学問であ

る。他の二つの学問はたとえある関連する問題に関して、その答えを知らなくても、どの

ような手段を用いて論じれば答えにいたることが可能かどうかをわれわれは了解している。

しかし、「哲学的」な学問領域は、そうした了解の働かない問いに関する学問領域のことで

ある。この問題に取り組むとき、われわれは一体全体どこに何によってそれが答えうるの

か全く持って確信もって言うことはできず、途方にくれてしまう。「哲学的」な学問とはそ

ういった学問であり、特に倫理学、美学、批評といった価値判断を含む領域に顕著で、ある140

では政治的な問題は一体このいずれに分類されるのであろうか。パーリンは伝統的な政

治理論の核心的諸問題は、平等や権利、法、権威に関する問題と様々あるが、最も基本的

問題は「どうしてひとは、だれか他のある人に服従しなければならいのか」と言う問題で

あると主張する 15。それは「どうして人は服従するのか」という問題とも、「誰が誰に服従

するのか、いつまたどこで、それはいかなる原因によって」という問題とも違う問題であ

る。後者の二つは、経験心理学や人類学、社会学を通じて答えうる問題であるが、一方で

前者の問題関して答えようとするならば、権威や主権とか自由とかの政治的観念の規範的

なものの説明とその妥当性の正当化を必要とする。しかし第一の問題に関していまだ広範

な一致は無く、将来的にも一致しうる見込みも無い。それゆえに、パーリンは政治理論の

問題は「哲学的Jな学問であり続けると評価する。そもそも、われわれは諸目的が相争う

社会に生きており、そうであるからこそ政治哲学的議論が成り立つので、ある。もし、本当

に世界にわれわれが目指すべき目標は一つしかないとか、たった一つの目標によって支配

された一枚岩的な社会があったとしたならば、残された問題はそれに向かう技術の問題だ

・けであり、科学的・経験的手法によって確定され、われわれはもはや相争うようなことに

はならなくなるであろうし、政治は将来的に「帰納的j か「演緯的」方法によって解決さ

14CC，pp.1444./自由論、 457・62頁。

15 なお、政治理論の核心をこのようにとらえるのはパーリン独自の発想というわけではな

い。同時期にイギリスで著名で、あった政治思想家E.H・カーの主著『危機の二十年一理想

と現実-TheTwenty Yeares 'Crisis 1919-1939: An lntroduction to the Study ollnternational 
RelationJJで国際社会であれ国内社会であれ人々がある一定の行動のルールに従わなければ

存続しえないために、政治哲学の根本問題は「なぜ人びとはこうした行動ルールに従わな

ければならないのかJと定義している。 (E.H・カ一、『危機の二十年一理想と現実-JJ、原

彬久訳、岩波書居、 2011、95頁。) r歴史の必然性j としづ小論を見る限り、パーリンはカ

ーの著作を広範に読んでおり、彼の議論を引き受けているといえる。
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.nるものになってしまうlt

しかし、もし社会が一枚岩的な社会であったとしても、つまり唯一つの優越的な目的が

すべての人に信じられ、それが何かについても見解が一致しているような社会があったと

しても、「哲学的」領域が払拭しきれるわけではないとパーリンは論を進める。まず一社会

の進みを規定する目標はごく一般的なものに過ぎないために、し、かなる生活や行為がそれ

を達成するのかという問題が残される。手段と目的の聞にはギャップが存在し、それを埋

めるために二次的な諸目標・諸目的を議論せざるを得ず、それへの手段はまたさらに下位

の諸目標・諸目的によって具体化されギャップが埋められてし、く o それゆえに、たとえ唯

一の優先的目標・目的が定まっていたとしても、様々な段階で「何をなすべきかj という

問題は付き樺うのであり、そこで起こる種々の従属的諸目的聞の衝突は最上位の目的から

演緯的推論によって自動的に答えが出てくるようなものではなく、「哲学的Jなものとして

あり続けるのである。また、共有された目標がたとえ動かしがたく一切の変更を拒否する

ものであったとしても、様々な状況で様々な人に対し様々な意味を持ちうる。その目標に

関連する諸概念に哲学的分析を行えば、明確な不一致点が明らかにされ、実際には相反し

ていることが浮き上がる。最も一枚岩的な社会として考えうる宗教的な共同体においても、

歴史を見れば同じ経典・聖典を信じつつも解釈の違し、から相争い、ときには深刻な宗教戦

争へといたった事例は枚挙に及ばないであろう。たとえそれが最高の目的のために選び出

された従属的諸目的で、あったとしても、それが目的である以上、その結果のためだけでは

なくそれ自体として人はそれを追い求めるのである 17。マックス・ヴェーパーは『プロテス

タンテイズムと資本主義の精神』において、勤労や節制といった資本主義的精神が、カル

ヴ‘ァンの予定説に基づいたプロテスタンテイズムの世俗内的禁欲によって生み出されたも

のであるとした。そこにおいて、勤労や節制といった諸目的は、死後神の国に行くという

最上目的への従属的諸目的である。しかし、やはりそれらは目的であったからこそ、もは

やその最上命令が意味を成しえなくなった現代においても、それ自体は求められるべきも

のとして存続しえているのではないであろうかと思う。

また政治哲学の問題を「何が特に人間的であり、何がそうでないか、またそれはどうし

てかとか、たとえば目的というカテゴリーなり あるグルーフ。に属することといったカテ

ゴリーなりが、あるいはまた法律が、人間とは何であるのかを理解するのに不可欠である

16 CC， pp. 148・50./自由論、 466・9頁。

17 CC， pp. 150・1.1自由論、 470・2頁。
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かどうかとか、そういった問題で、あり、したがってまた、ある人間の目標の生まれてくる

根源、その範囲、その妥当性といった問題Jとも定式化している 18 このとき「人間に関す

るわれわれの自覚的な観念一一人間は他の実在とし、かに異なるか、なにが人間的であり、

なにが人間的でないか、あるいは非人間的であるか一ーには、それによってわれわれがデ

ータを知覚し、整序し、解釈する幾つかの基本的なカテゴリーの使用が含まれている 190J 

そして、政治哲学はこうした人間の観念に含まれる基礎的なカテゴリ一一一たとえば自由

や社会、幸福、善悪、正邪、選択、真理等々一ーを分析することによって、その問いに答

えることとなる。その試みは二つの課題を持つ。第ーには、人々の思想と行為に浸透して

いる一つのモデルか幾つかのモデルを意識化させ、そして第二にモデルそのものを受け入

れるか、修正するか、より適切なモデ、ルを提出して斥けるかをしなければならなし伊。それ

は、カント的な批判哲学的試みで、あって、人間の道徳営為における超越論的な諸カテゴリ

ーの実相を明らかにすることといえる。ただカントと異なり、バーリンはそれを経験論的

に行いうるものとして捉えている点にある210

以上のような政治哲学への見解を持つパーリンにおいて、まず言えるのはロールズのよ

うにある一つの合意可能な原理なりが定まったとしても、政治哲学の議論が終わるもので

はない。パーリンにとって問題が解決されるということは、新しい状況を生み出すことで

あり、それが更なる問題を生み出す。まだわかっていない結果の、そのまた結果の結果ま

で有用な措置をわれわれは取ることができない。この連関はとどまることは無く、流れ続

けることとなる22。それゆえ、われわれが対立すること葛藤すること一一それが個人の心の

内であれ、諸個人間のものであれ、国家聞のものであれーーは、人間の存在に取りまとう

条件であり、政治哲学が存立する基礎である。対立や葛藤というものは除去できるもので

はなく、むしろそれが完全に除去できると考えるところに「一元論j 的な思考が潜んでい

るのである。この「対立の除去不可能性Jがパーリンの政治哲学観の第一の特徴である。

次に、政治的対立という問題に取り組むということは、政治哲学的議論としては、合意

できる原理を見出すよりもまず、実際に対立を生じさせている、もっと言えば「対立j と

18cc，pp.1561./自由論、 482-3頁。

19 CC， pp. 162-3./自由論、 494頁。

20 CC， pp. 159・60./自由論、 487頁。

21 森達也、 「パーリン政治思想における哲学的構想一一「オックスフォード哲学」期を中

心にJ (~早稲田政治公法研究』第 66 号、 2001 、 155・ 183 頁)を参照。
22 CT， pp. 14・5./選集 4、20・l頁。
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しづ現象の認識を成立させているものを明らかにすることである。ロールズ、においては、

便益の分配に関する諸個人の利益欲求の対立が政治的対立であるが、実際我々がある便益

の配分が自身の利益になるかどうか、それとどのような係わり合いにあり、どんな人々と

対立しているのかを認識しうるのはなにゆえであろうか。マイケル・サンデ、ルの「負荷な

き自己 (unencumberedself) Jという批判や、アマルティア・センの「基本財 (primarygoods) J 

に代わる「潜在能力(capability)J概念の案出もこの点が関わっているように思われる。たと

えば、累進課税制度に関わる議論において一般的に自由と平等が対立すると理解されるが、

それを検討する理論家は別として、実際的に自由の側に立つのは多くは資本家や経営者と

いった経済的に裕福な側であろうし、平等の側に立つのは経済的に恵まれない人々である

のは事実であろう。日常的に経済的に裕福な人が平等主義を取ることの一貫性が疑問視さ

れ論じられうるが、それは経済的富裕さと平等は一貫しがたいものであると考えられから

であろう。累進課税制度で誰の自由が削減され、誰の平等が増えるのかということを認識

しうるのかは、そもそも自由と平等ということに対してどのように我々が現に了解一一意

識的であれ、無意識的であれーーしているかに基づいているであろう。自由と平等や、ま

たそのほかの諸価値どうしは確かに対立するのであろうが、それは排中律的に論理的な形

でのみ対立し合っているよりもまず、まずもって我々が対立しあっていると認識するとこ

ろにおいて初めて諸価値の対立というものはその実を持つので、ある。自由や平等といった

諸価値が辿ってきた歴史的変遷によってその実が与えられ、我々はその歴史的枠組みの中

で初めて、「対立」を言う現象へと向かうことができるのである。累進課税制度がいくら自

由と平等の対立事例として挙げうるものだとしても、福祉や私有財産権といった概念を持

たず、価値を置かない社会や時代においてはそのような事例としては理解されえないであ

ろう。ノ〈ーリンにおいて、われわれがある事を思考する認識するといったことと、言語を

使用するということは同義であり、どちらかがどちらかに先立つというものではない。ま

た、言語それ自体は単なる道具的なものではなく、その言語をもってどのように諸問題に

先達たちが応じてきたかの歴史的堆積物であり、言語で思考するということは、その言語

が持つ歴史的に構築された枠組みを引き受けざるを得ないことを意味している。諸価値の

対立も自然発生的に生まれてくるのではなく、我々が引き受けた言語の意味地平の中で起

こるのである。そのため、ある「対立Jへの認識が起こっているのであれば、我々はその

「対立」を可能としている様々な概念を思想史的に読み取り明らかにすることなしには、

なぜその「対立Jが起こらざるを得ず また我々がそのことに関心を持ちうるのかの説明
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がつかない。パーリンは、政治的に思考するする人の問題は妥当性と真理の問題であると

したが、彼の関心は発生と生成の条件に関心が向いており、それを第一義的な問題として

捉えている。つまり、ある政治的モデ、ルや概念といったものが正しく現実を捉えうるもの

なのかどうかよりもまず、そのモデルの起源を問題にすることをパーリンは優先する23 そ

れゆえ、「政治的諸概念への歴史主義j が第二の特徴となる。

最後に、パーリンが定式化する「どうしてひとは、だれか他のある人に服従しなければ

ならいのかJとしづ政治哲学の課題は、いうまでもなくある権力の根源や妥当性、正当性、

その範囲に関わる問題であり、総じて言えば主権論的問題である。この点においてパーリ

ンの思想は倫理的問題と一線を画している。それは現在存在する種々の政治体の権力構造

や、その在り方や行使のされ方に関する経験的研究ではない。人間の諸行為についての観

察とその経験的仮説の論証にだけ問題を限っている人々、たとえば民主主義的手続きの方

法と影響についての経験的研究者達は一一たとえ政治哲学の領域において多くのことを言

いうるとしても一一一政治哲学者ではない。パーリンにとってそういった人々は自然科学者

のように事実について研究し、仮説や法則を定式化しているだけである。けれども、こう

した分析をなすさい、無自覚に彼らは自身の優先的な人間観に照らして分析を行っている。

人々やグループ。がどうあることができ、どうあるべきか、なにをすることができ、なにを

すべきかといった政治的諸問題は、論理的に直接的に人間本性の捉え方に依存している。

誰に従うべきかという主権論的な問題も人間本性という観点と関連付ける形で見られなけ

ればならなし、240これはある意味で、規範的なものと事実的なものとが混靖した問いである。

ただし、人間本性を問題にするとはいえ、パーリンは人間本性が実在するとは捉えてい

ない。彼はヴ‘ィーコに基づき、人間本性に対して次のように捉えている。

人間の本性は、永らくそう思われてきたように、静止的、不可変なものではない、い

や外力によって変えられたことがなかったとさえいえない。さまざまな変化を通じて

も同一不変たり続けるような中心の核や精髄を含んでいるとさえ云えない。自分をと

りまく世界を理解し、それを自らの物理的・精神的欲求に適合させようとする人間自

身の努力は、不断に人間の世界と人間自身とを変化させていく 250

23CC，p.156./自由論、 481頁。

24cc，p.167/自由論、 502-3頁。

25 TH， pp. 8・9./試論、 13頁。
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ノくーリンは、人間の本性を流動的で歴史的なものとするため、人間本性を論じるとしても

それは、アプリオリに知られうるような人間の属性と目的の実在について論じることでは

ない。人間の本性は経験の流れの内の固定した芯のようなものとして探し出すものではな

く、その流れそのものにみなければならないものである。経験論的政治学者の持ち込む人

間観は、せいぜいその人の限られた経験の中で作られた仮構でしかなく、問題を簡略的に

述べるのには一時的に役には立つで、あろうが、人間の可塑性や流動性を考慮に入れなけれ

ばカリカチュアに過ぎないものであるお。端的に言えば、人間本性が実在するのではなく、

「人間本性」という語があることによって、他人や自分に何かしらの芯のようなものがあ

ると信じているのであり、それがあるという信念が普遍的であるためだけで、ある270

人間の本性とは何か。肉体的に何であるかを言うのは、さして難しくはない。思うに、

人はいくつかの身体的 生理的、神経的な構造 いくつかの器官、いくつかの身体的

な感覚と心理的性質、考え意志を持ち感じる能力を有している。これらの特徴の中の

あまりにも多くを欠いている人は人と呼ぶよりは、動物ないし無機的なものと呼んだ

ほうがよいであろう。しかし他方で われわれが人間の本性と考えるものの中に同じ

ように深く入り込んでいるいくつかの道徳的な性質がある。われわれと人生の目的に

ついて違った意見を持った人々と出会ったとしよう。彼らは自己犠牲よりも幸福を、

友情よりも知識を優先させている。われわれは彼らを閉じ人間として受けいれるが、

それは何が目的であるかについての観念、彼らが自らの目的を擁護してくり出してく

26 TH， pp. 57・60.1試論、 95帽 99頁。

27 たとえば、「価値多元論j思想の一端をなすハーマンにおいて、概念と実在に関係に関し

ては、哲学者達は、「言葉 (Woは)を概念 (Begri的と、概念を事物そのもの (Dingselbst) 

とみなす」ことによって抽象概念を物象化し、それを基に体系を築くという愚を冒してい

ると見なしている。数々の抽象概念は、「思惟されたもの (entiarationis) Jに過ぎず、何一

つ実在の事物を指し示すことのない恋意的な虚構に過ぎないものである。論理的関係や存

在論的紐帯で、永遠の本性が内在的に結び付き合っている世界などは存在せず、当然それ

を映し出す理想的な言語など存在しない。世界はただ諸事物と人々、それらの事実上の関

係からのみ成り立っている。それは我々の日常経験によってのみ明証に示され、経験の外

部には何もないのである。あるはただただ経験の流れだけであり、概念はそういったもの

を一時切り取っているに過ぎない。 (TH，pp.283・8./:1ヒ方、 47・55頁。)また、パーリンは次の

ようにも述べているのも示唆的である。「永遠の原理についての直接的に非経験的な知識、

直感、内省といったものがあるとは、私は思いません。それがあるという普遍的な人間の

信念があるだけです。J(CON， pp. 113-4./回想、 171頁。)
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る議論、彼らの全般的な行動が、我々が人間と見なすものの限界内に入っているから

である28

ノ〈ーリンにおいて人間本性が意味するものは、われわれが他者を自身と同等の存在と同定

しうる限界を示すものである。よって「誰が誰を」という主権論的問いへの議論も、こう

した限界概念としての人間本性への言及を避けることできず、また関わらざるを得ない。

人間本性は通常われわれの意識に上るものではなく、むしろ政治判断や道徳的判断の前提

条件をなしているものである。政治哲学はこの前提条件を構成している諸々のことを明ら

かにすることである。それを明らかにし、問いに答えることは、政治におけるわれわれの

人間本性観の枠を変えることである。つまり、誰が政治活動に参加しうるに相応しい資格

を持っているかということについて我々が持っている無自覚的な範曙的領野を再定義しな

おすことである。また人間本性の内実は一様ではなく様々な段階がありうり、人間一般に

及ぶものから地域的なもの文化的なもの様々であろう290

パーリンの思想、には、二章で例示したピンを刺す人の例に代表されるように、人間本性

の域の存在を重視し、それを越え出るか出なし、かを問題視する。無実の人を処刑したり、

友人を裏切ったり、子供を拷問したりすることに一切の罪悪を感じないような人をバーリ

ンは非人間的存在とする。われわれはそういった人に出くわしたならば、真っ当な議論は

不可能であり、道徳的能力の欠けた人物としてみなし、場合によっては精神病院などに収

監しようとさえするであろう。こうした人々は確かに、生理学的には人間であり、種とし

ては人間ではあろうが、道徳的政治的主体としてはわれわれが人間として理解できる域を

越え出ているのである。もしこうした域への感覚がなければ、ナチスのような全体主義の

非道を非道と感じえられないであろう。前章で論じたように、パーリンの思想においてこ

の人間的ということ、「人間的地平j への感覚が常に中心をなしているのである。政治的に

はそこまで広範な人間の限界概念にまで抵触はしないであろうが、しかしわれわれが相手

を対等な相手として認識し得ない限りにおいては、共に政治的営為を行うことはできない

28CT，p.203J選集 4、240頁。

29 パーリンは重要性の高い順に、普遍的な倫理法則、慣習、慣行、礼儀、趣味、エチケッ

トと段階を区別している。 (CT，p. 205./選集 4、242頁)おそらくはこの段階の差にしたがっ

て、人間的、文化的、民族的、集団的とかといった区別をわれわれはなし得るとパーリン

は考えているかと思われる。普遍的な倫理法則を越え出る人はもはや同等の人間としては

みなし難いであろうが、同じ慣習を持たない人は異なる民族や共同体の人ではないと感じ

えても、道徳主体としての人間ではないとは見なさないであろう。
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であろう。だ、からこそ政治における承認がひとつの問題になるのである。

一般に被抑圧階級あるいは被抑圧国民が要求するものとは、たんにその成員の妨げら

れることなき行動の自由といったものではなく、またなによりもまず社会的あるいは

経済的な機会の平等であるわけでもない。ましてや理性的な立法者によって考え出さ

れた摩擦のない有機的国家内に、ある地位が割り当てられることでもない。彼らが欲

していることは、しばしば、人間の活動の独立の源泉として、つまりそれ自身の意志

をもち、その意志(善かろうと悪かろうと、正当であろうとなかろうと)にしたがっ

て行為しようとする一個の実在として、(かれらの階級、国民、皮膚の色、民族を)認

めてほしいということ、ただそれだけなのである。(中略)この願望・欲求はきわめて

強大なものとなりうるから、烈しく地位を熱望するあまりわたくしは、とにかく一個

の人間として、競争相手として一一つまり同等のものとして一一認めてくれるのであ

れば、自分の民族なり社会階級のうちのあるひとびとによっていじめられ悪政を施さ

れるのであっても、その方が、自分をそうありたいと願うようなものとして認めてく

れない上位の関係うすいグループのひとびとによって寛大に手あつく扱われるよりも

よいとするかもしれないのである。(中略)このような相互承認〔認知〕への欲求によ

って、時としてし、かに権威主義的なデモクラシーであっても、その方が、いかに開明

的であれ寡頭独裁制よりはよしとされるのであり、また新しく解放されたアジア・ア

フリカ諸国の成員が今日、自分の民族ないし国家の成員によって粗野な扱いを受けて

も、外部からの慎重・公正・上品・善意の行政官によって統治されていたときよりも

不平をいうことが少ないということにもなるのである300

このような承認を通じて、政治参与者への相互認識の域が広がるのである。現代のわれわ

れは、性別や人種といったもので政治参加から排除することは、その相手を対等な人間と

して扱つてないとして非難しうるが、封建時代において被統治民を政治的参加から排除し

ていたとしても、君主が彼ら人間として扱っていないと非難することは時代錯誤であろう。

この時代錯誤が成立するところに人間本性の域の差異があるのである。パーリンの政治哲

学的問いは単に政治権力の現在のありょうを記述し権力構造に関する社会科学的な仮説を

立証することではなく、政治諸行為に関わる人間本性の諸理解を構成している諸概念・諸

30 L， pp. 202-3./自由論、 362・5頁。
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観念を解明し、それがもし変容するのであればそれによってわれわれの人間本性観、政治

的主体への認識様式がどのように変容するのかを明らかにすることである。それはいうな

れば「人間学的主権論」とでも呼べるような政治哲学観である。

こうしたパーリンの政治哲学にとっては、ローノレズのような諸個人が合意しうる原理を

捜し求めることそれ自体は政治哲学的試みにはならない。むしろロールズ、がその諸理論を

なすさいに用いた諸概念を考察し、その問いの哲学的所在を明らかにするところに優先性

がある。たとえば、ロールズは人間の道徳能力として、「合理的 therationa¥Jなものと「理

性的 thereasonableJなものとの区別をなし、人々がそういった能力を持つことをもって自

由で平等な人格の要件とする。ある政治的行為者一一個人であれ共同的な集団であれーー

が「合理的Jとは、その人が「善の構想 theconception of the goodJへの能力を持つことを、

つまり自身の利益や目的それ自身を追求ことへの判断や熟慮、を行う能力を持っていること

を意味する。「善の構想」とは、その人にとっての最終的な目標・目的、人生において価値

があるものは何か、完全に価値ある人生とは何かを明らかにするものであり、一定の宗教

的・哲学的・道徳的な包括的教説の中に位置づけられ解釈されるものである。次にある行

為者が「理性的」であるというのは、正義感覚への能力を持つことであり、社会的協働の

公正な条件を明確化する政治的正義原理を理解し、適用し、準拠して行動する能力である。

この二つの道徳能力をもっ人格が、まず自由であるということは、第一に自分たちがお互

いに「善の構想」を持つ「合理的」な道徳能力を保持しており、特定の「善の構想」や究

極目的体系からも独立でそれと同一視されることがなく、たとえ自身の構想を変更や修正

しても政治的正義に関してはその法的アイデンティティ変わることないということである。

第二に、諸制度に対して自身の「善の構想」を増進する権利が自身にあると見なしている、

つまり自分たちを妥当な請求権の自己認証的源泉と見なしていることにある。また平等で、

あるというのは、全生涯にわたり社会的協働に携わり、社会に貢献するのに必要最低限の

道徳能力をもっているという点で諸人格は平等である。

こうした自由で平等な人格という概念を用いてロールズ、は正義原理への考察を加えるの

であるが、パーリンにとって問題なのはそういった人格概念それ自体の正当性・妥当性の

問題である。ある行為者がある政治社会において「自由Jであることの要件が、そもそも

ロールズが想定したことで本当に「自由」であるといってもよいのであるかどうか。また

我々は他者が自身と同じように「善の構想Jを持つことをなにゆえに知っているといえる

のであろうか。またそもそも、「善の構想」を持つことが「合理的j であるとすることも、
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あくまでもロールズがそう定義しているだけであり、それが「合理性」というものに対し

我々が日常的に了解している意味よりも、政治哲学的にふさわしし、かどうかの論証それ自

体はなされていない。実際には、「自由Jで「平等」な個人というものがまず存在しうるこ

とはロールズの『正議論』の議論が組み立てる前提であって、論証すべき目的ではないた

め、そうなのは仕方がないであろうけれどもへもし、ロールズの理論へパーリンが批判を

為したのであれば、それはマイケル・サンデルが『リベラリズムと正義の限界 Liberalismand 

the limits ofjωticdで試みたのと類似した論点、となるであろう 320

よって、政治哲学ということで少なくともパーリンが問題にしたことと、ロールズが問

題にしたこととは同じではなく、その着目点も異なるといえる。確かに、両者は多元論的

な政治哲学者であろうが、だからといって同じ問いを共有していたとすることは、ロール

ズ以降の政治哲学者の意向に沿うものかもしれないが、パーリンの意向に沿うものではな

いと思われる。パーリンに限らず、倫理学・道徳的議論に関して多元論的観点をとった哲

学者や理論家は少なくないが、ではかれらの理論的実践的問題関心がロールズと類似であ

ったとは、容易にはいい難いのと同様である。よって、ロールズの問題枠でパーリンの思

想を解釈し論じることも、またロールズの「正義の二原理Jのような原理をパーリンの思

想の中に求めるのも、筋違いな議論でしかないように思われる。例えば、はじめに提示し

たクラウダーの「合理的な不合意」と言う概念に対しては、「合理的とはなにか」、「合意と

は何か」と言ったことをパーリンは問題にするのであって、「合理的な不合意Jと言ったも

のを認めるかどうかといったことへの議論へは参与しない。

しかし、問題を共有していなかったからといって、ロールズがパーリンの「価値多元論J

を誤解していたとか、また誤った問題設定をしていたとかを言いたいわけではない。実際、

『ロールズ‘ 哲学史講義 Lectureson The History ofMoral Philosophyjといった、講義録が残

っているように、前述の「合理的j や「理d性的」といった人間の道徳能力に関するロール

ズの考察は、道徳哲学的への深い考察から導き出されたものである。であるが、彼が政治

31 John Rawls， A Theory of Justice， ~ 77. (~正議論j77 節。) JusticeωFairness:・ARestatement， 

!3 7. (~公正としての正義再説』、 7 節。)
32 スティープン・ノレーカスの‘IsaiahBerlin in Conversation with Steven Lukes' (in Salmagundi 

No 120，1998， pp.52・134)において、パーリンはロールズ、の議論の問題点を「誰が正義の諸規

則を公式化し、どのようにそれらを我々が発見するのか」とし、ロールズ、が想定するよう

に、「合理的j な人々だけからは政治的統治機関は設立し得ないと批判している。サンデル

も「負荷なき自己 unencumberedselfJとして合意形成に関わるロールズ、の人格概念を批判し

ている。両者の論点は共に、合意形成に関わる人々の想定それ自体の妥当性を問題にして

し、る点で同じ観点を持っているように思われる。
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哲学で論じたかったことそれ自体は、その講義で述べられた道徳哲学全般の議論ではなく、

政治社会における正義原理の導出にあった。パーリンの関心はむしろローノレズ‘の思想の基

礎となった道徳哲学への諸議論に重きを置いただ、けで、あったというだけである。パーリン

が『正議論』での種々の帰結に関してどう評価するのかは憶測の域を出ないが、 1956年に

書かれた小論‘Equality'(inConcepts and Categories: Philosophical Essays， ed. Henry Hardy， 

Pimlico， 1999.)で論じられていることを見る限り、全く賛意を示さないものでもないといえ

る。たとえば、パーリンは不平等への不服が生じる最大の理由は、「ほとんどいつも人々が

強く望んでいた特徴ないし物一一財産、政治的ないし社会的権力、地位、才能の発展ない

し経験の収得のための機会、社会的ないし人格的な自由、あらゆる種類の特権など一一一の

所有、あるいは享受における格差」であると捉える330 不平等社会への反論は、自然権への

違反としてか合理的原理への違反のいずれかの形式が歴史的に取られてきた。前者は、万

人は自然権を持つことを前提とし、「自然権とは何か、その存在はいかにして証明できるの

か、すべての自然権が万人のものなのか、それともいくつかの自然権だけが万人のものな

のか、さらにはいくつかの自然権だけがいく人かの人のものなのか、そして平等は、自然

権の拡張から生じる要求の分野以外のところでも望ましいことであるのか等Jの点におい

て意見が分かれる。後者は、「差異はそれを制度化ないし維持する充分な理由が挙げられた

ときにだけ、正当化することができるJと前提し、「十分な理由を構成する要件は何か、よ

い理由によって正当化できる制限はどの程度のものであるか等々について」意見が分かれ

る34。そして、「平等一一公平一一ーへの信念、何らかの確認可能な基準によって充分と認め

られるような理由がなければ、ある人を他人よりも優遇してはならないという見解は、人

類の思想に深く根を下ろした原理であるj と述べており、合理的原理に基づく平等主義へ

の一定の理解を示しているたロールズの『正議論』の試みは、パーリンの言うところの合

理的原理を構想する試みと言え、その試みと帰結を全面的に否定するような立場には立た

ないであろう。

33 CC， p. 90./選集 2、317頁。

34 CC， p. 91./選集 2、318頁。

35CC，pp.1014J選集 2、335頁。
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3.選択することから人間本性へ

ロールズのように合意を目指さないパーリンの政治哲学は実践的問題に対してどのよう

な理解を我々に要求するのであろうか。前述したような三つの政治哲学への特徴的理解に

基づいて、政治的な諸対立に対しある一定の解を与えるという行為は、パーリンにとって

どのようなものとして言い表せるのかだろうか。まず言える事は、ジョセフ・ラズやジョ

ン・グレイ、ジョージ・クラウダ一、ロパート・コスチらが問題にしたような、諸価値の

階層・順序化ということは、パーリンにとっては第一義的な政治哲学的行為ではない。「価

値多元論」に立場を取ることは、合理的な諸価値の比較する基準が存在することが否定さ

れるのであれば、国家や何らかの政治的権威によるあらゆる政策・提言は、それがどれだ

けよいものとして理解され合理的と見なされても、ある人の自由を侵害し抑圧するだけの

十分な理由を原理的に持ち得ないことになる。個々人によってなにがよいとされるかは異

なり、その良し悪しを判別する合理的普遍的規準は存在しないのであるから、し、かなる観

点から主張された価値観も他の人々の価値観を殴損せざるを得ず、国家などの政治体にお

いては抑圧を生まざるを得なくなる。けれども実際的には、ある政策によって国家などの

政治体は、人々にある行為を強制的に従わせなければならない以上、何らかの正当化する

理由を捜し求めなくてはいけなくなるため、諸価値の階層化や秩序化を問題にしなければ

ならない。とくにラズのような法哲学的な論者にとっては、法律をはじめ規則や規範に人々

が沿うべき権威性が根源的に正当化し得ないということは、法の存在理由それ自体を揺る

がすものであり重要な問題となる。グレイは、「価値多元論Jと自由主義を結びつける議論

において、次のように述べている。

もし合理的な共通尺度ない複数の善(そして悪)があるとすれば、政治的権威にとっ

てそれらの善悪の何らかの組み合わせを国民に押し付けるよい理由はありえないこと

になるであろう。実際に、さまざまな人がそれぞれの生活の中で、一つの生活の中で

は構成的に結合不可能な共通尺度のない諸善の結合を体現できるとすれば、政治的権

威が国民にひとつの生活パターンを押し付けないようにするよい理由となるであろう。

(中略)善悪の合理的な比較不可能性としづ根本的な価値多元論の命題が真であると

すれば、国家には何らかの特定の価値序列を国民に押し付ける充分に合理的な理由は

あり得ない(何らかの価値ある生活の可能性を確保するのに必要な場合を除いて)、そ
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してこのような価値序列の押し付けは抑圧か、何らかの真の価値の不完全な実現とい

う結果をもたらすから、国家はこの種の権威主義的ないし、非自由主義的な政策は取

らない方がよいことになるという主張である360

それゆえ、彼らは個々人が合意しうるような、少なくとも個々人のもつ価値観や生活様式

を阻害しないような原理を求め、諸価値を階層化や秩序化しようと試みるのである。しか

し、「価値多元論j がグレイらの言うように、政治的権威や正当性というものを根底から掘

り崩すものであるならば、なにゆえパーリンは政治哲学的課題を「どうしてひとは、だれ

か他のある人に服従しなければならいのか」と定式化したのであろうか。私はむしろ、パ

ーリンは政治の本質を人々がなににどのように従うのかといったところにあると見ていた

のであって、それをグレイのように「非自由主義的j と否定的には捉えてはおらず、政治

哲学を論じる以上避けては通れないものとして、積極的に論じるべきものとして受け止め

ているように思われる。

そもそも、政治的権威や権力へ否定的な見解を示す人々に共通することは、パーリンが

『二つの自由概念 TwoConcepts of Liberty~ で区別したところの、外的干渉がなく、その人

が為さんとすることができる範囲が保持されている状態としての「消極的自由」にパーリ

ンが優先性を置いていたはずであるという理解にある。確かに、「消極的自由Jを自由の中

心的意味、優先的意味とするのであるならば権威的なものは否定的なものとして理解され

るべきであろう。「消極的自由」の意味は「主体一一一個人あるし、は個人の集団一ーが、他

人の干渉なく、することができ、そうあることができることを、そうすることができ、そ

うあるよう放任されている、あるいは放任されているべき範囲はどのようなものであるか」

に答えることに基づき、権威や権力を抑圧することを欲することを意図しているとパーリ

ンも捉えている。

では、パーリンにとって「消極的自由Jが政治的自由の本質的中心的意味で、あったので

あろうか。この点はパーリンが『二つの自由概念』で政治的自由の中心的意味を、「消極的

自由 Cnegativefreedom) Jと、自身の行為の源泉を自己自身や、自身が認めた存在に帰属さ

せる、自律的状態としての「積極的自由 Cpositivefreedom) J区別を成し、「積極的自由j が

「一元論j に基づくことで強制を正当化し全体主義への道を聞きうるとして批判して以降、

36 John Gray， Isaiah Berlin. London: HarperCollins， 1995. rパーリンの政治哲学入門』、河合秀

和訳、岩波書居、 2009、168・9頁。
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多くの自由主義的政治哲学者らの関心を呼んだ論点である。仔細には差異があるが、一般

的な理解ではパーリンは「消極的自由」を擁護し、政治的自由として「積極的自由Jより

もより妥当な概念であるとしたとされている。そのため、批判のされ方もその点を中心と

してなされている。例えば、『二つの自由概念』の出版後の批判としては、 G.C・マッカ

ラムのような「消極的自由Jの定義に関わるものや、チャールズ・テイラーのように「積

極的自由」の意義の再認を迫るものが一般的である370 また、パーリンの著作が広範に読ま

れ「価値多元論j という立場が明確してきてからは、合理的な判断基準の存在が原理的に

想定できない中でいかにして「消極的自由」を擁護しうるのかという議論が現れてくる。

しかし、奇妙なことにパーリンは、政治的自由の本質は「消極的自由Jか「積極的自由J

という問題に関して、一貫して自身がどちらかの概念を優位的なものとして支持している

とすることを避けようとしている。例えば8年後に『自由論 FourEssays on Liberty~ に『二

つの自由概念』が再録されたとき、序論においてそれまでになされた批判に次のように答

えている。

《積極的》自由に対して《消極的》自由を無条件に弁護したものと広く受け取られた。

しかし私はそういった意見をもっていない。再三批判されたこの文章は、確かに弁護

ではあるが、一元論に対して、多元論を弁護しようとの意図で書かれたものである。

即ち、同じように究極的な目的の主張が互いに両立しないことを認めた上での多元論

を、競合する主張のうち一つを除いてすべて抹殺してしまうことにより問題を解決し

ようとする無慈悲な一元論に対して、弁護しようとするものである。従って私はテキ

ストを修正して、双子の兄弟である《積極的な》概念に対して、《消極的な》概念を無

条件に裏書きするのではないことを明瞭にした。消極的な概念を無条件に裏書きする

ことは、まさに、それ自身不寛容な一元論になってしますうのであり、これこそ私が

全文をあげて反対しているのである380

また晩年においても同様に優位性への言及を避けている。

37 C王GeraldC MacCallum， 'Negative and Positive Freedom' ，Philosophical Review 76，1967， pp. 
312-34. Charles Taylor，‘What's Wrong with Negative Liberty' ， The Idea 01 Freedom: Essays的

Honour olIsaiah Berlin， ed. Alan Ryan， Oxford University Press， 1979， pp. 175・95.

38 L， p. 50， note./自由論、 89頁。
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私は積極的自由に反対して消極的自由を擁護し、消極的自由の方が文明社会に相応し

いと主張したという嫌疑をかけられていますが、その理由は唯一つ、積極的自由とい

う観念一一もちろん、まともな生存のためには本質的に必要なものです一一の方が消

極的自由の観念よりも悪用ないし歪曲されることが多かったからという理由です。ー

っとも真の問題であり、避ける訳にはいきませんへ

このとき、「積極的自由Jが歪曲されてきたというのは、「積極的自由」それ自体の論理か

ら導出されるものではなく、「一元論」を想定することによって引き起こされるものであり、

「消極的自由」においても同様の事態は起こりうるとパーリンは考えていた。ただ、その

理想、が強制の不在で、あったために「一元論j 的な「消極的自由j であったとしても、自由

の名のもとに人を強制するということに結び付きにくいという現実的感覚によるものであ

る。それに関して『自由論』の序論で次のようにパーリンは抗弁している。

消極的自由の信条は、重大かっ持続的な害悪を生ぜしめることとも両立するし、また

(観念、が行動に影響を与える限りでは)現にそうした害悪を生ぜしめるのに一役かつ

てきたことは、勿論忘れない方がよい。(中略)無制限の《レッセ・フェール》の害悪、

それを許すばかりか更にそれを褒める社会・法体系の害悪は、《消極的》自由や基本的

人権(これは抑圧者に対する壁としてつねに《消極的な》観念である)、表現や結社の

自由を含めた基本的人権の、野蛮な侵害になってしまうのだということを、更に一層

明らかにさえしておくべきで、あった。(中略)即ち、個人や集団が、意義ある程度の《消

極的》自由を行使できるための必要最小限の条件、理論的には自由をもっている人に

も、それなくしては自由がほとんど何の価値もなくなってしまうようなミニマムの条

件、こうした条件を、この社会・法体系は提供しそこなっているということを。とい

うのは、権利を持っていたところで、それを実行に移すだけの力がなければ何になる

か。(中略)法的自由は、搾取、蛮行、不正の極みとも両立するのである。国家やその

他の実効機関が、積極的自由、および少なくとも最小限の消極的な自由を個々人に保

障するために介入することは圧倒的に支持されている400

39 CON， p. 41./回想、 67頁。

40 L， pp. 37・8.1自由論、 68・70頁。
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「一元論」に基づく限りは、「消極的自由」を擁護するものであっても、パーリンは反対す

るのである。確かに、パーリンは自由主義者ではあったものの、無政府主義的なリパタリ

アンを擁護はしないであろう。それに、もし「消極的自由」を擁護する自由主義が、抑圧

的にならないとするのであるならば、冷戦下で西側諸国で起こった様々な反共活動、特に

アメリカのマッカーシー主義に見られるような過剰な運動がなぜ起こったのか理路整然と

説明することができないであろう。関わった人々は単に異なる価値観に寛容を示すことの

できない狂信的で思慮に欠けた人々で、あったのであろうか。しかし、「消極的自由」と「積

極的自由Jとは決定的に衝突するときがあり、われわれは両者を比較し、優劣をつけ、選

択せざるを得ないときがある。このとき、二つの自由概念が対立しあうとき、何が問題と

して引き起こっているのか、そして選択がなされるときその行為は序列や順序を付けるよ

うなものなのであろうか。パーリンは、人間の選択行為の重要性と、それに伴う様々な価

値の喪失を強調する。

われわれは選ばなければならぬ。そして何かを選べば他の何かを失わねばならぬ。お

そらくは取り返しはつかないであろう。個人の自由を選ぶならば、もっと能率的にな

り得る組織形態は犠牲にしなければならなくなるであろう。正義を選べば、慈悲は犠

牲にせざるを得ないであろう。知識を選べば、無邪気さ、幸福は犠牲にしなければな

らなくなるであろう。民主主義を選ぶならば、軍国主義化や従順な階層秩序から得ら

れる強さは犠牲にしなければならないであろう。平等を選ぶならば、個人の自由はあ

る程度犠牲にしなければならない。自らの生活のために戦うことを選べば、文明の多

くの価値一一それを創り出すのにどんなに苦労したとしても一一は犠牲にしなければ

ならぬ。にもかかわらず、人間の栄光と威厳は、選ぶのは人間であるとしづ事実にあ

る。何かのために人聞が選ばれるのではないという事実、人間は自分自身の主人にな

り得るとし、う事実(時には恐怖心、孤立感に満たされることがあるとしても)にある410

選択行為を通じて、われわれはさまざまなものの喪失を経験する、なにものも犠牲にする

ことのない選択はあり得ない。「一元論」が想定する、あらゆる理性的存在の諸目的がある

調和的な型にはめ込まれ、一切の葛藤や悲劇というものはわれわれの非合理性に依存する

41 CC， pp. 201・2./選集 4、237・8頁。
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ことは、われわれの日常的な経験に反している42。昨今『不平等の再検討:潜在能力と自由

Inequality Reexamined~ でアマルティア・センが、「何の平等か」という問いにし、かに答えう

るかによって、さまざまな平等の観点があり、ある平等が他の不平等を生みだし、そこに

一義的な解を与えることの困難さ、平等の多元性を厚生経済学の観点から説明している43

平等それ自体においてもそうであるなら、異なる価値相互で調和的状況に至るとすること

も困難である。また選択をしたからと言って、選択それ自体は、その帰結たる喪失をなん

ら和らげはしなし、。

自由の喪失にみながひとしく同意したとして、それがみんなの同意によるからと言っ

て、奇蹟的にもせよどうにか自由が維持されるということはない。わたくしが抑圧を

されることに同意を与えたとしたら あるいはわたくしが自分の状態に超然と、また

はアイロニカルに、黙従したとしたら、わたくしの抑圧される度合いが軽減されるで

あろうか。わたくしが自殺をしたとすると、それが進んで自分の生命を絶ったのだか

らという理由で、死はより小さな死となるであろうか440

また次のように述べる。

人間的な価値などなく、ましてやヨーロッパ的価値などないのが真実ではないだろう

か。人々は何の理由もなく、ただ行動に出るから行動に出ているというのに過ぎない

のではないか。私は詩人であることに、そしてあなたは絞首刑吏であることに、それ

ぞれ自分を賭ける。それが私の選択であり、あなたの選択である。このこつの選択に

差をつけ、私の道徳があなたの道徳より優れている、あるいは劣っていると評価でき

るような客観的基準はない。われわれは選ぶから選ぶのであり、それ以上言えること

はない。そして、もしそれが対立や破壊をもたらすとすれば、それは世界がそうなっ

42L，p.200./自由論、 358・9頁。

43平等主義者同士で、あっても、党派的に意見の相異があるが、それは特定の変数一所得、

富、効用ーの一つの平等を求めているからである。そもそも人間に幅広い多様性のために、

焦点をどこに置くかによって、様々な平等のあり方が提示されうる。もし人間が皆一様で

あったならば、あらゆる変数において平等でありえるかもしれない。そうでない以上、あ

る変数の平等は、他の変数の不平等を引き起こす。(アマルティア・セン『不平等の再検討:

潜在能力と自由』、池本幸生・野上裕生・佐藤仁訳、岩波書庖、 1999、17・27頁。)

44 L， p. 209.1自由論、 376頁。
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ているからであり、万有引力を認めるのと同じように、それを認めなければならない。

それは違った人、民族、文化のこれまたそれぞれに違った性質に内在している事実な

のである。このような判断が妥当で、なかったことは、いまや明らかなことである。そ

れを証明するには、全体主義の行き過ぎた行為が引き起こした大きな、そして広範囲

の恐怖だけで充分であろう450

このパーリンの選択行為への二重的評価が意味するところは、まずわれわれは選択を避け

ることはできず、むしろ選択行為にこそ人間の本質の一端がある。諸価値の多元性を重視

するパーリンにとって、さまさまな価値の中から何物をも選び取ることのできない人間と

いうものは、息苦しい窮屈な中に閉じ込められて、その本質をゆがめられていると考える。

それゆえ、ジョン・グレイが選択の自由がバーリンにとって根源的な自由であり、二つの

自由概念、よりも重要な自由と解するのは正しい。選択の自由それ自体は価値あるものであ

るが、選択行為それ自身は選択された価値に対して根本的影響を与えるものではない。た

とえどれだけ合理的に満足のし、く選択ができたとしても、それによって選択に伴う価値の

喪失は軽減されえないのである。確かにわれわれがある価値に他の価値よりも重要性を与

え、重きを置く方を好み優先的に選択するということは事実である。もし、ある生き方や

目的、生活様式の価値が、その人の選好や重要視するかにかかっている、実際に選択をす

るということに基づいているのであるならば、選択しえなかったものの喪失が問題となり

うるのだろうか。パーリンはこの点に関して悲観的な見解を示しがちである。つまり、あ

る人が行きたいと思うような人生を生きえたとしても、その人に人生において価値の喪失

が起こらないということなく、また悩まなかったということはないと考えるのである。ロ

ールズは、パーリンの価値の喪失を、いかなる社会もある価値を実現している生活様式を

排除せずにはいれないとしている46 諸個人や諸集団が選択した生き方がある社会の中でそ

のすべてが十全に満たされえないことは、論証の余地なく事実であろう。しかし、パーリ

ンの言う価値の喪失はたんなる挫折を意味するものではない。達成されなかった何らかの

生活形式は、その社会に残り続けることは、特段の理由がなければ困難であろう。歴史を

見てもわかるように、一度排除された生活形式は、たとえそれがどれほどすばらしいもの

45CC，pp.202・3./選集4、239頁。

46 John RawJsラPo/iticalLiberalism， p.197. Justice as Fairness: A Restatement， p. CW公正として

の正義』、 272頁。)
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だとしても、歴史の流れの中で消え行くのが常である。価値の喪失はそういった単純に達

成されなかったからといって、消えうせていくような価値についてだけ論じているのでは

ない。前の引用にあるように、自由を取れば平等が、正義を取れば慈悲が、知識は無邪気

さを犠牲にせざるを得ない。けれども、ある政治的問題に関して、自由よりも平等が優先

させられたからといって、実際的に自由それ自体の価値そのものが、概念の存在意義その

ものが低くなる、無意味なものとなるのであろうか。たとえばある人において、自由が常

に平等よりも優先されるべきものとして、自身に対してだけでなく他者に対しても一貫し

て説明できたとしても、その人が自由と平等の衝突という問題に悩まされることなくいら

れるかどうかの確証はない。パーリンが、価値の喪失について想定しているのは、諸個人

や諸集団の選択行為によって揺らぐような価値ではなく、また選択によってその価値の価

値性が担保されるような価値でもない。チャールズ・テイラーの次のような主張は、選択

と価値の関係について、根本的な点を指摘している。

ジョン・スチュアート・ミルが『自由論』で主張するように、わたしの人生が〔わた

しによって〕選ばれたものであるということは大事かもしれません。しかし、数ある

選択肢のなかに意味ある選択肢、他の選択肢よりも重要な選択肢がなければ、自分で

選択するという概念自体が陳腐なもの、筋の通らないものになってしまいます。理想、

としての自己選択〔の観念、〕が意味を成すのは、ひとえに、他の何にもまして重要な

問題が存在するからにほかなりません。(中略)どの問題が重要なのか、それを決める

のはわたしではありません。もしわたしが決めるのだとすれば、どの問題も重要でな

いことになるでしょう。しかしそうなれば、自己選択という理想それ自体が、道徳的

理想として不可能になってしまうのです。

それゆえ自己選択という理想は、自己選択を超えたところに別の問題、重要性の問

題があることを前提にしています。自己選択という理想は、それだけで、は理想たりえ

ません。なぜならその理想は、なにが重要なのかが問われる地平を必要とするからで

あり、そうした問いこそが、自己創造が重要になるような観点を定義するのに一役買

うからです47

47 チャールズ・テイラ一、 W(ほんもの〉としづ倫理一一一近代とその不安』、田中智彦訳、産

業図書、 2004、55-6頁。
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パーリンにとって全体主義がヨーロッパに与えた衝撃というのは、単にその行いが非道な

ものであったという事だけでなく、衝撃を受けたという事実によって、「人間の多数一ーと

くに西ヨーロッパ人の多数一一ーが現実に生きる基準にしている価値尺度が存在しているこ

と」が明らかになったところにあると見ている。その価値とは「たんに機械的に習慣によ

って生きている価値j ではなく「自ら意識した瞬間には人間の本性を構成しているものと

しての価値」である48。それは「われわれとわれわれの祖先が自由に採択したものとは扱わ

ず、むしろそもそも人間であること、他人と共に一つの共通世界で生きること、他人を人

と認め、他人と認められることのいわば前提条件Jである49。こうした価値が、テイラーの

言うところの自己選択を超えたところの重要性を定義づける地平をなしているのである。

前述したように、パーリンは人間本性を歴史主義的に理解している。たとえば、「消極的自

由j の範囲は、「人聞がその内部を決して侵されてはならない境界線は、なんら人為的に引

かれたものなのではなく、歴史上長く受けいれられてきた規則によって定められたもので

ある、したがってこの境界線を守ることは、一個の正常な人間であるということはどうい

うことか、それゆえにまた、非人間的ないし狂気の行動とはどういうものかとしづ概念そ

のもののうちに入っているので、あって、その諸規則が、たとえばある宮廷なり主権者なり

の側での形式的な手続きによって廃棄されうるなどということは、まったく不合理なこと

であるj範囲である50 われわれがどれだけの「消極的自由Jをもち得るかは、まずもって

個人や集団の選択決定によって容易に動かすことはできないものである。よって、ある諸

価値が対立し対立しているとき、それらを比較検討し、いずれのものが選択されうるべき

かという問題は、選択行為における諸価値の優先順位をつけうるのかという問題とはなら

ない。選択行為以前に、多元的な諸価値はその重要性を持ちえているからこそそれらへの

選択行為が意味を持つのであり、それらを選択することが妥当であることが正当化された

から、諸価値が重要性を持つのではない。「消極的自由Jも「積極的自由」もそういった価

値の一つで、あるがゆえに、バーリンはどちらが優先的なものであるのかを決定することを

行わないのである。たとえ優劣をつけたとしても、それだけでは一方の価値がもう一方に

対して低いものとはならないので、結局両者によって引き起こされる葛藤から逃れること

はできない。こうした諸価値があるからこそ、そもそもわれわれは葛藤し対立しうるので

48 CC， p. 203./選集4、239・40頁。

49 CC， p. 204./選集4、241頁。

50 L， p. 211./自由論、 379頁。
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あり、ただどちらがより好ましいかということだけで対立はしないのである。一般的に「価

値多元論j のような、一見して相対主義的な主張に対して、確平たる選択基準や諸価値の

優劣関係をつけられないのであるなら、いかにして我々は自身が選択したものを他人に対

して妥当であると主張できるのかと言う懐疑が投げかけられる。確かに政治的諸葛藤の問

題が選択行為の問題だけであるならばこの論点は成立する。けれども、パーリンが想定す

るのは我々がどの価値をより好むかといっただけ問題ではない。もし選択の問題だけであ

るならば、政治哲学の問題は中華料理と日本料理とフランス料理のいずれが最もおいしい

のかといった問いと大差ないことになる。けれどもそうでないのは、諸々の政治的諸見解

がある共通の、我々の人間諸本性に関わるような問題を前提としているからである。例え

ば自由に関してリベラリズムと伝統主義、ファシズムのいずれがより妥当なのかは問うこ

とができるが、「自由に関して」という前提を抜きにして問うことは無意味であろうし、そ

もそもなぜそれらが対立しているのかわからないであろう。好みに関しても、一般的には

主観的なものの代表的例としてよくあげられるが、そもそも人聞が何らかの感覚的な選好

を持ちうると前提することなしには、好みについて話し合うこと、ときに優劣をつけあう

ことそれ自体が成立しえないであろう。よって、パーリンにとって、価値の多元主義をと

る他の論者が問題にするような、諸価値の優先性の問題は第一義的な問題ではない。もし

序列や優劣をつけられたとしても、本質的に価値が対立していることへの政治哲学的解決

とはなりえないのである。パーリンの観点に立つならば、自身の価値づけの序列をつけ、

利益を最大化する個人という想定それ自体が、政治学や経済学などが無条件的に前提とし

ている人間観であり、それに基づく限りにおいて選択行為の序列が問題となりうるのであ

る。政治哲学が問題にするのは、その前提それ自身の妥当性の領域であるため、そもそも

の議論の階層が違うのである。

では、政治哲学的問題の答えうることが、諸価値の優劣をつけることでなければ、なに

に関わるのであろうか。私は「人間学的主権論」をパーリンの政治哲学の特徴としたが、

そこで述べたように人間本性を規定しているものの域に関わるのだと私は考える。「消極的

自由」の意味は「主体一一個人あるいは諸個人の集団ーが、他人の干渉なく、することが

でき、そうあることができることを、そうすることができ、そうあるよう放任されている、

あるいは放任されているべき範囲はどのようなものであるかj への答えの内に、「積極的自

由Jは「あるひとがあれよりもこれをすること、あれよりもこれであること、を決定でき

る統制ないし干渉の根拠はなんであるか、まただれであるか」への答えの内にあるもので
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ある;1。その争点は、前者は権威そのものを抑圧しようとするところを欲し、後者はその権

威を自身の手の内に置かんとするところにある。よって、「積極的自由Jを拡大すれば「積

極的自由j は弱まり、逆も同様である。また両者は共に人間本性の前提となるような基本

的価値の地平を構成しているものであるので、どちらの範囲が全く寸毛もないという事態

は起こりえない。できるのはそのバランスを取るということだけであるぺつまり、この二

つの価値の対立に答えるということは、それぞれの範囲がどの程度かを決めることとなる。

けれども、それらは人間本性の構成する価値であるために、その範囲が変更しうることは、

ただ概念的に変更したということで終わるものではなく、そもそもわれわれがある人が自

由であると理解する仕方とその枠組みそれ自体への変更が伴うのである。たとえば、パー

リンは歴史主義的決定論への考察において、次のような論を展開している。

社会的決定論は、少なくとも歴史的には、社会学の諸理想、と緊密に結びついていた。

いかにも、それは真の学説であるのかもしれない。しかし、もしそれが真理であると

すれば、そしてわれわれがそれを真剣に受け取り始めたりすれば、実際われわれの言

語、道徳的観念、われわれ相互の態度、われわれの歴史観、社会観、その他すべての

ものに対する見方にもたらされる変化は、あまりに深刻なものとなって、その輪郭を

示すことすらできないであろう。(中略)社会学的・心理学的決定論が公認の真理とし

て確立されたならば、われわれの世界は、古典時代、中世時代の目的論的世界が機械

論的原理あるいは自然淘汰の原理の勝利によって蒙った変革よりも、はるかに根本的

な変革を蒙ることになるであろう。われわれの世界一一われわれの思考・言語の様式

ーーは、まったく想像もしえないような変化をするであろう 53

ノ〈ーリンは決定論者の問題点は、彼らが決定論を指示しながらなにゆえに日常生活におい

て他人を今までどおり非難や賞賛をしたり、責任を問うたりできるのかが一貫していない

51 FE， P 121-2./自由論、 303-4頁。なお、『二つの自由概念』は『自由論』に再録されるとき、

批判を考慮して「消極的」自由の聞いの部分に修正が加えられている。しかし、翻訳は修

正前のものを定本としているため、このたびは修正後のものを訳して引用した。修正前の

原文は、 rWhatis the area within which the subject-a person or group ofpersons-is or should be 

left to do or be what he wants to do or be ，without interference by other persons? Jであるのに対し、

修正後は rWhatis the area within which the subject-a person or group ofpersons-is or should be 

left to do or be what he is able to do or be ，without interference by other persons? Jである。

52 CON， pp. 4ト2./回想、 68頁。

53 L， p. 161./自由論、 287頁。
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としているへ言語使用と思考を同義として見るバーリンにとって、諸理論の変化は単純に

理論上の変化だけでなく、われわれの認識の在り様から、諸々の日常的行為や生活のあり

方を変えてしまうと考える。決定論者が言うように、自由意志というものが幻想であり、

または無知ゆえにそう感じているだけであることが論証されたとしても、自由意志という

観念はわれわれの思考に広く根深く浸透しているものなので、思考法や日常的な話し方の

変容というものを考慮に入れなければ空疎な仮説に過ぎない。それはわれわれが数学的理

論の上では無時間的空間や、多次元空間を明証的にあらわすことはできても、そういった

世界がどのようなものであるかを具体的に想像しえないのと同様である。自由意志をはじ

め、様々な道徳カテゴリーの多くは、人間本性を構成するものとしてわれわれの世界観や

思考形式に深く組み込まれているものであるので、変化するとしてもその延長線上でしか

変化しえず、全く以前となんら連続性を認められないほどの変化はありえない。確かに社

会科学や心理諸科学、また昨今の脳神経学の発展により、われわれの行為が、われわれが

考えていたほどには、自身の意志によってではなく様々な外的や生物学的要因に左右され

ていたことがわかり、自由と責任の限界に関するわれわれの観念は変容するであろう。た

とえばある人の殺人行為が、その人の精神的疾患や脳組織の異常によって引き起こされた

ものであることが判明したならば、われわれは彼を刑務所にではなく精神病院などにいれ

治療を施すべきと考えるであろう。とはいえ、現実的に自由意志という考え方そのものが

消え去るようなことはないし、依然として法的政治的道徳的行為者を特徴付けるものとし

て働くであろう。もし根本的に変化したのであるならば、われわれはもはや自由意志とい

う語で、その人がどのように思考しなにを意図していたのかを全く持って理解し得なくな

っているであろう。よって、「消極的自由Jや「積極的自由j の対立を解決すること、また

それ以外の諸々の価値間相互の対立を解決することは、ただそのいずれかを優先する妥当

性を提示して終わることではなく、その結果としてわれわれの人間本性観に幾ばくかの変

容を伴うことである。

それは、われわれの他者への認識、たとえば自由な個人とは何ものかといった認識を変

容させる。これは当然といえば当然なことであろうが、実践的には大きな意味を持つ。自

由な個人の捉え方が代わるといっても、統計学的に指標が変化してその人の持つ自由の量

や質といったものが変わったとしづ事だけではない。自由も人間本性を構成する前提的諸

要素のひとつである限り、自由であるないといったことは、我々の人間本性への理解の内

54 L， pp. 5・16./自由論、 12・31頁。
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実を変えるのである。パーリンの「積極的自由」への批判の関心の多くはこの点にある。「積

極的自由Jが全体主義的抑圧へと変じるのは、その概念に含まれる自己支配とし、う暗輸の

変容によってである。つまり、私は他人にではなく自身の意志行為によって自己の目的を

決定し行為したいと思う。決して一時の感情や情動に振り回され、動物のようにただ自然

的本能に従って生きるだけの存在ではありたくない。こういった思し、が満たされていると

きわれわれは自由であると感じるであろう。この自己支配への認識において、われわれは

分裂した自我を自覚しうる。一方では、支配する自我であり、理性的、より高次の、理想

的な、自律的なとか呼ばれるような自我である。もう一方は支配される自我で、経験的、

低次の、他律的な自我と呼ばれるものである。われわれが自己を統治したいと思うとき、

自身の思い通りにならない自我を望む形へと引き上げようと努力するであろう。その試み

が成功すればするほどに、自由であるとしづ感覚は増してし、く。全体主義的なものへと変

容するのは、支配する自我が個人より大きなもの、「個人がそれのー要素あるいは一局面で

あるようなひとつの社会的「全体」一一種族、民族、教会、国家、また生者・死者および

いまだ生まれきたらざる者をも含む大きな社会一一j と同一視されるときであるお。一般的

にわれわれはある目標や目的を目指して人を強制することが可能であり、時としては正当

化しうるものであることを認めているために、こうした全体的な自我へと向かうようその

成員に強いることがしばしばおきる。全体的な自我によって提示され目標は、その人が理

性を持って知れば、自ら追求するものであり、たとえ本人が意識してなくとも本来的に向

かうべきものである。もし当人らが追求していなければ、彼らは無知蒙昧で、堕しきって

いるのである。もし無理からに彼らを本来的目標へと向かうよう強制したとしても、一度

到達すれば彼らは、自身が真に欲していたものであることに気付き、それまでの強制は全

然強制などではなくて、遅かれ早かれ自身が選び取るはずのものであるものへ導いてくれ

たに過ぎないとして受けいれられることとなる。こうした考えを更に下支えしたのが、人

間の目標は一つでありあらゆる合理的人間によって理解されるものであると想定する「一

元論j である。全体主義の下では、こうした真実の自我の名のものと、あらゆる非道な行

いが正当化されていったので、ある56 一般的にこうしたパーリンの議論は、「積極的自由j

が抑圧へと転じ、個人の自由の範囲を狭めていくことにあるとして理解されている。しか

し、これは彼の理論の一面であり、また本質的な論点ではない。パーリンは政治哲学それ

55 L， pp. 179・80./自由論、 320-1頁。

56L，pp.187・200./自由論、 336・59頁。
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自体が、そもそも社会に適用された道徳哲学で、あり、他の目的のために個人の「消極的自

由」が減じざるを得ないということは認めている57 確かに「消極的自由jを目的とすれば、

何かしらの干渉や強制、抑圧は排すべきものとなるのはそうである。「価値多元論」をとる

パーリンにとって、そもそも「消極的自由Jだけが人々の関心事ではないはずである、そ

うだとしたら彼は「一元論」的になる。同様に抑圧の排除だけが主たる政治哲学的問題諸

関心でないことは当然である。前述したように、パーリンが「価値多元論」において念頭

においている価値とは、個人がそれを選好したから価値あるような価値ではなく、選択行

為を成り立たせるような価値である。同時にそうした価値はわれわれの人間本性を構成し

ているものであり、その諸価値はなにが人間的かどうかを限界付けるものである。人間的

な価値を全く追及しないような人、またその何れにも関わらないようなことを追及する人

は、道徳主体としての人間の域を越え出る。もし「一元論Jが真であり、人聞が追求すべ

き目的が最終的にひとつのものに還元されるのであるならば、それ以外の目的を追求して

いる人は、自律的でないまだ人間的本性に目覚めていない人として、自身と対等な道徳的

主体として認め得ないことになる。たとえその人が、自身の追及している価値の重要性を

訴えようとも、「一元論」的想定の下では、真の価値以外はせいぜい下位の、目的と呼ぶに

はあまりにもふさわしくないものとされ、それを求め続けている限りは物を知らない子供

のようなものとして扱われ続けることとなる。全体主義の問題性は抑圧よりも何より、国

民の批判的能力や問題解決能力の酒養を阻止し、政治的社会的問題への問いが起こること

それ自体を封じ、社会秩序を乱すような存在を精神病者と同等のものとして、まっとうな

人間として扱わず、非人間的として外部に追いやってしまうところにある58。「積極的自由」

が「一元論Jを背景にして、諸個人の自由を抑圧するという事実は、パーリンにとって人

間を非人間へと、社会における妥当な道徳主体の外部に人々を追いやってしまうことであ

る。それこそがパーリンが全体主義に見出した恐るべき事実なのである。

人間を操作し、社会改革者だけには見えてもそのひとたちには見えない目標へと人間

を押しやることは、かれらの人間的本質を否定し、彼らを自分自身の意志をもたぬ対

象物として扱うことであり、したがってまたかれらの人間としての品位をけがすこと

となる。(中略)カントの考えたように、あらゆる価値は人聞が創り出したものであり、

57L，pp.52，4./自由論、 92-6頁。 CT，pp. 1・2./選集 4、2頁0

58 L， pp. 77・8./自由論、 138・9頁。
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そうである限りにおいてのみ価値と名づけるのであるとしたならば、個人よりも高い

価値というものは存在しないはずである。(中略)人間に干渉し手出しをし、かれらの

意志に反してあなた自身の型に押し込めようとする一切の形態、あらゆる思想統制お

よび思想調節は、それゆえ、人間のうちの、人間を人間たらしめ人間の価値を究極的

なものたらしめているところのものの否定である590

カントの「人を手段としてだけでなく目的として同時に見なければならなしリという理念

を引き継ぐパーリンにとって、「一元論Jが真であり続ける限りは、多くの人は手段として

しか扱われえない。「一元論J的道徳が、価値を人間存在から越えた位置に置くこと、超越

的な価値の存在を想定するところにこそ問題の一端があるのである。われわれは自身が主

として追求している価値と相対する価値を信奉している人を対等な道徳的主体として、人

間的存在として理性的存在者として見なしているであろう。たとえば『レ・ミゼラブル』

のジャン・ヴァルジャンを捕まえた憲兵は法的正義に従っていたのであるし、司教はキリ

スト教的慈愛をもって許したので、あろう。ここにおいて正義と慈愛が対立しているが、話

のとおりジャン・ヴァルジャンが許されたとしても、逆に憲兵にそのまま捕まり法の裁き

が下されたとしても、われわれは司教と憲兵両者を対等な存在と見なし、どちらの結末に

なろうとも一方の価値がもう一方に劣っていたとか、人間的に未熟で、あったなどとは思わ

ないであろう。両者とも人間として、自身の価値を意志し、それにしたがって行動したの

である。この認識を基礎付けているのが、この両者が求めた価値が共にわれわれの人間本

性の前提となっているような価値であることで、あって、それを求めているからこそ、われ

われはたとえ異なる価値を求めているような人々一一現代から時間的にも空間的にも遠く

隔たった人々であってもーであっても、自分たちと同じ道徳的営為を行っている人々とし

て理解できるのである。もし憲兵が窃盗の答でなく、ただ、ジャン・ヴァルジャンの顔つき

が不快であったというだけで捕まえ、司教は改俊を促すためでなく、ただ憲兵を個人的に

嫌ってし下たからその解放を求めたのであったなら、われわれはかれらの対立を、真っ当な

道徳的対立として見なしたであろうか。少なくともわれわれは、彼らは私的で主観的な理

由で、ジャン・ヴ、アルジャンに関わったのであり、そのどちらも妥当なものではないとして、

もともとの正義と慈悲の葛藤ほど深刻な対立とは取り扱わないであろう。精々のところ個

人的な道徳観の問題とはなりえようが、政治哲学的問題となりうるほど集団的、社会的な

59 L， p. 184./自由論、 329・31頁。
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ものとはなりえない。正義と慈悲の葛藤に多くの人が関心を持ちうるのは、結局のところ

それが本来的に種々の人々の関心を呼ぶものであるからこそ、われわれは他人が為した不

正義や無慈悲に憤るのであり、たとえ個人的な問題としてあっても自身に関わることとし

て感じ得られるのである。

よって、「消極的自由Jと「積極的自由Jのような人間本性を構成しうる諸価値の対立や

葛藤に答えるということは、その定義を変えるというだけでなく、ある価値を追求するに

あたってどのようなことを追求することが人間的なのか、道徳主体としてある社会なり共

同体なりで相互に認めうる存在であるということはどういったことかを変えるのである。

例えば、「消極的自由」は何ら干渉なく個人が望むことをできる範囲である。そうであった

としても、好き勝手に人を殺す自由は認めえないであろうし、移動の自由や職業選択の自

由は重要な自由として認めうるであろうように、そこには常に何かしらの一線がある。ジ

ョン・スチュアート・ミルのいわゆる自由における「他者危害の原理 harmprincipleJ は、

どこまでの欲求が人として認めうるのかを限界づけるものへのひとつの説明であり、原理

を侵犯したときにおいてその人の行為は人間的な自由の行意とはならなくのである。当然、

どこからが他者を害する行為なのか、つまり非人間的か人間的なのかの境界線は、容易に

定まるものではなく、常に不確実性・偶然性が伴うものである。種々の時代、諸々の文化

においてなにが自由に値する行為かどうかは異なるであろうし、日常的にもときには自身

の行為が自由と呼びうるかどうかといった問題は起こり続けている。この境界線の問題は

容易に解決しえるようなものでないであろう。けれども一線は存在するのである。

どこに一線を引くべきか一一われわれができるだけに「客観的」なものにしたいと願

っている説明、つまり、できるだけ公的に見出され、点検され、比較されうる事実に

よってじゅうぶん支持されるものにしたいと願っている説明のなかに組み込まれるに

は、あまりに主観的だとされる判断を、どこから除外したらいいのかー一一、これは通

常の判断の、常識の問題である。ということは、われわれの社会で、われわれのおか

れている時・処において、われわれが相手としているひとびとの間で、多少なりとも

平常のコミュニケーションで当然とみなされているすべての仮定によって、それとし

て通用しているところのものの問題だということである。だが、「主観的Jと「客観的」

との間には確固たる一線はなし、からといって、その線がまったくないということには
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ならなし、600

この「主観的Jと「客観的」なものの境界線のように、人間本性を構成する諸価値は常に

それに値する行為を定める境界線があるのである。この境界線が変わるということは、た

だただその範囲が拡大していくということだけではない。古代ローマにおいて奴隷が解放

奴隷になれば、彼の自由の範囲は広がったと単純にいえる。けれども、リパタリアンが主

張するように経済活動の「自由放任 laissez-faireJが推し進められて、その一方で社会福祉

の充実度合いが下がったのであれば、われわれの自由の域の内実は変わったであろうが、

範囲か広がったと言えるであろうか。境界線の変更はそれまではそこに含まれていなかっ

たものを包含し、同時に包含されていたものを排除するのである。諸価値どうしの対立に

おいても同様であり、比較検討され、どちらか一方が優位なものとして選択されたのなら

ば、一方の域に何かが増え、もう一方の域から何かが排除されるのである。このときにわ

れわれは、価値が喪失したとか感じうるのであろうかと思う。このとき減ずるものは個人

や集団の利益などというだけのものではない、われわれのありょう、道徳的主体としての

在り様を決めるものである。それゆえに、ある道徳的価値が真として世に受けいれられる

ならば、われわれの人間観が変容するのである。たとえば、人権という概念それ自体は近

代に入ってヨーロッパにおいて発生した、新規な概念であろう。けれども世界人権宣言と

いう形で定式化されたことを通じて、その起源が西洋的だとしても、それは多くの人々に

よって共通の価値になっており、内実をどのようなものとして捉えるかは別として、人権

の重要性を認め得ない人は国際政治においては少ないであろう。そもそも、地域紛争や内

戦への干渉、独裁政権下で悲惨な生活を余儀なくされている人々への支援を、「人道的」と

して正当化することが一定の説得力を持つのも一一実際的にその行し、が本当に「人道的」

であるかどうかは別として一一、人権という理念が受けし、れられている限りにおいてであ

る。だからとはし、え、人権はごく近代的な概念であるゆえに、それが創出される以前の人々

においても人間の本性的要素であったとすることはできないであろう。

このように、「価値多元論」において政治的領域における諸価値の対立というものは、集

団における人間本性を構成する諸価値の域の境界を批判的に問うものである。それはひい

ては、ある社会において政治に参与する資格になに者が値するのか、またそうした人々の

諸決定に何故従うべきなのかの認識や了解の仕方・枠組みそれ自体を再規定することであ

60 L，p.145./自由論、 257-8頁。
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る。パーリンの政治哲学は「価値多元論」と称され、価値の多様性を重視したといわれる

が、それに増してなお人間学的な観点が深く通底しているのであり、それ抜きにして理解

することは表面的であるように思われる。だからこそ、晩年において次のように述べるの

である。

自分はどこから来たのか、今いるところにどうしてやってきたのか、いったいどこへ

行こうとしているのか、そこへ行きたいと思っているのかどうか、もしそう思ってい

るのなら、あるいは逆にそう思っていないとしたら何故なのか一一このような問題に

ついて知りたいと思わないのは野蛮人だけである。

このような価値、このような目的を体現しているさまざまな人生観についての思想

を研究し、それを私自身にとって明確にしようとして、私は生涯の四O年もの期間を

過ごしてきた610

「価値多元論」に基づくということは、パーリンのこの人間学的な議論を引き継ぐことで

あり、政治哲学は提出される様々な諸理論がこうした人間本性の在り方にどのように関わ

るのかを明らかにすることである。だからこそ、政治的問題を哲学的問題として捉えるの

である。より効率のよい民主主義は何であるかという問いは、経験的に社会情勢や制度の

分析を通じて実証的に答えうるであろうが、そもそも民主主義が、われわれが従うべき政

治原理として正しいのかと問えば、その答えは容易には答えられえないで、あろうし、もし

妥当な答えが見出され受けいれられたのであるならば、われわれの政治的問題に関する諸

理解の在り様は以前と大きく異なったものとなってくるであろう。政治的に目的が定まる

というのは、ただ諸個人が生きたい人生を営むということではなく、われわれがなにを何

ものであるべきかという目標を定め、そこへと向かわせるのである。パーリンは言う、「社

会的な圧力なしには、おそらくは政治観念は死児にもひとしいものだろう。だが、その社

会的勢力がもし観念の装いをまとわなければ、それは盲目で方向を持たないままでいると

いうことも確かなのである竺」一般的な自由主義者の言であれば、ミルが大衆の画一的な

力というものに反対したように、社会的な圧力といったものは自由の対抗物とする。けれ

ども、パーリンは、確かに画一性は否定するが、それは個々人の個性が失われるというよ

61 CT，p.2./選集 4、2・3頁。

62 L， p. 167./自由論、 300頁。
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りも、人間的なものがそうでないものとして消し去られてしまうところにあり、そうでな

い限りは権力や権威といったものの存在を否定しないのである。
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第四章 「価値多元論J的民主主義一「品位あるJ社会を目指してー

ノくーリンの「価値多元論」が前章のように、人間学的な政治哲学であるとすれば、それ

に基づいて現代的な問題に対してはどのようなことを提言しうるのであるか。特に、「価値

多元論」が見直される要因となっている、グローパルな現代において、異なる文化や価値

を持つ人々が平和裏に共存しうる条件はどのようなものなのかということに対して、どの

ような議論を提示しえるかがひとつの問題であろう。これまで論じてきたように、それは

ロールズのような合理的に合意可能な原理なりを求めようとするものでなく、またただ何

が他のものよりも優先されるべきかという選択判断の基準を提示するものでもない。だと

するならば、たとえば民主主義や自由主義に関する諸議論においてパーリンの政治哲学は

どのような役割を果たすのであろうか。その思想の至る先、可能性を模索してみたい。

1. r価値多元論Jと民主主義の理論的関係の不在

再度言及するが、パーリンは「価値多元論Jが民主主義や自由主義を理論的に正当化す

ることを否定する。

多元主義と自由主義は同じ概念ではなく、いくらか重なった概念でもありません。多

元主義的でない自由主義理論もあります。私は自由主義、多元主義の両方を信じてい

ますが、両者は論理的には関連していませんL

民主主義が少数者や個々人にたいして抑圧的になることがあります。民主主義は多元

主義的である必要はなく、一元主義的にもなり得ます。多数派たちが自分たちの望む

ことは、それがし、かに残酷、不正、非合理などになったとしてもすべてやるという民

主主義です。反対派の存在を許すような民主主義国では、その多数派を改心させられ

るかもしれぬという希望があります。しかし、民主主義国でも不寛容になることがあ

り得ます。民主主義はそれ自体としては多元主義的ではないのです。私は、はっきり

と多元主義的な民主主義を信奉しています。協議と妥協を前提とした民主主義です。

さまざまな集団や個人の主張一一ー権利一一ーを認める、他方でその集団や個人は緊急の

1 CON， p. 44.回想、 71頁。
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事態を別とすれば民主的決定を拒絶できないような民主主義です20

こうした態度を一貫してパーリンがとっているために、ジョン・グレイをはじめ「価値多

元論Jに基づいた政治哲学者たちは、「価値多元論Jが自由主義や民主主義といったものを

擁護するのではなくむしろその妥当性を切り崩すのではないかと懸念している。価値の客

観性・普遍性といったものが基礎付けられることを「価値多元論j は否定するために、自

由や寛容といった自由主義的価値への合理的な優先理由を提示し難くしている。けれども

これまで見てきたとおり、パーリンにとって政治哲学的問題は、諸価値の優先性の問題よ

りも、様々な道徳行為を可能とする人間本性の条件としての諸価値を歴史主義的に明らか

にすることに優先性がある。確かにパーリンは合理的なもの普遍的なものを目指す「一元

論j を否定するが、それはそれが我々の人間存在を超えた、超越的なものを言及しようと

する限りにおいてであり、人間の経験の内にとどまる限りにおいては、われわれが合理的

なもの普遍的なものを目指すことそれ自体は否定しない。「客観Jと「主観Jがそうである

ように、なにが「合理的」でなにが「非合理的」かの境界線は明確に定まるものではない

が、だからといってこの区分それ自体が無意味なものになるのではない。よって、議論や

論証が「一元論J的にならない限りにおいては、「価値多元論」は合理性や普遍性というも

のそれ自体を掘り崩さないであろうし、パーリンもそのようなことは望むところではない。

よって、私は現代のパーリン的な「価値多元論Jに参与する思想家らの、基礎付けに対す

る懸念というものは杷憂に過ぎないように思われる。確かに楽観的なものではなく、特に

現代のようなグローパルな状況で、の際限ない多様な人々が受け入れるような合理的で普遍

的な何かを導出することは、困難な問題ではあろうが。

そもそも、私は「価値多元論」を何かを正当化したり、基礎付けたりすることを意図と

して論じられたものではないと恩われる。パーリンが「消極的自由」や「積極的自由」に

対して「価値多元論Jの立場から、その優位性を論じようとしないのも、論理的な問題だ

けでなくそのようなことを意図して考案されたものでなし、からである。

何故、私がヴィーコとへルダーに興味を持っているのか?私は基本的には自由主義的

な合理主義者です。啓蒙の価値、ヴォルテーノレやエルヴェシユス、 ドルパックやコン

ドセルの説いたことは、私の深い共感を呼ぶものです。おそらく彼らは、人間の経験

2 CON， pp. 143-4./回想、 211頁。

112 



する多様な事実についてあまりに偏狭で、間違っていることも多かったでしょうが、

しかし彼らは偉大な解放者です。彼らは残酷さに反対し、抑圧に反対し、迷信と無知

に対して戦い、人々の生活をぶち壊す数多くのものと戦いました。したがって私はか

れらの側にあります。しかし彼らは独断的で、あまりにも簡単に割り切っています。

私は、彼らに対する反対者のものの見方に関心を持っています。反対者のものの見方

を理解すれば、こちらのものの見方が鋭くなるし、頭がよくて才能のある敵は、啓蒙

思想、の誤りや分析の浅薄さをぴたりと指摘することが多いと思うからです。私は啓蒙

の常識、啓蒙についての常識を繰り返し述べたり弁護したりすることよりも、批判的

な攻撃、新しい知識への道を切り開いていくような攻撃の方に興味があります。(中略)

敵対的な批判は、たとえ偏狭な反対意見で、あっても真理を明らかにすることがありま

す。憎しみは愛と同じく、ものの見方を鋭くするものです。私はこれらの啓蒙の敵た

ちと同じ意見を持っておりませんし、ましてその意見を大いに尊敬しているわけでも

ありませが、しかし彼らから多くのことを学びました。啓蒙の中心的概念のいくつか、

特にその政治的意味合いのいくつかは不充分であり、時として破滅的な結果を招いた

ことが明らかになっています30

このように述べられているように、ロマン主義研究を通じて構想された「価値多元論Jは、

合理主義的な啓蒙思想とその成果を根底から否定することではなく、その限界を示すこと、

なにが論じられていて、なにが見落とされてきたかを明らかにすることを目的としていた

といえる。よって、多元主義的な自由主義とか民主主義とパーリンが述べるとき、それは

「価値多元論Jによって基礎付けられた自由主義や民主主義ではなくて、「価値多元論Jに

限界付けられた自由主義や民主主義なのである。同様に、自由主義や民主主義が「価値多

元論」を正当化したり導出することもないのである。

よって、自由主義や民主主義の諸議論に対して「価値多元論Jが提示しうる論点は、パ

ーリンの言葉を使えば、社会が「品位ある decentJ ようにするべく働くものである。「極端

な苦しみを避けるj ということをパーリンは第一の公的な義務と考える。そのためにわれ

われは様々な規則、価値、原則の対立において、絶望的な状況を避け、耐え難いような選

択は避けることができるような均衡状態をたとえ不安なものであっても維持できるように、

， CON， pp. 70・l./回想、 108・9頁。
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トレードオフを行い、様々な折り合いをつけてし、かなければならなし、4 啓蒙主義における

「一元論J的要素を非難するのは、ある目標のために支払われる様々な犠牲がどれだけ非

道なものであっても、高すぎるということにならなし、からである。

われわれが確実に知っていることが一つあるとすれば、それは犠牲、瀕死の人々、そ

して死者という現実である。しかし、彼らが死んでも仕えようとした理想は、今も実

現されていない。卵は割られており、卵を割る習慣だけは大きくなったが、オムレツ

は今も目に見えない。短期的な目標のための犠牲、つまり強制は、人間の苦境が本当

に絶望的で、そのような手段が真に必要とされるというのなら、それは正当化できる

かもしれない。しかし、遠い目標のためのホロコーストは、人間にとって今も、そし

ていつも大切で、あったものを残酷に冷笑する行為に他ならなし九

「一元論J~こ基づいて人をある一つの目標へと、人間を越えた遠い目標へと向かわせるこ

とは、たとえそれがどんなに合理的に論証されたもので、あったとしても、悲劇的状況にし

かならない。

カントのように厳格な道徳論者はあまりいなかったが、その彼でさえもが一瞬の啓示

を受けて、「人間性という歪んだ材木からは、まっすぐなものはかつて何も作られなか

ったJと語ったのである。独断的に信じ込んだ計画に必要であるとして人々にきちん

とした制服を着せようとするのは、ほとんどいつも非人間的なことへの第一歩で、あっ

た。われわれにはできることしかできない。しかし、いろいろ困難があってもそれは

やらねばならなし刊

「価値多元論jは、政治哲学諸論が人間的な限界を越えないように引き戻すものであり、「一

元論J-:"の非難・批判も、単純に合理性や普遍性それ自体へのものではないのである o

4 CT， pp. 17・8.1選集4、25-6頁0

5 CT， p. 16.1選集 4、24頁。

6 CT， p. 18.1選集4、27頁。

7 W自由論』の序論で次のようにパーリンは述べている。「統制と干渉が度をすごすときには、

消極的自由の概念が優勢となり、また逆に、野放図な《市場》経済がのさぼるときには、積極的

自由の概念、が優勢となるのである。二つの概念はいずれも、本来それを抑えるために生み出され

た、その害悪に自ら転化していく傾向があるらしい。ところで、現今では、自由主義的なウルト
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では、パーリンが言うところの「協議と妥協を前提とした民主主義j、「さまざまな集団

や個人の主張一一権利一ーを認める、他方でその集団や個人は緊急の事態を別とすれば民

主的決定を拒絶できないような民主主義j とは、どのような民主主義として記述すること

が可能であろうか。つまり、「価値多元論Jによって限界付けられた民主主義、広く言えば

「品位あるJ社会とでも呼べるものとはどのようなものであるのだろうか。残念ながら、

ノ〈ーリンは自身が数少なく述べた「品位ある」という理想に対して、それが具体的になん

であるのか詳細には叙述していなしへよって、バーリンの思想を受け継ぐためには、彼の

思想に向かう先がどのようなものになるかの可能性を探っていく必要がある。我々は彼の

思想に沿いつつも、そこから一歩距離を置いて考えてし、かなければならない。これまで見

てきたように、「価値多元論Jという思想は規範的なものではない。それゆえ、実践的な政

治哲学諸問題に関してどのような役割を果たしうるのかを構築してし、かなければならない。

そのため昨今の「価値多元論j に関する議論から、し、かなる道筋が可能性としてありうる

かを見ていきたい。

ジョージ・クラウダーの区分に従うならば、パーリンの「価値多元論Jに関わる諸問題

に対する応答は、三つの見解に区分される。第一のものは「主観主義的見解the‘subjectivist' 

viewJである。価値の共約不可能性から、諸価値の選択は究極的には非合理的で他者に超越

するような理性によって導き出されるべきでないとし、理性的な討論や合意よりも、権力

をもとめる不可避の競合を強調する。それは「闘技的 agonisticJ な政治的形態を合意する。

二つ目は、「文脈主義的見解 the‘contextualist' view Jである。ある価値よりも他の価値を選

択する理由は、文脈によって決定されているとする。文脈が何であるかは様々な解釈の余

地があるが、最もありふれたものはそれを文化と見なすため、保守主義的伝統主義的な政

治観を取るようになる。最後が「普遍主義的見解 the'universalist' view Jであり、文脈を越

ラ個人主義が優勢であるとはほとんどいえないのに対し、《積極的》自由のレトリックは、少な

くとも歪曲された形ではるかに目立ち、より広い自由という名の下に、専制政治のかくれみの(資

本主義のなかでも、反資本主義のなかでも)その歴史的役割を演じつづけているのである。J(L， 

pp.38・9./自由論、 70頁。)ここから読み取れるのは、パーリンが「積極的自由Jに対して批判的

な論を展開したのは、その当時においてまさに「一元論J的にそれが語られていたからで、あった、

もし「消極的自由Jが「一元論J的なものとなったので、あったなら、同様に批判したであろうと

いうことである。しかし、それはそれぞれがただ合理的であるとか普遍的であるからではなく、

「一元論j 的である限りにおいて批判されるのである。

品位ある decentJ という語の意味に関しては、「私がどんな意味で「品位のあるj と言って

いるかは、尋ねないでください。品位あるとは、品位のあるとし、うことです一一それが何かは、

誰でも知っていいます。J(CON， p. 114./回想、 171頁)としか述べない。 C王AvishaiMargalit， The 
decent society， translated by Naomi Goldblum， Harvard University Press， 1998. 
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えた普遍的原理に訴えるものであり、それは「価値多元論Jそれ自体の反省から導き出せ

ると言う立場である。クラウダー自身は、「主観主義的見解j は諸価値の比較不可能性を強

調じがちであり、実際的な事例においてわれわれが価値を序列化し問題解決に当たってい

る日常的な道徳的経験に反し、「文脈主義的見解」は、ある文化や伝統内での人種・性差別

と言った偏狭的な誤りを引き起こすことがあり、またある文化の価値観がなにゆえ他の文

化よりも妥当なものかを示し得ず文化相対主義に陥ると解し、「普遍主義的見解Jを取るた

私は、クラウダーが「価値多元論j それ自身から反省的に導出した普遍的な価値や原理

なりが妥当なものかどうかはここで論じるつもりはないが ロールズ、に対してと同様、パ

ーリンは個々人の文脈や背景に依らない合理的な基準なりを案出する試みそれ自体は否定

しないであろう。しかし、「価値多元論」に基づいて何かが導出されるかどうかは難しいよ

うに思われる。これまで論じてきたように、「価値多元論Jそれ自体は何らかの規範や原理

を模索しようとするものではなく、できたとしても基礎としては弱し、ものとしかならない。

「価値多元論」あらゆるものを支える土台ではなく、その土台の広がりを限界付ける外枠・

境界線である。このような観点に基づくならば、私は「主観主義的見解Jとクラウダーが

評した立場の方が、実際のところパーリンの意図に近しい帰結に至っているのではなし、か

と思う。特に、その代表的な論者とされるシャンタル・ムフの多元論主義に関する議論は、

パーリンの意図に最もよく追っているように私は思われる。彼女は、 ドイツの法学者カー

ル・シュミットが「友/敵(friend/enemy)J とし、う区分を持って定式化した「政治的なるもの

(the political)J の概念を批判的に引き継ぎ、現代のリベラリズムが依然として政治における

敵対性の次元を把握しきれていないことを問題視し、政治的敵対性を受け止めた「根源的

な多元主義的民主主義 (radicaland pluralist democracy) Jを構想する。特にマルクス主義を

思想的背景に持つムフは、冷戦の終結に伴う左派の理論的存在意義の再興が急務とし、自

由主義の成果を認めつつも、その限界を問うと言う形で独自の政治思想の立場を構築して

いる。パーリンは自由主義者であり、ムフは左派理論家であるため、対極的な立場である

ように思われるかもしれないが、両者とも民主主義や自由主義の果たした歴史的な成果を

認めつつも、その問題点を批判すると言う点においては、理論的態度は類似している。次

節では、カール・シュミットの「政治的なるものj の概念を、ムフがどのように再考して

言ったのかを見てし、く。

9 Georg Crowder‘8erlin， Value pluralism and the common good: A reply to 8rain Trainor.' Philosophy 
and Socia/ Criticism， vo1.34 no.8， pp.933・4.
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2. r政治的なものJと「闘技的民主主義J

1932年に出版された『政治的なものの概念 DerBegr(ff des Politischen~ で、カール・シュ

ミットは国家概念、の前提たる「政治的なるものj の概念規定を試みている。一般的に国家

とし、う概念と政治の概念は循環的に同ーのものとして理解されていたが、 20世紀に入り国

家の下位にあった社会が国家と同ーのものとなり、それまで非国家的、非政治的という意

味で「中立的なJ領域一一宗教、文化、教養、経済一ーが、「中立的」であることをやめた

ため、「国家的Jということで「政治的なもの」を規定することができなくなった。また当

時のハロルド・ラスキなどのリベラリズム的な言説によって、国家の持つ政治的な力が無

視されていたため、政治的に強固な国家を再興するためにも「政治的なものj の究明が課

題となったので、あった。

シュミットは「政治的なもの」の概念規定を、政治的な行動すべてがすべてそこに帰着

しうるような固有の究極的な区別の中に見出そうとする。たとえば道徳的な領域において

は「善/悪J、美的領域においては「美/醜J、経済的領域では「利/害」とし、う区別を標識にし

て、それぞれに特有の行動というものが判別されるように、政治的領域においても政治的

行動や動機の起因となるような区別が存在するのである。それは「友/敵 (Freund/Feind) J 

という区別である。あらゆる政治的言説はこの「友/敵」に区別に行き着くものである 100

「友/敵」とし、う区別は、結合ないし分離、連合ないし離反の最も強度な場合のみをあら

わし、他の領域の区別となんら関係なくそれだけで成り立つ区別である。たとえば政治上

の敵は、たとえ個人にとって道徳的によく、美的に美しく、経済的に利する相手であって

も敵であり得るし、全く個人にとってそうではない相手でも友であり得る。シュミットに

おける敵とは、他者・異質者にほかならず、その本質は、特に強し、意味で、存在的に、他

者・異質者である。他者と敵対することは、その他者のあり方が自己の存在を否定するよ

うな仕方で対立している。それゆえ、「友/敵J間の対立に入り込むことは、存在的に関与し

参加することによってのみ可能となり、不偏不党の第三者として参与することはできない。

シュミットにおいて、敵は道徳的や経済的な観念を混入して解釈すべきではなく、具体

的・存在論的に解釈すべきものである。「友/敵Jは私的な個人主義的な性向の表現などでは

ない。それは規範的対立ではなく、純粋に精神的な対立でもない。敵とは現実可能性とし

10 カール・シュミット、『政治的なるものの概念』、田中浩・原田武雄訳、未来社、 1970年、 14

頁。
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て抗争している人間の総体であり、それゆえ「私仇(inimicus)Jではなく「公敵 Chostis)J 

のみがシュミットにおける政治的な敵である。このとき政治的な敵が政治的なであるのは、

そのものとの対立が偶然的に戦争へと至る可能性を持つことによる。だからといって、シ

ュミットは政治が血なまぐさい戦争にしかないと言うのではない。敵との対立において戦

争が現実可能性として前提的に存在するのであり、この前提に基づいて人間の行動や思考

が政治的態度へと向かっているだけであると考える 11。

また、本来は政治的領域でない道徳的、宗教的、経済的領域で、あっても、それが人々を

[友/敵」とし、う形に分けるほどに激しい対立をなすならば、それらはもはや政治的なもの

へと転化している。我々が日常的に道徳的、経済的、宗教的問題を政治的問題のうちで扱

いうるのは、それらがもはやもとの独自の領域を抜けて「友/敵」という区別をなしている

からである。もし企業や宗教団体が、自身の利益や信条に反して戦争を引き起こそうとす

る国家の行為を止めさせるほどの勢力を持つならばそれらはすでに政治的な単位であり、

主権的である。シュミットにおいては、戦争という重大な事態が引き起こされるかもしれ

ない事態において、主体的に何かしらの決定できる権限を持ちうるものこそが政治的単位

として、つまり主権を持つものとして理解される120 シュミットの有名な「主権者とは、例

外状況にかんして決定をくだす者をいう」としづ決定主義的な主権の定義は、こういった

理解に基づいている130

このような政治観を持つシュミットにとって自由主義は「政治的なるものJの領域を否

定するものとして批判される。自由主義はどこまでも個人こそが出発点であり終着点であ

るため、そもそも戦争を前提として生命の犠牲をも要求する可能性を持つ政治的決定を受

け入れることができない。自身の肉体の支配権を持つのは常に自身であるため、自身の自

由を他者が決めることは不自由にすぎず、自身が望まない限り生命をとして戦う敵という

ものはそもそも存在し得ない。それを命ずるし、かなる政治的命令は、人を不自由にし、暴

力的であり、悪である。それゆえ自由主義が国家などの政治体に望むのは、せいぜい自由

の保護者的役割であってそれ以上ではない。シュミットにとって自由主義的政策というも

のは存在せず、あってもせいぜい政策への自由主義的な批判程度である140

自由主義の個人主義から非軍事的・非政治的諸概念が生まれ、 19世紀を通じて政治的言

11 向上、 18・27頁。

12 向上、 31・33頁。

13 カーノレ・シュミット、『政治神学』、田中浩・原田武雄訳、未来社、 1971年、 11頁。

14 カール・シュミット、『政治的なるものの概念』、 87-8頁。
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説が変質され、「政治的なもの」が隠蔽されてきたとしてシュミットは批判を続ける。自由

主義的思考の特徴は、政治的領域のうちになく、倫理と経済、精神と商売、教養と財産と

いう二つの異なる領域の間で揺らいでいる。その中心をなしているのは私有財産という概

念であり、揺らいでいる二つの領域はその対立的放射にすぎない。その思考の下では、闘

争という政治的概念は、経済的側面では競合に、精神的側面では討議へと変質させられて

しまう。それは戦争と平和という政治的状況の区別を永遠の競合や討議にしてしまう。ま

た国家は社会となり、それは倫理的側面では「人類」といイデオロギー的・人道的表象と

なり、経済的側面では統一的な生産・交通体系という技術的単位になる。政治的に統一さ

れた国民は一方で文化的関心を持つ公衆に、他方で消費者へとなる。こうした言説によっ

ては、シュミットの「敵Jが持つ存在的な他者性が弱められることとなるlt自由主義の言

説では、たとえ何らかの対立をしていてもその相手は、自分と同じ人類であり消費者であ

り、平和裏に対話しうる相手である。そこにはシュミットが構想した戦争を前提としうる

ような「敵」はもう存在しえない。たとえばジョン・ロールズにおいても、社会の基本構

造で政治問題に参与する人々は「平等で自由な人格Jとされ、そこに個々人の存在的な異

質性は読み込まれていない。そういった均質的な人々のもとでは、当時の多元主義的国家

論をとったハロルド・ラスキのように、国家は他の利益団体と閉じものであり、人類等の

自由主義的普遍的概念の下におかれるものにすぎなくなる。

しかし、自由主義がどれだけ「政治的なもの」を回避・解消しようとしても、その帰結

は「政治的なもの」にならざるを得ないのである。例えば帝国主義においても、確かに非

好戦的で平和的な用言吾一一執行・批准・処罰・平和化・契約の保護・国際警察・平和確保

の措置一一に基づいて諸活動は行われたかもしれないが、その非好戦性は用語の上だけで

あり、実際的には「政治的j であり闘争的だとシュミットは見る。帝国主義においては、

経済活動を妨害することは「経済外的暴力」として非難され、「敵Jは平和撹乱者として法

外放置される。そのさい経済処置をとることによって、強制手段をとることもある。それ

ゆえ、用語上では消失していても自由主義おいても、自身陣営に属するものとそうでない

ものとの区別に従って動いており、「政治的なものJの領域を免れてはいない。ただ自由主

義は、自身の活動に付随する「政治的Jな要素を無視しているに過ぎないのである 160

以上がシュミットにおける「政治的なるもの」の概略である。その要点は政治を集団的

15 同上、 91-2頁。

16 向上、 101・3頁。
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な対立と捉え、そういった対立を構成する国家の主権的権力の決定的力を重視する点にあ

る。現代の政治的文脈において、シュミットが望んだような力強い政治的統一力を持った

国家の復興という目的は容易に受け入れられるものではない。しかし、敵対性に重点をお

くその政治理解は、グローパノレ化の現代においてもいまだ論理的有効性を失ってはいない

として、シャンタル・ムフはその理論の再興を目指すのである。

シュミットが指摘したように、現代の自由主義者も経済的領域と道徳的領域の中で揺れ

ている点は変わらない。ムフは前者を「利益集約的」パラダイム、後者を「討議的j パラ

ダイムとして再定義する。「利益集約的」パラダイムにおいては、個人は目的ー手段連関にし

たがって行為し自身の利益を最大化しようとする合理的存在であり、政治を社会において

異質な競合している諸力の間に妥協を設ける試みとして理解する。この場合政治の領域に

適応されるのは市場の概念である。「討議的jパラダイムにおいては、目的.手段連関の合理

性をコミュニケーションの合理性に置き換え、政治的討論を道徳が適用される特殊な領域

と捉える。それゆえ政治的領域では自由な討論を経ることで、合理的で道徳的な合意が得

られると考えられている。その特徴は、合理主義的、普遍主義的、個人主義的である。ま

た、私達は多くの観点と価値観が漂う世界に生きており、しかも経験上の制約ゆえに、こ

の全てを受け入れることができないが、「正ししリ原理や手続きによって合意を形成し、一

つにまとまり調和して対立のない集合を構成しうると考えているため、政治的対立は乗り

越えられるものであり、終わらせられるものである17。ムフはこうした領域で議論を展開し

ている自由主義者たちは、依然として「政治的なるもの」を把握しきれないままにいると

みなす。特に多元性の理解における諸価値の対立の持つ意味を無化しているとムフは批判

する。「利益集約的」パラダイムの代表的論者たるロールズは、個々人の「包括的教説」は

私的で合理的な合意が原理的不可能なものであるために、正義概念について合意を作り出

す公的空間と切り離し、中立性のある合意が形成された後はもろもろの「包括的教説j 聞

の対立は私的領域に追いやられ、公的に議論されうるべきものではなくなってしまう。ま

た「討議的」パラダイムの代表的論者であるユルゲン・ハーパーマスは、実践理性の適用

を、個々人が自身の目的を追求する「倫理的」使用と、不偏不党な手続きによって普遍的

原理の形成が論じられる「道徳的」使用に区別し、後者を道徳哲学の主たる目的とし社会

的連帯を、普遍的原理を通じて構築しようとしている。普遍的原理は何ものも排除しない

17 Chantal Mouffe， On the Po/itical， Routledge， 2005， p. 13. W政治的なものについて:闘技的民主主

義と多元主義的グローパル秩序の構築』、酒井隆史監訳、明石書庖、 2008年、 27・9頁。
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のであるから、それに対して異論を唱えるものは自己欺輔に陥らざるを得なし、18 こうした

理論化により、「政治的なるもの」の概念が真剣に受け止められず、政治的に対立すること、

政治的決定が本質的に排除を伴うことを、捉え難くしてしまう。シュミットの観点に立て

ば、たとえその理念や原理が普遍的なものとして提示されたとしても、それが「政治的な

もの」である限りは政治的敵対や排除を免れることはできないのである。例えば「人類J

と言う概念、に関して次のように述べている。

人類そのものは戦争をなしえない。人類は少なくとも地球と言う惑星上に、敵を持た

ないからである。人類と言う概念は、敵という概念と相容れない。敵も人間であるこ

とをやめるわけではなく、この点でなんら特別な区別はなし、からである。戦争が人類

の名においてなされるということは、この単純な真理となんら矛盾するものではなく、

ただとくに強し、政治的な意味を持つにすぎない。一国家が、人類の名において自らの

政治的な敵と戦うのは、人類の戦争であるのではなく、特定の一国家がその戦争相手

に対し普遍的概念を占取しようとし、(相手を犠牲にすることによって)みずからを普

遍的概念と同一化しようとする戦争なので、あって、平和・正義・進歩・文明などを、

みずからの手に取り込もうとして、これらを敵の手から剥奪し、それらの概念を利用

するのに似ている190

実際的に戦争を行っていないとしても、何らかの普遍的概念が「政治的なるものJとして

言説にあがるのであるならば、何ものかを排除し、敵として同定しているのである。ロー

ルズにおいてもィこうした批判を避けえるものではない。多元性はその理論の前提として

考慮されているが、彼は「多元性の事実それ自体 thefact ofpluralism as suchJ と「穏当な多

元性の事実 thefact ofreasonable pluralismJ という区別をなしている20。ロールズの議論にお

いて「理性的 thereasonableJであると言うことは、正義感覚への能力を持つことであり、「理

性的j で、あることをもって政治的参与の平等な人格としての資格を得るために、「多元性の

事実それ自体」は公的な問題対象としてはその論から排するのである。言い換えるならば、

18 シャンタノレ・ムフ、『民主主義の逆説』、葛西弘隆訳、以文社、 2006年、 140・143頁。また、ユ

ルゲ、ン・ハーパーマスの『討議倫理~ (清水多吉・朝倉輝一訳、法政大学出版局、 2005年)の第

5章「実践理性のプラグマティックな、倫理的な、道徳的な使用についてJを参照。
19 カール・シュミット、『政治的なるものの概念』、 62-3頁。
20 John Rawls， Po/itical Liberalism， Columbia University Press，1 993， .p. 36， pp. 63-4. 
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ロールズ、の政治空間においては正義原理がなんなのかをすでに理解している人々しかいな

いのであって、そういった原理それ自体を疑問に付するような人は民主主義を構成する平

等な人格ではないとして排除されている。また、『万民の法 TheLaw 01 PeoplesJJの国際法論

の議論において、ロールズは自身が定式化した国際的な正義原理たる「万民の法の諸原理」

一一正義に関する共通善的観念であるところの人権一ーを受けいれない国家を、「無法国家

outlaw stateJ 21とみなす。「無法国家jは好戦的で危険な存在であり、万民の法の下、リベラ

ルな諸国と「良識ある decentJ22諸国の「民衆 peoplesJ23は、「無法国家」に対して寛容で

ある必要はなく、秩序だ、った「民衆J社会の内へ強制的にでも改めさせ組み込まなければ

ならないとする。そうでなければ、「無法国家Jは力と暴力を持って、秩序だった諸国の「民

衆j を害し、人権を侵害し、平和を乱すからである240 シュミットにしてみれば、ロールズ

は「人権」とし、う普遍的概念に関して、政治的に活動しているのである。ロールズらのよ

うな普遍主義的な政治理論家らは、多元性の解消不可能な対立を乗り越えたとして論じる

が、依然として敵対的なもの、何かしらの排除されるものを同定しているため、問題を乗

り越えられているとは言えない。むしろ、そういった敵対的なものが存在することを、理

論的に無視しようとするために、多元性の容認よりも、均質性の強制を行うことになって

いると言えるのである。

ムフがシュミットの思想、に着目するのは、冷戦以降のロールズ、のような普遍主義的自由

主義者らの国際国内政治への想定と、現実の欧米での政治的諸事象との間の醐離に、シュ

21 無法国家 outlawstateJ とは、最も効率的に組織され経済的にも進んだ、社会で、あっても、政

治的伝統・法制度・所有制度・階級構造とそれを支える道徳的信念などの背景的文化に欠陥があ

り、文化と宗教を広げることを求め、富と領土と支配を求める、万民の人権を侵害する国家であ

る。たとえばロールズにとって、近代初期のスペイン、フランス、ハプスブルク家、ないしそれ

以後のドイツのような王朝間戦争を行うような国は、「無法国家Jとされる。(JohnRawls， The Lσw 

of Peoples， Harvard University Press， 1999， pp. 105-6. W万民の法』、中山竜一訳、岩波書店、 2006年、

154頁。)

22 i良識がある decentJ社会とは、次のように定義される。第一に、侵略的な目的を抱くことな

く、外交や貿易、その他の平和的手段によって自らの正統な諸目標を達成する。何かしらの「包

括的教説Jによって基底されたていても、他の諸々の社会の政治的・社会的秩序を尊重する。第

二に、まず「良識あるJ社会の法システムは、人権をその社会の民衆に保障し、また道徳的権利

義務をもっ人格を民衆に課し、法のシステムを担う裁判官や官僚なりが「理性的」な仕方で法が

正義の共通善的観念に導かれると信じられでなければならない。 (TheLaw ofPeoples， pp. 62・7J万

民の法』、 90・9頁。)

23 ロールズは国際社会の行為者を「民衆 peoplesJ と捉える。その特徴は、民衆の利益に奉ずる

相当程度正義にかなった立憲民主制の政府を持ち、「共通の諸共感 common sympathiesJに基づ

いた一体性を持ち、「合理的jで「理性的Jな道徳能力を保持しうることである。 (TheLaw ofPeoples， 

pp.23・7.W万民の法』、 3ト7頁。)

24 The Law of Peoples， pp.80-1， pp. 94・7.W万民の法』、 116・7頁、 138-42頁。
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ミットが指摘してきた自由主義が本質的に集団的敵対性を理論的に無視し回避することに

起因すると考えるからである。冷戦の終結によって自由主義者たちは、フランシス・フク

ヤマの『歴史の終わり Theend of history and the last man~ に代表されるように、自由主義の

歴史的勝利を確信し、また進展していくグローパリゼーションのなかで次にように感ずる

ようになった。

現在までに達成された経済的政治的発展の段階は、人間性の進化における大いなる前

進であり、それが切り開く可能性を賞賛すべきである。社会学者たちは、私達は「第

二の近代Jに足を踏み入れたのだと主張している。集合的紐帯から解放された個人は、

時代遅れのあれやこれやの極楕にわずらわされることなく 多様な生活様式をはぐく

む営みに専念できる。「自由世界Jは共産主義に勝利し、そして、集合的アイデンティ

ティの弱体化にともない、「敵なき」世界がし、まや実現可能になる。党派的な対立は過

去のこととなり、対話を介した合意が可能になり、グローパリゼーションやリベラル

民主主義の普遍化のおかげで、平和なコスモポリタン的未来を期待させる250

こうした考えは、その論者によって捉え方に幾ばくかの差異はあれども、常識として欧米

社会に蔓延している。けれどもこの常識が真実であり、世界の歴史が向かっていく道筋で

あるならば、 19.11同時多発テロJを発端とする「対テロ戦争 Waron TerrorismJや、 EU

加盟国内での極右政党の台頭とそれに伴う暴力的な移民排斥の機運といった、新しい暴力

的な政治的敵対の出現はいったいどのような事象として理解すべきなのであろうか。ハー

パーマスは 19.11J直後のインタビューで、ツインタワーへの自爆テロは、なんら政治的行

為ではなく、現実目標のない打ち勝てない敵へのアナーキーな行為で、あって、後々にわた

ってもそこになんら政治的思惑や意図と言ったものが読み取れるものではないと評してい

る26 シュミットのような政治を集団的アイデンティティ相互の対立としてみる、古典的な

国際関係観は、グローバルな法制化の試みをある国の特殊利益を普遍主義の装いで覆い隠

すことに過ぎないという間違った印象を与えるものにすぎない。全体主義という政治的集

団犯罪の出現によって、主権国家を基本とした諸政治概念の限界が明らかにされ、カント

25 Chantal Mou仔e，On the Political， p.l. W政治的なものについてよ 11-2頁。

26 ユルゲン・ハーパーマス、『引き裂かれた西洋』、大貫敦子・木前利秋・鈴木直・三島憲一訳、

法政大学出版局、 2009年、 16・9頁。
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が世界市民的状態と予期した状態に移行しつつあるのである。それは一つの事実で、あって、

規範的にもそれに変わる意味ある選択肢はないのである27。また、 EU諸国の統合に対して

は、ヨーロッパ民族というものは存在しないのでEUは独自の政治共同体を構築できない

と論じられがちだが、共通の言語・伝統・歴史によって結びついた国民だけが政治共同体

の不可欠の土台と言うのはもはや誤った仮定であって、地域的なコンテクストを越えた優

先権を持った普遍主義的な憲法の下、市民としての連帯感を獲得できるとハーパーマスは

主張する280 こうした立場の人々にとっては、国際テロや右派的ナショナリズム的な政治対

立はコスモポリタン的社会に至るまでに引き起こされる、一時的な反動に過ぎずない。少

なくとも、到達しうるだろう普遍的原理に基づく国際社会を根本的に脅かすものではない。

例えば、社会学者のアンソニー・ギデンズやジグムント・パウマンらが述べるように、「国

民国家Jや「伝統j、「民族Jといった人々をある一定の領域に縛ろうとする概念は、もは

やその意味を失いつつあるのであり、人々はグローパルな世界の中で包括され、問題はす

べてその観点から語られなければならない。そういった時代にわれわれは向かいつつある

のである290

それに対してムフは、冷戦の終結に伴って、第二次世界大戦以降「友/敵J区別を可能と

してきた、自由主義と共産主義の関係と民主主義と全体主義との対立が消滅したことによ

って、現代の我々は新しい政治的境界を二重に構想していかなければならない状況にある

と考える。それは第一に「旧共産主義国において、共産主義に対する共通の闘争において

創出された統一性が失われ、「友/敵jの境界線が、旧来の種々の敵対関係一一ーエスニック集

団、民族、宗教、その他の契機に基づく対立一一の復興と結合して、移しい数の新しい形

態をとり始めている」こと。第二に、「西洋において、問題の中心にあるのは民主主義それ

自体のアイデンティティであるが、それはこれまで、認識上、西洋型民主主義の欠如対態

を形づくっていた「他者なるj 共産主義者の存在に、大幅に依存してきた。さてその敵が

27 向上、 25頁。

28 向上、¥07・¥0頁。

29 Cf. Anthony Giddens， The Consequences of Modemity. Polity Press， 1990. (W近代とはし、かなる時

代か?:モダニティの帰結』、松尾精文・小幡正敏訳、而立書房、 1993年。)Modemity and self-identity : 

selfand society in the late modem age， Stanford University Press， 1991. (Wモダニティと自己アイデン
ティティ:後期近代における自己と社会』、秋吉美都，安藤太郎，筒井淳也訳、ハーベスト社、 2005

年。)Beyond Left and Rightー theFuture of Radical Politics. Cambridge: Polity Press，1994. (W左派右

派を超えて:ラデイカルな政治の未来像』、松尾精文・立松隆介訳、而立書房、 2002年。)Zygmunt 

Bauman， Liquid Modemity ， Polity Press，2000. (Wリキッド・ライフ:現代における生の諸相』、長谷

川啓介訳、大月書店、 2008年。)Community. Seeking Safety in an Insecure World ， Polity Press，2001. 

(Wコミュニティ:安全と自由の戦場』、奥井智之訳、筑摩書房、 2008年。)
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敗北を喫すると、今度は民主主義の意味それ自体がかすんでしまい、新しいフロンティア

の創出によって、民主主義の意味を再定義する必要が生じた300 J極右的ポピュリズム政党

の台頭や、原理主義的なテロリズムとそれに対する対テロ戦争といった現代的政治的対立

は、ムフは冷戦の崩壊の間隙に生まれた新たなる「友/敵」関係としてみる。つまり、国際

テロは一極化した自由主義的世界に対する反動として、極右政党の台頭は潜在的「敵」で

あった共産主義が担っていた、自由主義へのオルタナティプとしての新たなる存在理由を

勝ち取ったことによっている。この両者が暴力的に現れ方をしたのは、それが本来的に暴

力的であるのではなく、「政治的なるもの」を理論的に言説化できない自由主義理論が優勢

な中で、ハーパーマスの主張のように政治的な相手ではなく、むしろ倫理的道徳的として

語られ恒常的に排除されたままでかつその存在を認められないため、暴力的な形でしかそ

の存在を示す手段がなし、からである。我々は道徳的に悪と感じるような人々とは、そう簡

単には話し合うという気にはなれないであろうし、またそういった人の存在を対等な相手

として認めはしないであろう。しかし、国際政治においてはたとえ相手がどれだけ道徳的

に許されざる相手、非人道的な独裁者相手で、あっても我々は政治的に応じなければならな

いであろう。それを不道徳的の一言で無視することも、相手にしないこともできない。

シュミットは「友/敵」とし、う集団的区分の最小単位を国家と捉えていたために、国際的

な多元性は認めるが、国内における多元性は認めず均一性を強いる。それゆえにナチスの

御用学者、全体主義を後押しした思想家として評されるわけではあるが。ムフは自由主義

の歴史的成果として国内政治・社会における多元性の重要性は認めるため、「政治的なるも

のj を国内的に国際的に取り扱うために、概念の再構成を行ってし、く。つまり、諸価値の

対立とされるものを、すべからく政治的である限りは集団的なものとして捉えなおすので

ある。ムフは言う。

自由主義者の見解からすれば、多元主義の果たした貢献それ自体が、まさに対立性の

超克を可能にするものであったとの反論があろう。しかし私の考えでは、自由主義者

たちにこうした想定は、政治的なるものの現象の把握を、結局のところ不可能にして

しまう自由主義の危険な幻想にすぎない。多元主義に負荷された制限は、単なる経験

上の制限にとどまるものではない。多元主義への制限は、諸々の価値や生の様式の中

30Chantai Mou仔e，The return 01 the political， Verso， 1993. p. 3. W政治的なるものの再興』、千葉異・

土井美穂・田中智彦・山田竜作訳、日本経済評論、 1998年、 6・7頁。
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には、他の価値や生の様式と明確に両立不可能なものが存在するという事実や、そし

てまた両立困難な型の価値や生の様式を成り立たしめているものが、そうした排他性

そのものに他ならないという事実にも関係している。われわれはニーチェの「神々の

闘争Jの観念を真剣に受け止めなければならなし、310

しかし、シュミットの論理において、敵は戦争の実現可能性を前提としているため、圏内

における友/敵関係は内戦の可能性を前提としてしまう。そのため、ムフは敵対性を保持し

ながらも、戦争を前提しない新しい敵対関係をデリダの「構成的外部(constitutiveoutside) J 

としづ概念を援用して構想してし、く。アイデンティティの創出は差異の確立を含意してお

り、差異の肯定が存在するための前提条件となる。差異の肯定とはアイデンティティの「外

部」を構成する「他者」の知覚である。それは個人においても集団においても閉じであり、

集団的アイデンティティにおいては「われわれ (we)Jに対する「彼ら (they)Jの存在が、

その前提条件となる32。「われわれが認めなければならない事実とは、こうした「われわれ/

彼ら」の関係が、いつ何時、敵対関係の次元へと移行して、「彼ら」とし、う異質な「他者J

の存在が、「敵Jという形で認識されるにいたるかもしれないという、その現実可能性であ

るお。」この「われわれ/彼らj という関係性が、友/敵としづ敵対関係に向かわないようにす

ることが、民主主義の真の目的である。そこにおいては、「敵」は「対抗者 (adversaries)J 

に、敵対性は「闘技 (agonism)Jへと昇華されなければならない。「闘技的Jな敵対関係と

は、し、かなる共通の土台も共有しない「われわれ/彼らj という敵同士の関係性に関して、

対立する党派がその対立に合理的な解決をもたらすことが不可能と知りつつも、相手の正

当性を承認しあう関係である。それは「敵」を閉じ政治的連合体に属しており、共通の象

徴的空間を共有する者として把握し、正義や自由といった政治的諸観念の異なった解釈を

提示し政治的統一性を競合的に作り出していく「対抗者」と把握することである。また、

政治の目的も命を賭した戦いを命じるものではなく、「われわれ/彼ら」としづ集団的アイデ

ンテ4ティを人々に提供することになる。そして敵対するからといってその関係が永続的

というわけではない。シュミットの「友/敵Jという区分はあくまでも人々が集団的分断さ

れているとしづ政治的現実を示すものでしかない。「友・敵の区別という標識は、特定のー

31 Ibid. p. 127.同上、 255頁。

32 Chantal Mou仇 ，On the political， p. 15. W政治的なものについて』、 31-2頁。

33 Chantal Mou能 ，The return ofthe political， p. 127・8. W政治的なるものの再興』、 255頁。
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国民が、永久に他の特定の一国民の友または敵で、なければならないだとか、あるいは中立

ということが不可能であり、または政治的に無意味でしかありえないだとかを、意味する

わけではなしリとシュミットは述べるへそれゆえ、政治的敵対関係は流動的で、場合によ

っては、敵は友や中立的な相手になりうる可能性を持つものである。よって「われわれ/彼

らJと区分されたとしても、それが永続するわけではなく、状況しだいによっては容易に

変化しうる。敵対すること、敵対的な集団的区分が政治的に重要だとしても、政治的諸問

題が解消しえないことを伴うものではない。たとえどれだけ合理的に解決されたとしても、

何かしらの外部、排除されたものが全くなくなるというような解決はありえない。

こうした観点から、ムフは「利益集約的J・「討議的」でない「闘技Jに基づいた「根源

的な多元主義的民主主義J、つまり「闘技的民主主義 (agonisticdemocracy) Jを構想する。

ムフはシュミットにそって、そもそも民主主義それ自体は、差異性を認めるものではなく

同一性を求めるものとして考える。

あらゆる現実の民主主義は、すべて、平等のものが平等に取り扱われるというだけで

なく、その不可避的な帰結として、平等でないものは平等には取り扱われない、とい

うことに拠っている。民主主義に属しているものは、必然として、まず第ーには同質

性 (Homogenitat)であり、第二には一一異質なものの排除または職滅である35

個人を最小の政治単位とする自由主義において、集団的に排除や包摂することはどちらも

個の否定である。差異性や多様性の重視は自由主義的な論理である。それゆえに、人類と

いった普遍的概念を用いることで、個人が打ち消されること、また個々人の多様性が無視

されることを回避しようとするのである。しかし、シュミットにとっては、この人類概念

に基づく民主主義、自由主義的民主主義などというものは、矛盾的表現であり、平等と言

う概念の実質と価値を奪うものでしかない。平等とは本来的に、政治的平等や経済的平等

のように、特定の領域における平等なのである。確かに個々人の持つ人間的尊厳を軽視す

ることは不当なことではあるかもしれないが、様々な領域の特殊性を無視することもでき

ないのである36 シュミットの論理においては、自由主義者の民主主義擁護は、自己論駁的

34 カーノレ・シュミット、『政治的なるものの概念』、 29・30頁。

35カール・シュミット、『現代議会主義の精神史的地位』、服部平冶・宮本盛太郎訳、社会思想

社、 1972年、 16-7頁。
36同上、 18・9頁。
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でしかないが、ムフはこの自由主義と民主主義のもつ論理の差、多様性・差異性と均質性・

同一性を積極的に結びつけることが重要であり、それこそが真に多元的な民主主義となる

と考えるのである。つまり、政治的対立を個々人の生活様式の対立として理解するのでは

なく、「われわれ/彼ら」といった集団的アイデンティティを創出に関する対立であり、問題

は合理的正当化にではなく、その有効性の問題である。つまり、平等について政治的に論

じることは、平等の真の意味について、最も合理的な定義なりを論ずることではない。そ

れは、誰が平等なので、あって、平等でない人は誰なのかという集団的な包摂と排除に関す

る解釈を提示することである。ムフにとって多元性は、個々人が多数あることにではなく、

この解釈の仕方の多様性にある。

近代民主主義において追求すべきは、その政治的原理についての一定の解釈、つまり

シティズンシップとは何かに関する特定の理解を共有することによって、統一性を政

治的に創出することである。政治哲学が重要な役割を果たすのはここである。すなわ

ち、正義・平等・自由と言った観念の真の意味を決定することにおいてではなく、そ

れらの観念の異なった解釈を提示することにおいてである。このようにして政治哲学

は、一定の政治的アイデンティティ、および市民としてのわれわれの役割を考える異

なった様式を構築し、し、かなる政治共同体をわれわれが構築したいのかを具体的に描

くための、多様で、つねに競合する言語をもたらすであろう 370

ムフにおける「敵」である「対抗者Jとは、こうした異なる解釈を提示するものである。

そして「敵対性」を「闘技Jへと昇華するとは、「対抗者Jが存在する、つまり今現在何ら

かの優勢的な政治的言説に挑戦する余地を社会に残すことである。ムフも合意が形成され

ることそれ自体は否定しないが、その合意は常に異議申し立てに聞かれていなければなら

ない。もし社会が一様でしかありえないのであれば、それはまさしく全体主義的社会であ

ろう。それゆえ、政治的対立を民主主義それ自体から除去することはできない、むしろ政

治的対立があることが民主主義の存続の条件である。しかし、当然のことながら、対立を

なすものを無際限に認めると言うわけではない。まず少なくともそれは「政治的なる」も

のでなければならない。ある共同体や民族集団のもつ風俗や習慣と言ったものが、たとえ

その民族にとって重要な問題であったとしても、それだけで政治的言説としての妥当性を

37 Chantal Mouffe， The return ofthe political， p. 115. ~政治的なるものの再興』、 227 頁。

128 



持つわけで、はない。また民主主義それ自体への異議をムフは多元性の議論から排除する。

し、わば、ロールズは「理性的Jかどうかで多元性を区別したが、ムフは「民主主義j を認

めるかどうかで多元性を区別する380

3. r曲げられた小枝」

以上が、シャンタル・ムフの「闘技的民主主義Jと呼ばれる立場である。彼女がシュミ

ットを通じて明らかにした、自由主義が看過している「政治的なるものj の概念の重要性

と、民主主義において「敵」を「対抗者」へと昇華することとする理解は、パーリンの民

主主義や自由主義への態度を理解するうえで重要な観点を与えてくれる。

前章で定式化したように、「対立の除去不可能'性Jはパーリンの政治哲学の基礎的特徴で

ある。パーリンにおいて政治哲学が存在することそれ自体が、我々が政治的に対立するこ

とによって条件づけられるため、「価値多元論」に伴う諸価値の対立を解消すること、乗り

越えることをパーリンは意図しない。もし、あらゆる対立が乗り越えられる、少なくとも

歴史に存在し続けてきた様々な深刻的な一一大様にして暴力的な一一一政治的対立を乗り越

えられるとしたら、パーリンにしてみればそのような世界に政治哲学というものそれ自体

が存在しえないのである。また、パーリンにおいて政治哲学の問題は、ムフが批判する自

由主義者と異なり、その初めから集団的に考えられている。シュミットが特徴づけたよう

に、確かにバーリンも政治哲学を道徳的な問題としている点では自由主義者的とは言える

ものの、集合的に捉える点において、政治哲学的問題は個人を基準として論じられるべく

ものではない。また同時にパーリンは諸価値の両立不可能性の帰結として選択行為におけ

る価値の喪失を強調するが、それが政治的である限りにおいては、喪失を経験するのは個

人においてではなく、集団においてである。パーリンの議論は個人的なものと、集団的な

ものを同時に区別なく論じているところがあるために、政治的対立を集団的な問題として

いたと言う点がわかり難いように思われる。実際、幾度か引用したパーリンの「消極的自

由j の意味の説明において、干渉されない主体は、「一個人 apersonJ と「個人の集団 group

ofpersonsJであり、干渉するのは「他の人々otherpersonsJ とあるように集団的な観点が導

入されている。一般的に「消極的自由」は私的な個人的自由と理解されがちであるために、

干渉を受ける主体は個人に重きが置かれがちである。だ、がパーリンの理解においては、「消

38 Chantal Mouffe， On the politica/， pp. 120・3.W政治的なものについてよ 179・82頁。
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極的自由j が政治的に喪失したと言うことは、ある個人においての自由の範囲が減じただ

けではなくて、ある集団に属する諸個人の自由が等しく減じることを意味している。パー

リンはシュミットの国家や、ムフの党派のように集団的なものの範囲としてある一定の概

念は提示していない。おそらく共同体、種族、民族、国家、将来世代、人間一般と、パー

リンは様々なものを認めうるし、そのいずれが基本的な単位かどうかを定めることはしな

し、。

パーリンにおいて常に関心にあったのは、政治的他者・対立者一一個人的であれ、集団

的であれ一一一の存在を適切に取り扱うことにあったのではないかと思う。バーリンの政治

哲学において、「人間本性Jと言う概念が中心的なものとして置かれているのも、そういっ

た意図があってのことではないかと思われる。そうでなければ、本質主義的として多元論

的立場を取るパーリンにとっては致命的な批判を受けざるを得なくなるであろう。「消極的

自由j についてパーリンが求めたのは、最小限の範囲、それがなくなってしまえば人間本

性が歪められてしまうような範囲である。その範囲を含む限りにおいて、たとえ求める範

囲が異なろうとも、それぞれの求めるものを人が求めうるものとして理解できるのである。

ジョン・ロックやアダム・スミスなどは進歩のために大きな私的領域が保持されることを

望み、 トマス・ホップスのような反動的な思想家らは社会生活を秩序立てるために個人の

自由を縮小することを望んだ。彼らをはじめとして様々な人によって、自由とは何かにつ

いて様々な論議がなされ、それぞれの妥当性が疑問に付されている。それでもなおそのい

ずれも主張するた、けの正当性を持つので、あり、たとえ自身の指示するものと異なれども、

反論がなされたのであるならば答えなければならないのは、それが最小限の範囲を含んで

いるからである。パーリンは、「寛容」に関してジョン・スチュアート・ミルの理念を受け

継いでいるが、それはあらゆるものを認めると言った「寛容j ではない。

寛容がなければ、理性的批判、理性的弾劾に必要な条件は失われているのであって、

彼(ミノレ)はあらゆる犠牲を払っても理性と寛容のために弁護しようとするのであり

ます。《理解する》ことは必ずしも《許す》ことにはなりません。情熱や憎悪をこめて

議論し、攻撃し、拒否し、排斥しても一向構わないのです。がしかし、抑圧したり黙

らしたりしてはいけない。それは悪しきものも善きものも破壊してしまうからであり、

集団的な精神的知的自殺と等しいことになってしまうからであります。論敵の意見に
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対する懐疑的な尊厳は、彼には無関心やシニシズムよりも好ましいと思えるのでした390

ミルが「寛容j を要求したのは真理のため、人聞社会が正しい方向へと発展していくため

であるが、パーリンは多元性のため、排除されたものの尊厳を守るために「寛容Jを要求

するのである。パーリンは二十世紀の政治状況を次のように捉えている。

ルネッサンス以来、諸勢力の陣営は、とも角も敵味方がはっきりしていたし、進歩と

反動と言う言葉は、どんなに乱用されてきたにしても、空虚な概念で、はなかった。(中

略)もとよりこのような簡単かつ組宏な分類に入れることのできない人々も多かった

が、にもかかわらず現代にいたるまでは、その時代にもっとも深い影響を及ぼした人々

の立場を明確に決めうるような境界線を、あざやかに引くことは可能で、あった。(中略)

今日では、問うてよいものといけないものと、信じてよいものといけないものとの範

囲を区画、制限、限定、決定しようとする傾向は、もはやかつての「反動Jを識別す

る標章とはならなくなっている。(中略)現代はシニシズ、ムと絶望の時代であり、価値

が崩壊し、西洋文明の確平たる基準と道標とが解体する時代であるとは、しばしばい

われるところである。けれどもそのようなことは事実でもなければ、事実らしくさえ

ない。崩れ行く秩序のきづなのゆるみが現れるどころか、現代世界は、厳格な規則と

提と、熱烈で、非合理的な宗教とによって硬化している。古い旋をシニカルに無視す

ることからはっきりと寛容が生まれるどころか、現代世界は、異端を最大の危険と看

倣しているのである。(中略)個人が選択しうる余地はますます小さくなって行くが、

何らかの敵対的原理の名において一一たとえば、中世の暗黒時代とか、国民国家の勃

興期の聞のように一一そうなるのではない。むしろこのような原理の敵対関係から精

神的な抑圧と危険と、また破壊的な車L牒とが無際限に現れかねないとして、そもそも

原理的対立の可能性を根絶して、従来よりも単純で統制の行届いた生活と、苦しい道

徳的矛盾に悩むことのない、効率的な秩序への確平たる信仰とに好都合な状況を作り

出すために、そうなるのである40

ノ〈ーリンにしてみれば、対立しあう諸陣営の存在は不寛容の現れではなく、むしろ寛容の

39 L， p. 229./自由論、 412頁。

40 L， p. 89・90./自由論、 159・62頁。
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現れである。自身の立場と真向から異なり、否定しあう相手の存在を認め得るところに寛

容というものが真に現れるのである。ムフが問題視したように、グローパル化によって確

かにわれわれは今までにないほどの多様な人々と出会うようにはなったが、それが諸個人

をそれぞれが生きている文化や習慣、それに基づく諸対立から切り離しきるわけではない。

これまでにない形で広くより緩やかな形で、あっても、われわれは対立しあうのである。そ

うでなければ、冷戦という歴史的状況はいったい何で、あったのであろうか。あれこそ文字

通り世界が二分されたといっても差支えないで、あろう。社会がたつた一つの理想に拘泥し

続ければ、それ以外の可能性を認めることができなくなり、したとしても論理的に消し去

ってしまう。クラウダーの「合理的な不合意」という概念も、それが正当化できる以前に、

何が合理的で不合理的かへの言及を彼は明確に述べていないために、実際には何かを排除

していながらそれを排除していないかのように語っている。前述したように「一元論」の

問題は、それが全体主義的なものへと向かって自由を抑圧するからだけでなく、異なる議

論、正統的な対立者の可能性を封じるからである。パーリンの「多元主義的な民主主義J

とは、ムフの「闘技的民主主義」のように、われわれの立場を成り立たせている外部とし

ての「敵Jや「彼ら」が存在することを認め、それなくしては自身の存在そのものも存立

し得ないことを自覚し、異議申し立てのための余地が残される民主主義である。立場が違

い、それが理由で対立しあうこと排除しあうことそれ自体は問題なのではない。異なる諸

個人・諸集団を均質化した概念で取り扱うことが問題なのである。パーリンが論理実証主

義批判で論じたように、「全ての Sはp (Allsisp)Jであるような全称命題は、一つの反例

でその妥当性は崩れるのである。たとえ論理的には、全称的な正当化ができたとしても、

実際的にはそれを覆す人が存在しえるのであり、「一元論J的思想家らは理論的な一貫性に

満足してしまい、「全てのjという表現が排除しているものを見逃すのである。それゆえに、

一般的な多元論的な政治哲学者らが論じるように、ただ個人が望むまた選びうる生活形式

の多様性が保持されているというだけでは、パーリンの「価値多元論」にとっては不充分

である。多様性の問題は量の問題ではなく質の問題であるからである41。確かに、個人が望

41 例えば「消極的自由jの範囲に関して次のように述べている。「ある人の消極的自由の範囲は、

いわばどのドアーが、いくつ彼に聞かれているのか、各ドアーのかなたにどんな見晴らしが開け

ているか、どのくらい広く聞かれているか、の函数である。しかしこの図式はあまり推し進めて

はならない。というのはすべてのドアーが等しい価値をもつわけで、はなく、また、ドアーの外に

ある道がどんな機会を提供するかは、それぞれに異なっているからである。J(L，p.41.1自由論、

73頁。)このように述べているように、パーリンにとって多様性は量が保持されればよいという

ものではない。たとえ無数のドアが聞いていたとしても、唯一つその人が望むドアを選ぶことが
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みうるものが増えればパーリンはそれを望ましいと捉えるであろうし、その人はより自由

になったと評するだろう。だけれども、その人の自由を成り立たせている原理への批判が

封じられているとすれば、いくらその原理が個人を自由にしたとしても、パーリンは「一

元論」的と捉えるだろう。ロールズも「正義の二原理j で個人的自由の最大化とその平等

を第一原理にあげているが、彼の言う「秩序だった社会Jにおいては「正義の二原理Jへ

の根本的批判の可能性をその理論の内には残していない。ローノレズの『正議論』は多くの

批判を受け、現代の政治哲学の諸派を生み出したともいえるが、パーリンにしてみれば社

会の根本的なあり方に関して様々な議論が提示しうることにこそ、社会が多元的である証

拠であるのである。そして、パーリンが「人間本性jを妥当性の基準として採用するのは、

それでもなお周辺に追いやられて、公的に発言する機会や権限を奪われている人たちの妥

当性を確保するためであると思われる。パーリンは「人権」の内容がアプリオリに決まる

ことには反対するものの、その普遍的価値というものは認める。それは、「人権」と言う概

念の存在によって「人間本性Jの存在、人間として越えでてはならない限界があることを

われわれに意識させるのに一役買うからではないかと思われる。実際その境界がどこまで

のものかは議論の余地が残され続けるが、それが在るとし、う認識が重要なのである。自由

概念に対しても、それを定義でなくて、聞いという形式で論じたのも、問いに答えている

限りにおいて、我々はその人の主張を自由に関するものとして認識でき、その意見に理由

なく応じないのは不当であることの基準たりえるからである。

ノ〈ーリンが「価値多元論Jの着想を得た、ハーマンやヘルダーといったロマン主義者達

は、確かに啓蒙主義・合理主義・科学主義に措抗せんとした思想家ではあったが、同時に

主流的なものへの周辺からの声でもあった。啓蒙主義は当時においてはただの主義でなく、

啓蒙的であるということはフランス的であることと同義であった。彼らは、合理性や科学

の名の下に踏みにじられていくドイツの現状に嘆き、傷つけられ、反抗を行ったのである。

ただ、フランスで生まれた諸思想の学術的な問題点を非難したのではない、その思想が実

践的に適用された結果、切り捨てられ見捨てられつつあるものへの擁護のために批判した

のである。だからこそ、彼らはナショナリズムの、 ドイツロマン主義の祖とパーリンは評

するのである。「価値多元論j に基づいて思考することは、必然的に傷ついたもの、排除さ

れたもの、損なわれたものへ向かわざるを得ない。よく、多元主義的立場は、一般よりも

特殊、全体よりも個別を重視していると理解されるが、パーリンにおいては、それは特殊

妨げられていたのであるならば、他のドアの多さは無意味なのである。
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なもののユニークさの讃美ではなく、一般化によって排除されたものの存在を際立たせる

ために重視されるのである。「もし人が、人聞が悲惨になるのは単に貧困・疾病・魯鈍のた

め、あるいは無知の結果によるものならず、社会に適合せず、余所者となり、話しかけて

貰えぬことにもよる、自由・平等も友愛がなければ無に等しい、指導者には従うが、主人

に屈しないのが本当に人間らしい社会である42
0 Jこれが、へルダーらの根幹的理念の一つ

であり、「価値多元論j が向かい論じていくところでもある。ナショナリズムがときとして

熱狂的で暴力的なのは、余所者として外部として扱われ続けたことへの反動である。政治

的に対立することが問題なのではなく、対立すべき相手として端から考慮に入れられない

のが問題なのである。パーリンはこうした按損された人々の感情を「曲げられた小枝 The

8ent TwigJ と比輸するが、それは常にいつか元に戻ろうとしており、どれだけ曲げられた

かに従って、烈しく戻ろうとするのである。ムフが「敵」を「対抗者j に昇華すべきと主

張するように、パーリンも按損された人々が悲劇的な事態に至らないよう、「懐疑的な尊厳」

を向けるに値する存在として、たとえ論議の上では強く排斥しあうとしても、お互いに認

め合えるようにしなければならないのである。こうした按損を推し進めるのが、人を量的

に扱うことである。「工業社会とポスト工業社会においては、抗議は科学的進歩としづ戦車

に引きずられたくはないと思っている個々人や集団の成員の抗議である。科学的進歩とは、

物的な財とサービス、それを処理するための功利的な制度の蓄積したものと解釈されてい

る430J昨今の政策決定が統計学や金融工学のような数理的知見を基に論じられているよう

に、そこにおいて対象となる人々は、数値化量化された諸個人である。この傾向が過度に

なったときに、つまり統計上の数字以上のものとして扱われなくなったとき、人々は自身

の尊厳や品位が按損されたとして、反発へと向かうのである。特にグローパル化において

は、さらにその傾向が強くなるために、国家内だけでなく世界的に反発を生み出す危険性

を常に内包している44 当然ある程度の一般化・数量化は必要であろう。けれども我々が政

治的に対立しているのは、ロールズが言うような「平等で自由な人格j や「人民j であろ

うか、自己の利益を最大化する合理的な個人であろうか。バーリンにとってはまず政治的

対立が先立ち、そこから政治哲学の諸議論が始まるのである。だから、対立しあうのは常

42 TH， p. 224./試論、 375頁0

43 CT， p. 258./選集 4、313-4頁。

44CT，pp.2564/選集 4、31ト3真 NathanGardeIs，‘Two Conception ofNationa1ism: An Interview with 

Isaiah 8erlin'， The New ゐrkReview ofBooks， November 21， 1991， pp. 19-23.このインタビューで、パ
ーリンはグローパルに物事を解決しようと企てることには反抗が遅かれ早かれ起こりうると予

測している。
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に具体的な何ものかと何ものかで、あって、抽象的な個人や集団ではない。

パーリンの「価値多元論」という思想は一般的に捉えられているように、ただ諸価値の

多様性を主張し擁護するといった立場ではない。それは、合理主義などが行う一般化から

排除されたもの、見落とされたものへの注意を喚起する思想である。「歪んだ材木Jとパー

リンは人間を比輸するが、まさに歪みを無視し、均一化した入れ物に入れようとすること

の限界を気付かせるものである。それゆえに、「価値多元論」というものそれ自体は、現代

政治哲学諸理論への批判的機能を果たすことを目指すものである。政治的である限りは、

し、かなる結論にも、し、かなる正当化にも、その外部や排除されたものが付きまとう。その

ために、政治的諸概念を分析し、今我々がその語でどのように考え、なにが捉え切れてい

ないのかを思想史的に明らかにし、我々の認識の限界、いま立ち向かっている現実との阻

酷を記述し、様々な対立への諸回答を人間性の範囲内で、妥協できる可能性を探ることこ

そ、政治哲学の役割の一端と言える。「多元主義的な民主主義Jとはそういった批判的作用

が働いているような民主主義であって、ただ多様な価値が認められていることを目指すと

いっただけのものではないのである。
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おわりに

これまで見てきたように、アイザイア・バーリンの「価値多元論」という思想は、ただ

価値の多様性が認められ、社会が多様的であるということだ、けで、事たれりとする思想では

ない。自由主義的諸理念に価値をおいているパーリンにとって、様々な諸個人や諸集団が

それぞれの望む生き方を営むことができ、また様々な人生の可能的選択肢をより多くもて

るような社会が来ることは、当然望むべくものであることは確かではある。けれども、そ

れが本質ではない。彼にとって多元性とそれに伴う理論的・実践的諸問題というのは、解

決されるべきものであると同時に、我々が人間である限りは抱え込まざるを得ない限界で

もあるのである。理論的には諸問題から越え出られるかもしれないが、まさに我々が人間

という存在である限りは、その越えでた先には実際的には向かうことはできず、それがで

きるとして人々を向かわせるところに様々な政治的悲劇が生まれるのである。よって、「価

値多元論jにとって多元性の認識とは、人間存在にかかわる認識論的・実在論的・倫理的・

実践的・政治的・社会的諸理解に通底する限界を認識することであり、その範囲を明らか

にしていく哲学的試みに向かいいくものである。こうした認識抜きに語られる諸論こそ「一

元論J的なのであり、人間というものの在りょうを無視したものになるのである。

人間と人間にとって可能であるものの限界についての感覚を持つ必要がある。自然に

よって課せられているそのような限界についての意識がなければ、論理的には可能で

あるが、しかし現実にはおよそありえない、馬鹿げた歴史的、心理的仮説(それは無

数に存在している)を切り捨てていく基準がなくなってしまう。

人聞が何故合理的であるのかについては、アリストテレスとカントとヴオルテール

とヒュームは正しし、かもしれない。しかし実際には、人間の合理性、さらには人間の

正気さえもが、人間問題についてなにが事実でありうるのか、何は明白に事実であり

えなし、かについてのこの感覚に依存している。つまり、いくつかの理念の間の通常の

連想関係一一過去と未来、物と人、因果関係と論理的関係などの基本概念と、緊密に

織り合わされた範障と概念の網の目に、依存しているl。

「差異の中の統一、むしろ統一の中の差異、「一」と「多」との緊張関係Jという考え方が

l IR p.153./選集 2、181-2頁。

136 



ヘルダーの主たるものであったとパーリンは記述するが、私はパーリンにとってもそれは

主たる関心の一端をなしていたと考える2。我々は全く意志疎通が不可能というほどに、異

なっておらず、緩やかだが共通の圏の中で相互に理解しあえる。その一方で、一言をもっ

てその実を掴み取れるというほどに、均一的で画一的な存在ではないのである。我々は、

「ー」か「多」なのではなく、「ー」であり「多j であるのである。

政治哲学における人間存在の現実的限界への感覚をパーリンが重視していたことは、彼

の思想家や偉人の記述・評価からも読み取れる。例えば、ウィンストン・チャーチルとフ

ランクリン・ D ・ルーズ、ベルトを全く異なる特質をもった政治家として記述しているが、

その両者ともにパーリンは政治家として高く賞賛している。パーリンは政治家のあり方は

二つの対照的な型があり、両者はそれぞれを代表している人物と見なす。第一の型は、本

質的に単一の原理と熱狂的な展望を持つ人物で、あり、彼らは一貫した夢に取り付かれてお

り、個々の人々や事件を理解せず、右顧左阿することなく、物事や人々を自分の固定した

型に合わせて曲げていくことのできる人である。チャーチルがまさにその人であって、他

にはトロッキ一、 ドゴール、レーニン、ヒットラーも属している。第二の型は非常に繊細

な感受性を持ち合わせ、常に変動する周囲の人々と状況をその微細な点まで捉えながら、

無数の小さな一瞬の捉え難い些事を、多くの人がおぼろげにだがしかし根強く感じている

ことを明確な形で統合できる人である。ノレ一ズ、ベルトはこの型に属していると多元論者た

るパーリンにしてみれば、第一の型に属する政治家らはまさしく「一元論J的であり、非

難こそすれ評価すべき人物ではないはずである。しかしチャーチノレやルーズ、ベルトが持ち

合わせてスターリンやヒットラーが持ち合わせていなかった資質がある。それは、「人生に

たいする異常なまでの愛情、人間関係の豊かな多様性に厳しい規律を押しつけることに対

する嫌悪感、なにが成長と活力を増進させて、なにがそれらを遅らせ歪めるかについての

本能的な感覚などj である4。政治家がこの資質を持ち合わせるかが、パーリンにしてみれ

ば「品位あるj 社会と全体主義社会との聞に一線を画すのである。もし、チャーチルがこ

うした素質を持たなかったならば、パーリンは彼を確かに非難したた、ろう。そうしなかっ

たのは、「一元論」的な政治家で、あったとしても、人間性の限界を越え出ることをしなかっ

たからである。

2TH，p.177./試論、 295-6頁0

3 1P， pp. 27・8./選集 2、45-7頁。

4IR P.M./選集 2、28頁。
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ノミーリンは様々な思想家や芸術家、詩人、政治家の人物史を描いたが、上記のような観

点が常に見え隠れし、それが軸となって描かれているといってもよし、かもしれない。こう

してみるならば、パーリンの関連性のないとされる諸著作聞にも一定に関係性と、またそ

れらを取りまとめる芯のようなものがあることが理解されたかと思う。確かに、すべてが

すべて関連しているわけではないであろうし、それがどのようなものかはさらにパーリン

の著作を綿密に読み取り、論点を設定し、そこから個々に論証されていくことが必要であ

ろう。けれども、確かにパーリンは狐のように様々な著作を書き記したが、当人自身が自

覚していたかどうかは定かではないが、彼の中にはハリねずみと呼んでも差し支えないほ

どの大きな構想が眠っているのである。それを明らかにすることがなければ、我々はパー

リンの思想を引き継ぐことも、批判することもできないように思われるのである。
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